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調査課長 松木 ゆうき   
 

審査案件 

令和７年度予算 

総合政策局所管、会計室所管、選挙管理委員会所管、人事委員会所管、監査

委員所管、議会所管 

協議案件 指摘要望事項の協議 

そ の 他  

            主 査   伊 藤 隆 広 
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午前10時０分開議 

 

○主査（伊藤隆広君） ただいまから予算審査特別委員会総務分科会を開きます。 

 本日の審査日程につきましては、まず総合政策局、続いて行政委員会等所管の審査を行った

後、指摘要望事項の協議をお願いいたします。 

 傍聴の皆様に申し上げます。分科会傍聴に当たっては、傍聴証に記載の注意事項を重視いた

だきますよう、お願いいたします。 

 

総合政策局所管審査 

○主査（伊藤隆広君） これより総合政策局所管の令和７年度当初予算議案の審査を行います。 

 委員の皆様は、サイドブックスのしおり１番をお開きください。 

 なお、説明に当たっては、初めに昨年の予算・決算審査特別委員会における指摘要望事項に

対する措置状況について御報告をいただき、続いて令和７年度当初予算議案について御説明願

います。 

 また、時間の都合上、指摘要望事項の読み上げは省略して結構ですので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、お願いいたします。危機管理監。 

○危機管理監 危機管理監の相楽でございます。 

 初めに、私から、指摘要望事項に対する措置状況のうち、危機管理部所管について御報告い

たします。恐れ入りますが、着座にて説明させていただきます。 

 予算・決算審査特別委員会における指摘要望事項に対する措置状況等報告書の２ページを御

覧ください。 

 防災対策の一層の周知、啓発と災害時要配慮者の支援体制の強化、断水時における生活用水

のさらなる確保について、御報告いたします。 

 初めに、１の防災対策の一層の周知、啓発についてですが、（１）の市民向けの講座、研修

会として、市政出前講座を21回、地域の防災リーダーを育成する防災ライセンス講座を４回、

防災ライセンス・スキルアップ講座を６回開催したほか、災害時のトイレ対策をテーマにした

防災リーダー研修会を10月25日に開催いたしました。 

 次に、（２）のリーフレット作成として、在宅避難や車中泊避難などの分散避難を推進する

ため、市民の皆様が事前に備えることなどをまとめたリーフレットを5,000部作成し、区役所

での配架や研修会などでの配付のほか、ホームページなどで周知し、市民の皆様への啓発を図

っております。 

 次に、２の災害時要配慮者の支援体制の強化についてですが、（１）の要配慮者名簿の提供

については、各区町内自治会連絡協議会理事会で説明し理解を図るなど、避難支援等関係者へ

の名簿提供を推進するとともに、避難行動要支援者支援体制構築実施マニュアルを活用し、地

域の避難支援体制構築を図っているところであり、昨年12月現在で346団体に名簿を提供して

おります。 

 次に、（２）の個別避難計画の作成についてですが、今年度400件、来年度514件の作成を予

定しております。また、今年度は計画に基づき、実際に７人の訓練を実施したところであり、
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今後も引き続き訓練や計画更新の手法について検討してまいります。 

 次に、３の断水時における生活用水のさらなる確保策についてですが、引き続き非常用井戸

や井戸付耐震性貯水槽を維持管理するとともに、市民や民間企業などの井戸所有者に御協力を

いただきながら、防災井戸の普及を図ってまいります。 

 危機管理部の指摘要望事項に対する措置状況の報告は、以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 総合政策局長。 

○総合政策局長 総合政策局長峯村でございます。よろしくお願いいたします。 

 私からは、指摘要望事項に対する措置状況のうち、総合政策部の所管について御報告いたし

ます。恐れ入りますが、着座にて失礼いたします。 

 予算・決算審査特別委員会における指摘要望事項に対する措置状況等報告書の16ページをお

願いいたします。 

 本市の持つ多様な魅力の効果的な情報発信及び他部局と連携した取組について、御報告いた

します。 

 初めに、１の移住、定住に係る情報発信についてですが、人口減少に伴う課題を克服し地域

を活性化するため、移住先として千葉市が選択される、または選択肢に入るきっかけとなるよ

う、情報発信を引き続き実施してまいります。 

 具体的には、（１）として、転入ＰＲ動画、動画共有サービスでのインストリーム広告を、

東京都特別区東部及び千葉県北西部在住の子育て世代の方々を対象として行うほか、（２）の

転入促進パンフレットとして、今年度作成しておりますパンフレットを移住相談窓口などに配

架するほか、市ホームページへの掲載を行ってまいります。 

 次に、２の人口減少抑制に資する主な事業についてでございますが、企業立地の促進及び就

労支援などの雇用の創出や産後ケアの充実、５年連続待機児童ゼロを達成した保育の受皿の確

保、病児、病後児など多様な需要な対応した保育環境の充実など、仕事と子育ての両立が可能

となるきめ細やかな子育て支援を引き続き実施してまいります。 

 また、若者の出会いなどについて、こども未来局で設置予定の（仮称）こども・若者会議や、

外部有識者からの意見を踏まえ、子供、若者世代の視点に立った施策を検討してまいります。 

 総合政策部の指摘要望事項に対する措置状況の報告は、以上でございます。 

 続きまして、総合政策局の令和７年度当初予算案の概要について、説明いたします。 

 予算審査特別委員会分科会説明資料の６ページ、総合政策局令和７年度当初予算案の概要を

お願いいたします。 

 なお、金額につきましては、100万円未満を切り捨て、100万円単位で御説明させていただき

ます。 

 初めに、１の基本的な考え方についてでございます。 

 まず、市長公室でございますが、各種表彰式を開催するほか、市政情報の分かりやすい発信

や市民に身近な行政サービスの向上に取り組んでまいります。 

 次に、危機管理部でございますが、大規模な災害に備え、防災アセスメント調査を実施する

ほか、令和６年能登半島地震の教訓を踏まえ、被害認定調査システムを導入するとともに、避

難行動要支援者の支援体制強化を進めるなど、危機管理・防災対策の強化を図ってまいります。 

 次に、総合政策部でございますが、人口減少抑制に向けた取組を推進するとともに、千葉開
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府900年に向けた取組や、都市アイデンティティの確立に向けた取組を推進してまいります。 

 次に、未来都市戦略部でございますが、本市が目指すスマートシティの姿や取組の方向性等

を示す千葉市スマートシティ推進ビジョンや、幕張新都心が目指すべきまちづくりの方向性等

を示す幕張新都心まちづくり将来構想の実現に向けた取組を推進するとともに、国家戦略特区

関連事業の取組を推進してまいります。 

 次に、２の予算額の概要についてでございます。 

 令和７年度の一般会計歳出は20億2,500万円となっておりまして、対前年度比53.4％の増と

なっております。この増額の主な要因は、今年度10月に５年に１度の大規模調査であります国

勢調査が実施されます。これに伴う６億3,300万円を計上いたしております。 

 また、歳入の主なものは、右の欄に記載しました、国勢調査の財源となります県からの委託

金であります統計調査費委託金などがございます。 

 次に、３の重点事務事業について説明いたします。 

 初めに、市長公室の（１）市政功労者表彰等300万円でございますが、特別市政功労者・市

政功労者表彰、地域社会貢献者・寄附行為者褒章、教育・文化・スポーツ等功労者褒章の各種

表彰式を開催するものでございます。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 次に、（２）市政だより発行２億3,000万円でございます。市政に関する情報をお知らせす

るため、市の総合広報誌として千葉市政だよりを月１回発行し、市内全世帯への配布を行うも

のでございます。 

 次に、（３）ホームページ運用管理2,700万円でございますが、市政情報システムを運用管

理し、ホームページによる安定的な情報提供を行うものでございます。 

 （４）は、市役所コールセンター運用管理8,800万円でございますが、市役所コールセンタ

ーのほか、本庁舎窓口案内、24時間365日問合せ可能なＡＩチャットポットの運用管理を行う

ものでございます。 

 次に、（５）ちばレポ運用管理500万円でございますが、ＩＣＴを活用し、地域課題を市民

と行政で共有し、協働により解決するための仕組みでありますちばレポの運用管理を行うもの

でございます。 

 続きまして、危機管理部の（１）防災アセスメント調査2,400万円でございますが、長期的

な視点に立った本市の防災対策の強化を図る際の基礎資料とするため、人口構造や都市基盤整

備の変化などを踏まえた地震被害想定調査を行うものでございます。 

 次に、（２）被害認定調査システム2,800万円ですが、被災者の生活再建に必要となる罹災

証明書を迅速に発行するため、タブレット端末などで効率的に被災家屋などの調査を行うシス

テムを導入するものでございます。 

 ８ページを御覧ください。 

 （３）土砂災害ハザードマップ等による周知、啓発300万円でございます。土砂災害から市

民の生命を守るため、新たに指定された土砂災害警戒区域等にお住いの世帯に、土砂災害ハザ

ードマップを配布するほか、新たに区域指定された箇所を含む土砂災害警戒区域等内の全世帯

へ啓発チラシを配布いたします。 

 さらに、視覚に障害のある方などが災害リスク情報を取得し、適切に避難行動を取ることが
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できるよう、音声で災害リスクを読み上げるサービスを導入するものでございます。 

 次に、（４）避難行動要支援者の支援体制の強化600万円ですが、避難行動要支援者の支援

体制を構築するため、福祉専門職などと連携いたしまして、要支援者の個別避難計画を作成す

るものでございます。 

 次に、（５）防災備蓄品の整備１億2,900万円ですが、災害時に最低限必要な食料や、避難

者の健康保持を図るため、栄養補助食品などを整備するほか、避難所の開設、運営に必要な資

機材やマンホールトイレ、備蓄倉庫を整備するものでございます。また、大規模災害時に備え

るため、一時滞在施設に帰宅困難者用備蓄品を整備いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 続いて、総合政策部の、（１）人口減少に向けた取組70万円ですが、地域活性化を進めるた

め、転入の一層の促進に向けた情報発信を行うものでございます。 

 続いて、（２）令和７年国勢調査６億3,300万円ですが、国内に居住する全ての人を対象と

する最も基本的かつ重要な統計調査を行うものでございます。 

 次に、（３）千葉開府900年に向けた取組8,500万円ですが、千葉開府900年となる2026年に

向けた準備及びプロモーションを行うものでございます。 

 続きまして、未来都市戦略部の（１）スマートシティの推進1,700万円ですが、スマートシ

ティ推進ビジョンに基づき、民間事業者などによる取組を支援するとともに、高齢者などのデ

ジタル活用に向けた取組や、デジタル人材の育成を推進するものでございます。 

 次に、（２）公民共創の推進100万円でございますが、民間事業者の技術や経験、資金など

を活用し、多様化、複雑化する地域課題の解決に向けまして、コネクテッドセンターちばを運

営するとともに、提案の数や実現可能性を高めるため、初期費用に対しまして助成を行うもの

でございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 （３）国家戦略特区の推進２億300万円ですが、国家戦略特区の制度を活用した規制改革に

よる取組を推進するほか、未来技術の社会実装を見据えて、自動運転車の実証実験などを行う

とともに、民間事業者によるドローンや、未来技術モビリティーなどを活用した取組を支援す

るものでございます。 

 最後に、（４）幕張新都心まちづくり連携促進4,100万円でございますが、幕張新都心まち

づくり将来構想の実現に向けまして、多様な関係者が連携、協働しながら町の価値を高めるた

めの取組を進めるとともに、産業拠点としての成長など、さらなる活性化に向けた中長期的な

取組の検討を進めるものでございます。 

 説明は、以上となります。よろしくお願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございました。 

 それでは、これより御質疑等をお願いしたいと思いますが、委員の皆様には令和７年度の予

算審査であることを十分踏まえ御発言いただくとともに、指摘要望事項に対する措置状況への

質疑や御意見等もありましたら、併せてお願いいたします。また、所管におかれましては、簡

潔明瞭な御答弁をお願いいたします。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 一問一答でお願いします。 
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 まず初めに、措置状況も含めての今後のことなんですが、災害時要支援者名簿について、先

ほどまだ100％はいっていない状況なんですが、地域の方に伺ってみますと、私の町内自治会

でお預かりをして、その活用についても今後やっていくんですが、実際に預かると大変なこと

になってしまうとか、個人情報に抵触してしまうのではないかとか、千葉市の姿勢とは違うよ

うに感じていらっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、そういったことに対する指導、対

応というのはどのようになっているのか、お伺いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 名簿につきましては、どうしても個人情報が掲載されているものでございますので、鍵のか

かる金庫等で保管してもらうというようなことは研修でお願いしているところでございますが、

併せて地域の中に要配慮者がいる、いない、どこにどういった方がいるということを知る重要

な名簿でございますので、そういった重要性を訴えながら普及を図っているところでございま

す。以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。町内会が主体となるほうが多いと思うんで

すけれども、その中で、言葉尻を捉えて大変恐縮なんですが、金庫はこんな持ち運びのできる

金庫から、私のうちのように、どこどこのところに保管するというようなこともあるんですけ

れども、その辺の保管の仕方、あるいは責任の取り方、そういったものはどのように言ってい

らっしゃるのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 具体的に金庫でなければ駄目というわけではございませんが、やはりほかの

方に渡らないような鍵のかかるところに保管するとか、そういったことで、責任者以外に見ら

れないような措置をしてくださいということでお願いしているものでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） あと、恐らく御説明もしていただいていると思うんですけれども、例

えば、個人情報の名簿をどこかになくしてしまったとかというと、保管していた方の重圧的な

ものがあるのではないかと思うんですけれども、あるいは泥棒に入られたとか、あるいは火事

になってしまったとか、そういったことに対する対応策というのはどのようにお示しいただい

ているのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 こちらも個人情報の漏えいは大変な問題でございますので、分かった時点で速やかに区役所

に御報告をいただいて、一緒に対応を協議していくということになると思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 火事とか、今、保管していて自分でなくしてしまうときもあるかもし

れません。私もだらしないので、意外とどこか行ってしまって、探したらあったなんていうの

もあるんですが、そのほかに、泥棒に入られてしまったとか、火事になってしまったとか、不

測の事態に備えるものというのがあると思うんです。なくしてしまった場合にも、どこかで使
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われて自分の責任になってしまうと嫌だなというようなお話も伺っているんですが、それに対

する対応策というのは、相談すればいいものなのか。具体的にこうなりますというお示しを町

内自治会等に広めていただくときの対応策というのはどのようになっているのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 名簿の管理の状態によって状況は違うかと思いますが。事案が起こったとき

には、区役所のほうでも名簿は保管しておりますので、例えば、本人にまずお伝えするとか、

場合によっては記者発表するとか、そういった対応にもなる場合もございますが、それは状況

や、管理の仕方によってだと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 今、お答えいただいたのは本当に必要性のある、非常に重要性のある

ところなんですけれども、それがゆえに及び腰になってしまう町会のほうもあるのではないか

と思うんです。まさにそのことが一番ネックになっているから預かれないという方々も町会の

方々の中にいらっしゃるわけです。 

 それらについて、今後、こうになったときはこうしてくださいとかと、今、いみじくも御答

弁いただいたことで、預かるほうが本当に安心して、変な言い方ですけれども、きちんと安心

して預かる、そしてそれがひいては要支援者の方々のためになるというか、そして、はっきり

言って、町内自治会がこの名簿を持っていないと、全域ですから、どこも動けないわけじゃな

いですか。そういった意味で、その点から鑑みて、皆さんに名簿を預かっていただく、また訓

練というか、実際に要支援者名簿に載っている方の訓練というよりも、預かるほうの訓練をし

ていただければと思います。 

 意外と勘違いしている人がいて、例えば私のところの町内自治会は、世話人も含めて全員で

20人近くいるんですけれども、世話人もそれを把握しなければいけないのかというような勘違

いをしている人もいらっしゃるようなので、その辺は、そうではないということも含めて、何

のための要支援者名簿なのかということを今後十分に言っていただきますよう、強く要望いた

したいと思います。 

 それと、井戸水の件も、これまでの取組で大分増えてきているんですけれども、この井戸水

も飲める、飲めないがあるんですけれども、千葉市の場合、例えば、何々小学校などは水質検

査をしたら飲めないから、そのほかの生活用水で使ってくれと言われておりますし、今回の指

摘要望事項の中の御説明の中にもあったかと思うんですけれども、それだけでやるのであれば、

井戸を持っている方々に、あるいは小学校なりにそのように言っていかなければいけないと思

いますが、それはどうするのか。それと、もう一点だけ、水質検査は井戸を持っている方にも

するのかどうか、その辺をお尋ねします。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 井戸の水につきましては、災害が起こると水脈が変わったり、汚染されたものが混ざったり

するということで、やはり再度水質検査をしないと飲むことは難しいと言われておりますので、

千葉市では今後、井戸につきましては生活用水に使ってもらうということで、今後増やして協

力を仰いでいきたいと思っております。 
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 ちなみに、水質検査につきましては、これまで民間の方から協力いただけるものにつきまし

ては、初回だけ水質検査をやっていたところでございますが、これにつきましてもやはり生活

用水に使っていただくということで、水質検査をやらずに、飲める、飲めないに関わらず提供

していただけるところの井戸と、今後協定を進めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） そうしますと、今の御答弁ですと、やはり飲み水に適しているところ

もあるかもしれないし、そうではないかもしれない。その水質検査について、今、民間には初

回だけ手数料とかを出すと思いますけれども、一般市民のおうちもそうなのか、改めてお伺い

いたします。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 これまでは一般の方から御提供の提案をいただいたときに初回だけやっていたものでござい

ますが、今後は水質検査はやらないで、生活用水として御協力いただければと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 初回の井戸水の調査などが終わってからかなり年数がたっていると思

うんですけれども、市のほうから、今後地震が来たときは、水脈が変わったり、地層が変わっ

たりしてよくないというお話なので、そこははっきりと飲み水は適さないということは、もう

お知らせしてあるという観点でよろしいでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 ちょうど昨年の秋にそういったことで通知をさせていただいたところでございまして、今後

も周知を図っていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。ぜひそのことを、井戸をお持ちの方はもと

より、町内会関係が大体把握していると思いますので、町内会にもそのことを伝えていただい

て、いざというときはこんな感じになりますということを強く御指導いただければと思います。

ありがとうございました。 

 それともう一つ、小型動力ポンプの件なんですけれども、こちらのほうは私も訓練に参加さ

せていただきまして、訓練のときに、やはり燃料を使い過ぎますとすぐなくなってしまうんで

す。私も女性消防団で放水訓練をやっていまして、その辺はよく分かっているんですが。 

 ただ、こちらの避難所においての動力ポンプを使うときの燃料をどの程度、動力ポンプとい

ったらトイレによく使うものでございますが、燃料によっては使えなくなってしまうのではな

いかと危惧しているんですけれども、その保管方法と燃料の量等はどうなっているのか、伺い

ます。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 現在、マンホールトイレ用に井戸水等をくみ上げるポンプにつきましては、
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カセットガス式の発電機を入れておりまして、数日もつぐらいの想定で入れているんですが、

カセットガス１本だと、使い続けてしまうと１時間程度でなくなってしまうんですが、マンホ

ールトイレの貯水の場所にたまるぐらいまで入れていただいたら止めていただくとか、そうい

った運用でやれば、大分長持ちするものでございます。 

 それと、あと一般的なカセットコンロでございますので、ぜひ足りなそうであれば各御家庭

でもあると思いますので、そういったものを持ち寄っていただいても使えるものでございます

ので、そういったことも今後啓発していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 今、質問して１つお答えいただいたんですが、カセットガスはどのぐ

らいの日数を使えると見込んでいるのか、その辺は。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 これは使い方によると思います。ずっと回しっ放しですと、多分半日持たな

いぐらいになってしまうと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。やはり限られた燃料でございますので、まずその辺を

きちんと担保していただくための指導と、それから使い方も一緒に言っていただければと思い

ます。これは、実際に訓練をしてみて分かってきたことなので、これを使っての訓練というの

をまだやっていないところもあろうかと思いますので、プールの水も流しっ放しだとすぐなく

なってしまいますし、燃料もなくなってしまって、結局使い物にならなくなってしまうという

ようなことがないようにしていただきたいと思います。 

 それと、予算には出ていないんですが、以前から我が会派でもそうですし、ほかの会派の方

も取り組まれてきました。犬猫の同伴避難なんですけれども、前にアンケートを取っていただ

いて、それは対応できないということで避難所運営委員会の皆さんのお答えなどがあったりも

いたしましたが、あれから時間がたっていますので、今、避難所運営委員会の皆さんにはどの

ようなアンケート調査をされたのか、その結果はどうなのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 避難所運営委員会へのアンケートにつきましては、年度変わりに調査をしよ

うと思っておりますので、まだそれ以降の最新のものは出ておりません。ペットを受け入れる

か、受け入れないかを聞いておりますが、その回答につきましては、約３割がペットのルール

を決めていないと答えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。今どきですので、家の中で飼っている犬猫

が多いと思います。家族同然に飼うというよりも、家族当然ではないかと思えるような、毎日

癒されて一緒に暮らしていると。いざとなったら避難所に連れていきたいんだけれども、避難

所で断られたら家に帰るしかないと答えている方もいらっしゃいます。 

 こちらのアンケートの取り方は、やりますか、やりませんかではなく、もう千葉市のほうで

もペットとの同伴避難をホームページでも訴えていただいていますので、いざ避難所に行くと
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そうではなかったということになりますと、とんでもないことになってしまいますので、この

辺はアンケートを取る前に、もう千葉市としてはこう考えているからというようなことも含め

て、避難所運営委員の皆さんだけでやるというのは、これはもう本当に人数も少ないというと

ころもありますので、避難所運営委員の皆さんが困らないように、連れていった人たちが自分

で餌もやる、水もやる、あとは下のお世話もするみたいな。あとは場所なんですけれども、場

所の選定もこんなところがいいのではないですかという形で今後は言っていただかないと、み

んなできません、やれませんみたいな感じになってしまうので、それでは困りますので、今後

の取組にまた期待していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、先ほど御説明いただいた、被害者認定調査システムというのに今般予算もつけてい

ただきましたが、どのぐらいの台数を受け入れていただくことになっているんでしょうか、お

伺いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 この被害認定調査システムにつきましては、現在の被害認定調査の建物被害

の件数を約１か月で調査するという想定をしておりまして、タブレット60台が必要になります

ので、そのうちから既に持っているタブレットもありますので、それを差し引いた分を新しく

導入しようというものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。被災された方々がいち早くその認定を受けて次に向か

って、またいろいろな予定とかが立たなくなったり、あるいは被害によってはもらえる、もら

えないというのもありますので、こういったシステムは非常にスピーディーで、そして適正な

判断ができてよろしいかと思いますが、それに向けて、千葉市が持っているタブレットは60台

と御答弁いただきましたので、被災された家屋について、市の職員の皆さんも大変かと思いま

すが、一斉に、あるいはほかから助けてくれる方々も、ボランティアの方は駄目ですが、他市

の方で来てくれるときに、そういった方にもお渡しできるような台数をちゃんとそろえていた

だいて。もう一つは研修も、皆さんはちゃちゃっとできてしまうと思いますが、ある程度研修

なども事前に取り組んでいっていただけますようにお願いしたいと思います。この件もありが

とうございました。 

 それと、あと委員長が今まで取り組んできた事前復興計画ということがございますけれども、

最近私も委員長が一生懸命に取り組んできたということもございまして、横から入ってしまっ

て恐縮なんですが、実は報道などで自治体ではもう事前に、もちろん速やかに復旧、復興が必

要だけれども、その前の事前復興計画について、国土交通省も令和５年度にたしか法律を決定

されたと思うんですが、その後の千葉市の動きがどうなっているのか、お伺いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 事前復興につきましては非常に重要であるという認識はしておりまして、事前復興計画につ

きましては都市局のほうで準備を進めているというところがございますので、地域防災計画の

中では復興計画というのが位置づけられておりますので、その辺を踏まえて、ふだんから全庁

的に役割分担ですとか、そういったところを連携を取りながら進めていきたいと考えておりま
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す。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 他局が中心となってやっていただいているので何か聞きづらいんです

けれども、めどとしてはどのような感じになっているんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 具体的にいつまでという確認はまだ取れていないんですけれども、以前から事前復興、市街

地の復興ということで行っていまして、その体制ですとか、手順、目標等について分析してい

るというような状況を把握しておりますので、それの進捗も踏まえて連携を図っていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。やはり総合政策局はいろいろな対策のノウ

ハウもお持ちですし、都市局は都市局で場所の選定とかで、しかしながらそこに市民が不在で

すと、千葉市の土地を使うんでしたらいいですが、市民の土地をお借りしたりするときは、や

はり市民にも御参加いただいて、その進捗状況をさらに早めていただきますよう、よろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

 次は、少し角度を変えまして、人口減を何とか食い止めていきたいということでこの費用が

出ているんですけれども、具体的にどのようにしてきたか、または今後どのような状況にして

いくのか、お伺いします。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 人口減少に関しましては、これまでの人口の構成を考えると、亡くなる方がかなり増えてく

るというところがありますので、将来的には人口が減少していくだろうと見込んでおりますが、

一方で千葉市のほうが今は転入がかなり増えているというところがありますので、この機会に

千葉市の魅力というのをＰＲするというところ、外部にアピールするという部分と、あとは千

葉市で人口の減少の抑制ということになりますと、総合的な対策が必要になってきますので、

例えば子供向けの取組だとか、あとは雇用を創出するとか、そういった取組を関係局と連携し

て進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。他市が減ってきている中で、千葉市は微増

ということなので、ここをチャンスと捉えて、絶対に人口減は始まると千葉市も推測している

わけですので、食い止めたり、あるいは減る人数を小幅にするとか、少し難しい表現で私もな

かなか迷うところですが、そんなことも含めて、具体的にこうやるということも含めて取組を

続けていっていただきたいと思います。 

 次に、ｅスポーツの件なんですけれども、今回新規で予算をつけていただいているんですか

ね。千葉市の人材育成ということになっているようでございますが、ネットのニュースなどを
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見ますと、ＮＴＴ関係と書いてございましたけれども、その辺はどういったところなのか、１

社だけなのか、その辺を教えていただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 まず、デジタル人材育成につきましては、既に今年度からＩｎｔｅｌ株式会社や東京情報大

学と連携協定等を結びながら職員向けであるとか、社会人向けであるとか、あるいは学生向け、

様々な研修会やセミナー等を実施してまいりました。 

 来年度は、さらにそれに加えてｅスポーツ、特に、今、おっしゃっていたようなＮＴＴｅ-

Ｓｐｏｒｔｓ高等学院が今年４月、千葉駅前に開講します。また、昨年は東京情報大学の施設

内にｅスポーツスタジオというものが造られました。こういったｅスポーツをやる環境が整っ

たような学校、あるいはそれに精通した企業と連携しまして、まず子供たちにｅスポーツに親

しんでもらう、体験してもらう、またそれを通じてどういったデジタル活用が見込まれるか、

つながるか、そういうものを育成できるようなプログラムを今後検討していきたいと考えてお

ります。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。ｅスポーツは、今、いみじくも言っていた

だきました子供、それからお年寄りも最近参加したり、または障害者の方も参加したりという

ことがあるようでございますので、幅広い方々が、私などはワープロを打っているのが関の山

なんですけれども、こういった方々は新しいゲームを開発したりというようなこともあったり

して、非常にこの取組はいいと思うんです。 

 他市なども、ほかの売り込みがないせいかと言うのは大変失礼な言い方になってしまうんで

すが、ネットで調べましたら、他市では１か所ぐらいですか、ｅスポーツを前面に出して取り

組んでいくというようなことも出ていたものですから、これは本当に幅広く年代、男女問わず、

外国人とかも、そういうのも問わずできるかと期待しているところです。 

 この予算の今後なんですが、人材育成となっていたんですけれども、千葉市の職員の人材育

成ということになるんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 この予算は200万円ございまして、まずは中高生と若者向けのプログラム代と考えておりま

す。ただ、それとは別に、先ほど申し上げたように、職員向けであるとか、社会人向けである

とか、あるいは教職員向けみたいな研修は、引き続き多少の費用はかかりますが継続していく

予定でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。職員の方だけではなくて、まさにこの育成の中には中

高生の方々の育成も入っているということなので、これもまた期待していきたいと思いますし、

これによって、いろいろなアピールの切り口があるんですけれども、これも他市に見習って千

葉市の一つの大きな切り口であると言っていただきたいと思うんですが、アピールとかＰＲと

かは、今の状況ではどのようになっているのでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 
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○スマートシティ推進課長 基本的には、ｅスポーツというのはいろいろな面があると思って

います。まず、大規模なイベントが開催されるというＭＩＣＥの観点、新たなＭＩＣＥの要素

としても期待しております。このデジタル人材育成という面でも、例えば、男女を問わず、不

登校の方でも平等に参加できるインクルーシブな場というのをつくれるのも期待しております

し、また先ほどおっしゃっていたような高齢者の介護予防、フレイル予防、いろいろな面でｅ

スポーツの活用というのは世界中で注目されているところでございますので、様々な機会を見

て、いろいろなターゲットに対してＰＲを進めていきたいと、今はそう考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） もう本当に全市民対象と言ってもいいぐらいだと思いますので、そこ

のところはＰＲを率先して市内外に向けて発信していただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、開府900年のことなんですが、ホームページを見させていただき

ましたら、これからこんなことをやりますということが載っていましたし、いちごマラソンも

実は開府900年記念の一環だったと思って、後から気がついたという情けないところもあった

んですけれども。 

 やはり、何かしらのイベントの冠をつけていくのは、非常にこの開府900年、千葉氏を売り

込んでいくための大きな要素になろうかと思いますけれども、その辺について、いろいろなス

ポーツをやったり、芸術、あるいはまた出先機関なりなんなり、あるいは市民団体の活動、い

ろいろあると思いますけれども、そういったものも含めて、市民にアピールしていただける機

会づくりはどのようになっていくのか、千葉市の政策だけなのか、その辺をお伺いしたいと思

います。 

○主査（伊藤隆広君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 様々な記念事業を千葉市、それから千葉開府900年記念協議会で準備しているところはあり

ますけれども、今、おっしゃっていただいたように、当然、市民の皆様、それから市内もしく

は周辺の企業団体等の皆様と一緒につくり上げていきたいと思っておりますので、そういった

ことで昨年12月にメンバーシップ登録制度というものの運用を開始しております。まだ２か月

程度しかたっていないんですけれども、既に70件ほどの登録申請が来ておりますので、こうい

った一緒に千葉開府900年記念をつくり上げていただける皆様に対して、さらに開府900年のＰ

Ｒを進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。実は、今議会の総務常任委員会だけでなく、

前の委員長のときも、この開府900年について他市に視察に伺わせていただきました。そうし

たら、今、御答弁いただいたように、イベントについてのお問合せとか申込みとかがあると、

今、伺ったんですけれども、あるところでは、来たものは全部受け入れたということがありま

したけれども、千葉市は何か断ったりする条件整備とか、あるいは全部受け入れますというよ

うなことはあるのかどうか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 
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 ちょうどメンバーシップ登録制度の要項をつくっておりまして、条件というものは定めてい

るところはあるんですけれども、やはり考え方としまして、この千葉開府900年記念のときに

多くの皆様に新しいことに一歩踏み出していただけるような、そんな機会になればいいという

ことがございますので、基本こういった取組は駄目とか、お断りすることは、公序良俗とかそ

ういったものに反しない限りは受け入れるということで運用はしております。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。私も他市に視察に行って、今、このような

質問ができて、行っただけの価値はあったと、ほかにもいろいろあるんですけれども、今、御

答弁いただいた中での私なりの視察に行ったときのことを振り返り、今、思い出したものです

から言わせていただきまして、いかがわしい人が参加しているとか、いかがわしい内容でない

限り、ぜひ受け止めて、この開府900年の記念に参加していただく方がいっぱいできるように

していただきたいと思います。 

 それと、４つの資源と言われています。千葉日報では宝物と言っていますけれども、どちら

でも私としてはいいんですが、千葉市の本庁舎のちょうど正面玄関辺りには４つのルーツと書

いてあるんですね。いろいろな呼び名があって、その文字を見ていなければいいんですけれど

も、私は何て書いてあるのかと思って見ると、中のほうではルーツとかと書いてあるんです。

外のほうは文字を確認しませんでしたけれども。いろいろな言い方があって、そこはどうなん

だろうと思うんですが、この件についてどうなのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 確かに今おっしゃられたとおり、千葉市の４つの宝物でありますし、そういった言い方をし

ているところもございます。１階にルーツと書いているんですけれども、そもそもこの４つを

定めるときに市民の皆様にアンケートを取ったんですけれども、そのときに選定に当たっては

やはり千葉市固有の歴史もしくはルーツということも意識して選定をしたという経緯もござい

ますので、ルーツという言い方をしているところもございます。ですので、皆様が個人で千葉

市を思い浮かべるときにいろいろな表現があろうかと思いますので、そういったところは十分

に考慮しながら、こちらとしても発信の方法は考えていきたいとは思います。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。ルーツが悪いと言っているわけではなくて、いろいろ

な言い方があって、別に定めなくてもいいのであればルーツと書いてみたり、その下に資源と

書いてみたり、４つの宝と書いてみたり、いろいろな呼び方があっていいと思うので、今後そ

れらを生かしながら、今回は千葉開府900年でございますけれども、それと併せて４つの資源

も、開府900年記念は大きく、でもその脇で、３つは少し小さくてもいいので、４つの資源と

ともに千葉市が1000年先を見越して取り組んでいますというようなことをアピールしていって

いただければと思います。ありがとうございました。 

 これで終わりにいたします。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 一問一答でお願いします。 

 まず、広報広聴について、ホームページの運用管理についてです。 
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 ホームページの更新作業などは、誰が、どのように行っているのでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 市政情報提供システムにおきまして、各事業所管課がページを作成しまして、その各事業所

管課の広報広聴主任、課長補佐とかになりますけれども、広報広聴主任が承認作業を行い公開

しております。トップページですとか、他部署に関わらないものにつきましては、市全体に係

るなどにつきましては、広報広聴課が運用管理を行ってございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。では、ホームページ以外のＳＮＳに関しては

いかがでしょうか。Ｘやフェイスブック、インスタグラムなどは、どのように行っているので

しょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 ＳＮＳに関しましては、市のいわゆる広報広聴課が使っているものもＸ、フェイスブック、

ＬＩＮＥなどございます。また、分野別としましてそれぞれ所管課が行っていますが、動物公

園ですとか、例えば、開府900年のアカウントですとかというのは、それぞれ所管課が担当し

て扱ってございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。Ｘとかフェイスブックの場合には、広報広聴

課がいろいろなところを全て集めて流すとすぐに情報が流れていってしまうので、もしできれ

ば、ある程度分野別に分けてそこから発信するようにすると、必要な情報が的確にずっと欲し

い人に流れるのではないかと思うので、考えてみてください。 

 次に、ホームページに詳しい情報はこちらというリンクが貼ってあるにもかかわらず、たび

たび御指定のページは見つかりませんでしたというメッセージで見られないことがあると市民

の方からお声がありました。この内容が見られないことや、ページ削除やＵＲＬの変更につい

ては、どのように運用が行われているんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広聴広報課でございます。 

 ページが見つからないという表示をしてしまったことは失礼しました。ページの削除のタイ

ミングにつきましては、先ほどもお話ししました各事業所管課の判断におきまして、イベント

の終了ですとか、事業の廃止のタイミングなどに伴って行っております。 

 リンク切れにつきましては、リンク先のページが非公開になってしまうことが主な原因でご

ざいますけれども、対策としましては、千葉市が管理している各ページにつきましては非公開

となる７日前のタイミングでシステムから自動で当該ページを管理する所管課宛てにメールで

その旨を通知してございます。その通知を受けまして、公開延長の要否を判断するよう促すと

ともに、ページが非公開となった際には当該ページへのリンクを設定したページの所管課宛て

にリンク先のページの確認を促すメールを送付しまして、リンク切れを起こさないような運用
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をしているところでありますけれども、御指摘いただきまして、改めて運用を徹底してまいり

たいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。所管課が期限を決めて、そこでもう公開を停

止しますと言っているのなら分かるんですけれども、リンク先のページが自動的にある一定の

期間が過ぎたら削除になるという設定にしているというのが問題なのではないかと思うので、

そこら辺は特に所管が削除してくれと言っていない限りは、そのリンク先のページが自動的に

非公開になるような設定自体を考えていただきたいと思っています。 

 次に、ちばレポ運用管理について、質問します。 

 ちばレポのアプリがＭｙ Ｃｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔとなっていて、紛らわしいというお声を

聞きました。名前の統一については、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 ちばレポ、Ｍｙ Ｃｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔにつきましては、現在38の自治体でコンソーシア

ムをつくって運用をしていますけれども、千葉市においては平成元年（後に「令和元年」と訂

正）にＭｙ Ｃｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔに移行しました。ちばレポの名称はそれまで運用してい

たこともありまして、市民の皆様の問合せですとか、市外の取材視察受入れの際にも先方から

ちばレポについて尋ねたいということで依頼をいただくことがまだ多いために、市内外を問わ

ずこの名称は浸透していると考えています。 

 このことから、当面の間はちばレポとＭｙ Ｃｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔを併記する形で対応し

たいと考えておりますが、今後のＭｙ Ｃｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔの自治体の普及状況などを注

視しながら、名称の統一等を検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。市民の方から、ちばレポのように道路が破損

していたとか、何かが壊れていたことを報告できるというのはすごくいいというお話で、知ら

なかったというお話を時々聞きます。 

 そのときに、でもアプリがあると聞いたのに全然見つからなかったと。せっかく市民の皆さ

んが興味を持っていただけるときに、それは実際に使えるまでにできなかったというのはすご

くもったいないので、ちゃんと皆さんが使えるように周知と、その名前を統一するなり、しっ

かりやっていただきたいと思います。 

 次に、防災についてです。防災アセスメント調査についてです。 

 人口構造や都市基盤整備の変化などを踏まえた地震被害想定調査とは、具体的にどのように

行うのでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 地震被害想定調査につきましては、平成28年度の前回調査を更新することとしておりまして、

高齢化の進行による人口分布の変化、それから最新の建物分布、道路やライフライン施設等の

整備状況を踏まえ、建物被害、人的被害、ライフライン被害などの被害予測を行うとともに、
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これらの被害を踏まえた避難者や帰宅困難者の発生などを予測してまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。ある程度予測できるというところで、予測だ

けで終わらせずに、ここで先ほどライフライン被害などの被害予測などもある程度分かるとい

うことでしたので、もし非常にひどい被害になりそうだというところであれば、そこの避難所

運営委員会のほうにライフラインを、少し長めに途絶えてしまっても大丈夫なように、先ほど

三瓶議員もおっしゃっていたようなガスコンロのカセットをもう少し増やすとか、この予想で、

ではどうするのかというところを考えて、備えの計画を考えていただきたいと思います。 

 次に、土砂災害ハザードマップ等による周知、啓発についてです。 

 土砂災害警戒区域内へ配布される啓発チラシの内容について教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 このチラシにつきましては、土砂災害の危険のあるお宅に配布するものでございますが、そ

の土砂災害警戒区域に関する知識への補完にも、防災情報の入手方法ですとか、マイ・タイム

ラインの作成の例とか、ハザードマップの見方などを掲載しております。 

 また、あわせまして、急傾斜地崩壊対策事業など、そういった市で行っている支援につきま

しても、関連部署と連携して案内しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。今、防災情報の入手方法を掲載しているとお

っしゃっていましたが、プッシュ型の防災情報としてはどのようなものがあるということが掲

載されているのでしょうか。デジタルとアナログの両方を教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 掲載しているものにつきましては、基本的には登録制の安全メールですとか、

あとＮＨＫのデータ放送で放送をしていますというようなものが主になりますが、市でプッシ

ュ型の情報発信としましては、いわゆるエリアメールと呼ばれているような、キャリアを通じ

て緊急情報をその地域にいる方の携帯電話に発信する方法というのがデジタルの場合はあると

思います。あとは、防災行政無線です。こちらいろいろ家のつくりによって聞こえないものも

ありますが、そういったものです。その防災行政無線を補完するサービスとして、御自宅の電

話とかファクスを自動的に鳴らすというサービスもやっておりますので、こういったものの普

及に努めているところでございます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。災害が起こったときに、そのときに登録して

いないと何も来ないというのは非常に危ないというか。特に高齢者の方とか、メールとかデジ

タルに弱い方がメールとかの登録をしていなかったら、そういう情報が来ないというのはすご

く頼りないのではないかと思います。 

 また、防災無線も、やはり聴覚に障害があったり、なかなか聞こえにくいという方も多くい
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らっしゃいます。その場合に、それが聞こえなかったらもう何も来ないということになると、

これも危険かと思います。特に水害とか、雨の音とかがよく分からないですし、実際、地震と

かのような感じるものではないので、そういう聞こえの悪い方に対して、どのようにプッシュ

型でやればいいのかということも考えていただきたいなと思います。 

 次に、同じく土砂災害ハザードマップ等による周知、啓発なんですが、視覚に障害のある方

などが利用できる、音声で災害リスクを読み上げるサービスの利用方法を詳しく教えてくださ

い。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 このサービスにつきましては、スマートフォンのアプリケーションで提供するものでござい

ます。具体的には、スマートフォンのＧＰＳの位置情報を取り込みまして、現在地のリアルタ

イムの気象警報や天気などの気象情報、それから洪水、高潮、土砂災害などのハザードマップ

の情報を読み上げるほか、最寄りの指定緊急避難場所までの方向と距離を確認することもでき

まして、実際に避難する際には、その方向にスマートフォンを向けると振動して誘導するとい

うような機能も備えているものでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。このサービス自体はすごくいいと思うんです。

でも、先ほども同じようなことを言ったんですけれども、アプリケーションを入れるまでがで

きればこういうことが可能になるということで、これができなければ結局宝の持ち腐れという

ことになるので、特に視覚の障害のある方が果たしてこのスマートフォンのアプリケーション

をちゃんと入れられるのかというのが、すごくどうかと思いますので、こういういいものがあ

るのであれば、最初のサービスをどのように使えるようになるのか、その最初のところをどう

するのかというのをもう少し慎重に考えていただきたいと思います。ぜひ、これを視覚の障害

のある方に広く周知して、入れるまでをちゃんと考えていただきたいと思います。 

 次に、防災備蓄品の整備についてです。 

 点検や期限切れの備蓄品の回収は、どのように行っているのでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 備蓄につきましては、年に１度、業務委託によりまして備蓄倉庫の物品の確認や点検を行っ

ております。その際に不具合が見つかった発電機などの稼働型の資機材につきましては、修繕

を行っております。また、その点検の際は、納品年度ごとに数量確認をしておりまして、食料

や水につきましては、賞味期限が切れる前に避難所運営委員会等で活用していただくよう案内

しております。そのほか、生理用品などにつきましては、学校での活用もしていただいており

ます。そういったところに活用を案内しているところでございます。 

 なお、万が一期限切れのものが見つかった場合には、職員が回収するというようにしており

ます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。避難所運営委員会での避難所開設訓練とかは
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私も参加させていただいたときに、賞味期限が迫っているものとか切れたものを大量に出して、

どうしようかとやっていることがたびたびありました。また、今の答弁にありましたように、

もし期限切れのものが見つかった場合、市職員が回収するというお話もありました。どっちに

せよ、少人数の人が多くのものを処理するというのは非常に大変ですし、市職員の方の業務の

負担というところも考えると、少しどうかと思うので。例えば、賞味期限はそろそろ切れると

いうことになったら、そういうものがありますということを地域の方にお知らせして、それぞ

れが取りに行こうかと。皆さんで協力してそういう期限切れの食品の回収などをやれば、１人

の負担というのがなくなったり、また市職員の方が業務としてやらなくてもいいようになるの

ではないかと思うんで、そこも考えてください。 

 あと、防災備蓄品の整備についてです。 

 先日、冬季の避難所開設訓練を行った際、マンホールトイレの水をプールからくみ出すため

に使用する発電機の使用可能温度が10度以上となっており、使用することができませんでした。 

 市ではこの状況を把握しているのでしょうか。また、今後の対応についてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 発電機が仕様によりまして温度の気温の範囲があるということは把握しております。今後、

こういったことも含めて、避難所運営委員会に通知したり、トイレの研修などでそういった使

用上の注意点を周知していくほか、あわせて、ポンプにつきましては、ほかの電源でも動くこ

とができますので、そういったことにつきましても周知していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 避難所に備蓄しているものの中で、発電機ですけれども、いろいろと

種類があると思うんですけれども、避難所で備えている発電機はどのようなものがあるのでし

ょうか、教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 全ての避難所に備えているのは、カセットガス式のものでございます。こち

らにつきましては、10度以上の環境のものと、５度以上で使えるものと、２種類ございます。

そのほか、井戸が掘ってあるところには、ガソリン式のポンプもあります。 

 以上になります。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。どれにせよ、外で使うということで、冬にや

はり10度以上でしか使えないとなると、ほぼ使えないということになると思います。先ほどの

答弁で、マンホールトイレのポンプに使う発電機は、ほかの電源でも使用できるとおっしゃっ

ていましたが、ほかの電源というのは何を使えるのでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 まず、停電になっていなければ商用電源で使うことができます。実際に私もプールにある商

用電源につないでやったりというようなこともございます。あと、今、一部の避難所には可搬

型の蓄電池も備蓄しておりますので、そういったものを持っていただくとか、あと、どうして
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も寒さで動かない場合には、少し暖かいところに持っていって、そこで１回かかれば、またし

ばらくかかっていると思いますので、室内でかけていただくとか、そういったことの普及を図

っていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） やはり先ほどもおっしゃっていたとおり、カセットタイプの発電機と

いうのは、継続して使うものではなくて、使うときに何回かに分けて、何時間ごとに１回とか

分けて使うと思うので、たいていは外に置いてあるんです。その場合に、それがしょっちゅう

寒さで使えないというのは、やはり運用的に使えないのではないかと思います。実は今、ホン

ダ製で、氷点下でも使える仕様になっているカセットコンロが既に出ています。やはりちゃん

と冬季でも使用できるような、そういう仕様のものに順次換えていくということが必要なので

はないでしょうか。 

 今あるカセットコンロは、また違う用途に使えるものですし、やはりちゃんとマンホールト

イレがきちっと冬季でも使えるように、設備のほうの改善をやっていただきたいと思います。 

 あと、太陽光発電とか蓄電設備の場合には、普通は室内で使うものですので、それをマンホ

ールトイレ用に併用するというのは難しいのではないかというのが私の考えです。なので、整

備をもう一度考えてみてください。 

 防災備蓄品の整備について、引き続きマンホールトイレの設営において、プライシー保護の

ために設置するテントを固定しようとしましたところ、下がコンクリートのためにペグ打ちが

できず、固定が難しかったです。マンホールトイレ周りはこのようにコンクリートで、地面は

舗装されているのがほとんどだと思うのですが、この点についての市の見解をお聞かせくださ

い。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 確かにトイレにつきましては、今、入っているものはテント式でございますので、風で飛ば

ないようにというような配慮が必要だと思います。我々がトイレの研修などを行う際には、ペ

グ打ちができない場所につきましては、水を入れたペットボトルだとか、土のう袋を置いて固

定することを周知しております。また、一部の避難所でペグが打てる場所までロープを引っ張

って、それで固定しているという事例もありますので、こういったことも研修の中で紹介をし

ているところでございます。いずれにしましても、今後も安心して使えるようにいろいろな方

法を周知してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 今、研修とおっしゃっていましたけれども、このトイレの研修という

のはどなたに対しての研修なんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 大きく２つございまして、まず避難所担当の職員向けの研修で、実際に組み

立てていただいたりとかということをやっております。それともう一つ、防災ライセンス・ス

キルアップ講座という、こちらは市民向けのものでございますが、地域の防災リーダーを目指
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す方向けの研修で、半日かけてトイレを学んでもらうというコースを設定しておりますので、

そういったところで周知しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。職員の方とか市民のリーダーになるという熱

意のある方に向けた研修はすごくいいと思います。。でも、実際に災害が起こったときに避難

所を開設するのは、意外とそこに来られる方がやるということなので、どなたでもやはり分か

りやすくというところが必要だと思います。 

 先日、避難所開設訓練を行ったときに、そのテントの入っている箱の中に何もなかったんで

す、マニュアルのような分かりやすいものがなかったと。なので、その箱の中にも、先ほどお

っしゃっていたような、ペグが打てなくてもこういうやり方があるというのを、簡単に一言書

いてある紙とかでも入っていたら、どなたでもやれると思いますので、そこだけ配慮をしてい

ただければと思います。 

 引き続き、人口減少抑制についてです。 

 人口減少抑制に向けた取組で、転入の一層の促進に向けた情報発信の具体的な内容について

お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 人口減少の情報発信ですけれども、昨年３月にＰＲ動画を作成しておりまして、こちらを活

用しまして、居住選択に関心のある、特に若い世代ですが、こういった方に向けてユーチュー

ブで、ユーチューブを見ると動画の前後に広告が出ることがあると思うんですけれども、こう

いったインストリーム広告を使って周知しているところです。 

 また、あわせて、今年度はパンフレットも作成しておりまして、このような複合的な方法を

使って、転入に関心のある層にＰＲをしていきたいと考えております。 

 ちなみに、ユーチューブの視聴回数ですけれども、２月14日現在、２月中旬直近のデータで、

全体で20万回視聴していただいているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） パンフレットもあるというお話を聞いているんですけれども、パンフ

レットの中身についてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 こちらのパンフレットを現在作成中ではあるんですけれども、今、考えていることとしまし

ては、やはり転入してくる方というのは働く場所とか、学校への利便性だとか、買物の利便性、

あと千葉市に住んでいる方でいくと、魅力あるスポットというのが幾つか上がっておりますの

で、こういったものを周知して、十分に千葉市のゆとりある暮らしというのを理解していただ

けるような内容を作っているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 
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○委員（黒澤和泉君）では、アンケートはこれからということですか。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 アンケート自体は、実を言うと昨年度に実施をしておりまして、そちらの中で、転入してく

る方の転入の理由の一つとしては、今も申し上げた雇用の関係、通勤通学の利便性、買物の利

便性と、あとは広さというかコストパフォーマンスみたいなものです。こちらのほうが重視さ

れるということが出ておりますので、こういったところで、周辺自治体と比べてかなり魅力が

あるというところを伝えるような内容を考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。今、買物の利便性ということをおっしゃって

いたんですけれども、地域によって買物の利便性に大分差があるのではないかと思います。こ

のＰＲ動画で買物にすごく便利なんですとおっしゃっている以上は、本当にそうであってほし

いと思うので、利便性が下がっているところは、本当にこれはＰＲ動画で出ているので、利便

性を高める施策をお願いするというような、ちゃんと実情に合ったようにするように施策を考

えていただければと思っております。 

 次に、国勢調査について、前回の国勢調査の世代別の回答率と無回答だった場合の対応につ

いて、また今回、回答率を上げるために前回とルールが変更になった部分などがあるのか、教

えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 統計室長。 

○統計室長 統計室長でございます。 

 前回の国勢調査の世代別回答率につきましてですが、前回の回答率は出ておりませんが、千

葉市の全体として79.3％の回答率となっております。 

 次に、無回答だった場合の対応についてですけれども、提出期限までに回答がない調査客体

につきまして、督促状を配布するとともに、マンションの管理人、または近隣の方へ聞き取り

調査を行いまして実施したところでございます。 

 次の、今回、回答率を上げるために前回とルールが変更になった部分などはあるのかについ

てですが、前回もインターネット回答を推奨しておりました。前回は、ＩＤ、パスワードを入

力して、回答画面から回答する調査方法となっておりましたけれども、今回は調査票記載のＱ

Ｒコードを読み取りますと回答画面に直接ログインすることができますので、そちらによって

回答できるような方法になっております。 

 また、外国人世帯への対応といたしまして、外国人世帯に対しましては日本人世帯と同じよ

うに調査票を配付いたしまして、それに加えまして外国人向けのリーフレットを配付しており

ます。外国人が外国語のリーフレットを御覧になられると思うんですけれども、そちらに関し

ましては、日本語が不慣れな方とか向けに、ＱＲコードを読み取りますと回答ができるように

なっております。また、10か国以上の外国語に対応しておりまして、改めてコンタクトセンタ

ーとかも活用した代理回答ができるようになっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 
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○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。無回答だった場合について、マンションの管

理人など近隣に聞き取り調査を実施したということでしたが、無回答だった方はどのような

方々で、年齢層とか何か特性はあったでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 統計室長。 

○統計室長 こちらは基本的には法定による調査ですけれども、やはり調査になかなか協力し

ていただけないとか、そちらに居住が確認できなかったとか、そういった方が無回答という形

になっております。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 年齢とか、年代とか、何かそういうものというのは分からないんです

か。 

○主査（伊藤隆広君） 統計室長。 

○統計室長 大変申し訳ございません。そちらの回答率の年代とか、そちらにつきましてはこ

ちらのほうでは把握することができておりませんので、分かりかねる状態でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 対面式の国勢調査から、郵送とか、コロナもありまして変化している

というお話は聞いたことがあります。ただ、無回答だった場合に、やはり回答を促す方は対面

ということになるんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 統計室長。 

○統計室長 統計室長でございます。 

 回答につきましては、やはり督促とかは期限がございますので、回答をいただいてからこち

らのほうも集計しておりますので、そちらで無回答とか、まだ回答がいただけないというとこ

ろを確認いたしまして、改めて督促、それから調査員が改めて伺って回答を促すとか、そうい

った形を行っております。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。やはり国勢調査は満遍なくいろいろな年代の

方の意見を聞くということが今後の政策にも関わってくると思いますので、高齢者の方とか自

治会に入っていらっしゃる方というのは、先ほどの近隣に聞き取り調査とか対面で回答をして

くださる方も多いと思うんですけれども、やはり若者とか、働いていらっしゃる方の対面式で

のさらに回答していただく機会が薄れると、若い年代の方とか働いている方々の意見が反映さ

れないということになるので、そういう方々がもう少し回答しやすいような方法というのを、

国からの調査依頼ということだと思うんですけれども、実際にやるほう側から何かうまい方法

を考える必要があると思うので、市のほうでもその方法について考えていただきたいと思って

います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 先ほど黒澤委員から御質問をいただいた、ちばレポのところで１か所訂正をさせてください。 

 私の発言の中で、Ｍｙ Ｃｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔの移行の時期を平成元年と発言しましたが、

令和元年の間違いでございます。訂正させていただきます。失礼いたしました。 
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○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか、桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 一問一答でお願いいたします。 

 全体的な話はしにくい分野なので、あらましに沿っていきたいと思いますので、うまく端的

に御答弁をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、市政功労者表彰等についてです。 

 コロナ禍から市議会議員の出席がなくなったと私は理解しています。どういう考えでそのよ

うになったのか教えてください。別に参加したいとか、そういう趣旨ではありません。考え方

を教えてもらいたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 秘書課長。 

○秘書課長 秘書課でございます。 

 コロナ禍前は市議会議員の皆さん全員に御出席をお願いしていたところでございますが、コ

ロナ禍を契機に出席者の見直しをさせていただきました。市議会議員の皆様に御出席いただく

ことで、そのお祝いだとか感謝のお気持ちというのが受賞者の皆様の励みになるということは

重々承知しているところではございますが、委員が御指摘されたとおり、残念ながらコロナ禍

で出席者の見直しをさせていただいたところです。 

 その後、コロナが５類に移行したんですけれども、そのときに改めて式の在り方、開催方法

の見直しを行いました。秘書課主催の表彰式はほかにも地域社会貢献寄附行為者表彰だとか、

教育文化スポーツ等功労者褒章というものがございますが、これらの表彰式と同様に、議会の

代表として議長に御出席いただくこととしたほか、この市政功労者表彰は、今、申し上げた２

つの他の式よりも１つ格上の式でございますので、副議長にも御出席いただくような形で見直

しをさせていただきました。 

 式の品格をできる限り維持するとともに、市長からの感謝だとかお礼の気持ちを受賞者の皆

様にしっかりとお伝えすることができるのが大事ですので、懇談方法だとか、あと座席配置な

ども含めて総合的に見直しまして、現在のような形にしたものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。議員が出席したら品格が下がるではないで

すけれども、でも出席と出しておいて出てこなかったりする方もいるので、歯抜けの席という

のは非常に格好悪いというか、失礼というところもあるので、別に出させてくれというわけで

なく、本当にそういった形で慎重に今後も検討していただけたらと思います。あくまでも主役

は功労者の方でございますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、広報広聴についてです。 

 国際交流関係が移管になって、市長公室の役割として広報広聴が際立ってきました。特にこ

ういう予算のことに関して議論をするときには、もうそこがどんとメインに来るわけですけれ

ども。来年度以降、そういった意味でも戦略的な広報広聴、時代の流れも含めてですけれども、

そういうところを検討していく必要があるのではないかと思います。もちろん、秘書課の方の

重要性も引き続き変わりませんけれども、その広報広聴の役割についてどのように考えていら

っしゃるのか、お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 市長公室長。 
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○市長公室長 市長公室でございます。着座にてお答え申し上げます。 

 戦略的な広報広聴ということでございますけれども、まず広報につきましては、市民の皆様

に対しまして市政情報を見やすく、また分かりやすく発信するということで、市のホームペー

ジの定期的なリニューアルを行ってまいりました。これまでの取組によりまして、今年度の全

国広報コンクールというのがありますけれども、ここで本市のホームページが総務大臣賞と読

売新聞社賞を受賞することができました。一定の評価をいただけているものと考えております。 

 今後も多くの皆様から改善の御提案等、御意見等を参考にするとともに、分かりやすいホー

ムページの作成に関しましての研修の充実ですとか、職員の広報マインドの醸成に努めながら、

さらなる質の向上を図ってまいりたいと考えております。 

 それから、近年の若者世代を中心とする情報発信ツールの多様化ということで、市のホーム

ページに加えましてＸですとか、ユーチューブ、さらにはニーズに合わせて情報をプッシュ型

でお知らせできるＬＩＮＥですけれども、各種ＳＮＳも活用しながら時代に合った効果的な広

報の実践に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、広聴についてですけれども、これも市民の皆様からできるだけ幅広い御意見を

お伺いできますように、市長の直接広聴事業の実施に当たりましては、様々な工夫を図ってま

いりました。まず、市長と語ろう会、それからティーミーティングの開催ですけれども、様々

な分野の団体に対しまして、市側から積極的に参加を御案内、御提案を行うとともに、通常行

っております土曜日や日曜日でも昼間の参加が難しい現役世代の皆様を中心とする方々の参加

の機会を幅広く確保するため、オンライン版の市長と語ろう会を夜の時間帯、８時からですけ

れども、この時間帯に開催をいたしております。 

 それから、今年度は高校生世代、若い世代のフレッシュな意見を伺う機会といたしまして、

千葉と稲毛の両市立高校を市長が直接訪問いたしまして、現地で生徒の皆さんとティーミーテ

ィングを開催いたしました。また、千葉経済大学附属高校も同じように市長が訪問しまして、

市長と語ろう会を開催するなど、新たな取組も進めてまいりました。今後も様々な市民の皆様

の声を伺えますよう、広聴事業の効果的な手法を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。オンライン市長と語る会はすごくいいと思

います。負担を考えると、双方の負担が非常に合理的だと思いますし、先ほど若者のＳＮＳと

いう話がございましたけれども、ユーチューブで250競輪のほうの売上げが伸びたという効果

もあります。その一方で、当然、御批判を受けたという部分もあります。ＳＮＳで踏み込む以

上は御批判を必ず受けるというように覚悟してやる必要はあるだろうし、でも、やればそれに

見合った効果がやはりあるということも見極めていきたいと思いました。 

 両極端になるのかと。全戸配布をいつまでも紙でやる必要は本当にあるのかどうかも今後検

討する必要があると思います。逆に、介護施設の方は、市政だよりをもう少し欲しいという声

も聞きます。やはり高齢者の方は馴染んでいるのかという気持ちもありますので、もしかした

ら全戸配布という形ではなくて、そのようにすみ分けていくというか、やり方も、高齢者の方

にはもっと多く紙を入れて、一方でＳＮＳはもっと力を入れていくなんていうこともあり得る

と思った次第でございます。よろしくお願いいたします。 
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 広聴について、引き続き個別事業について確認していきます。 

 市役所コールセンター、ＡＩチャットボットのことについてです。この２つの事業の利用件

数と、大まかな推移についてお示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 コールセンターにつきましては、令和５年度の受付件数が約７万300件となっております。

令和３年度が７万5,500件、令和４年度が７万1,000件。令和４年度以降大幅に減少しています

が、これはコロナ禍であったことなど、また令和４年12月にコールセンターの更新におきまし

て、入電数が少ない日曜日、平日18時以降の対応を廃止した影響もあるものです。その代替と

しまして、市民の利便性を損なわないようにとＡＩチャットボットを導入するとともに、コー

ルセンターの体制の見直しなどを行いました結果、１日当たりの受付件数は更新前、廃止前を

上回っている状況でございます。 

 ＡＩチャットボットにつきましては、令和５年度の問合せ件数は、トーク数と言っています

けれども、約２万1,000件となっておりまして、今年度においてもおおむね同様に推移してご

ざいます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。私は、あまりアナログ世代ではないんです

けれども、そんな感じで、自分がデジタルの使い方が上手ではないので、単なる検索と違って、

ＡＩチャットボットというのはやはり使うほうが上手ではないと、聞き方も求められるのかと

いう印象を持っております。 

 でも、可能性があるんだろうということで、先ほどのホームページの表彰も、多分このＡＩ

チャットボットの導入がたしか関係していたと思いますので、評価されるところだと思うんで

すが、このＡＩチャットボットが今後こういった広聴面での人員の削減であるとか、あと私た

ちが総務委員会で昨年視察しましたカスハラ対策みたいなところにつながる効果が見込めるの

かどうか、それについてどう考えているのか、お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 チャットボットの状況ですけれども、利用者数につきましては順調な状況かと思っておりま

す。職員の電話対応の負担軽減ですが、先ほど言いました約７万件はコールセンターのほうが

対応していることもありまして、負担軽減につながっていると考えているところです。 

 ＡＩチャットボットによりまして自己解決が図れているということによりまして、今、お話

がありましたカスハラにつながるようなクレームの発生も、一定程度抑止できている可能性は

あると考えてございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 分かりました。 

 どんどん行きます。ちばレポについてです。令和５年の登録数、利用者数、そしてその大ま

かな推移です。これは、少し前まではすごく何か先進事例的な形で取り上げてもらったという
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印象があります。いろいろな自治体が視察で来ていたという印象があるんですが、視察の受入

れの推移をお示しいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 今の御質問を順にお答えいたします。 

 まず、令和５年度の登録者数は約500人でございます。事業開始からの累計ですと、約9,500

人となっております。 

 また、令和５年度のレポート数は、約3,200件となっている状況です。 

 次に、推移でございますが、令和元年度のＭｙ Ｃｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔ移行後、登録者数

は毎年500人から800人程度増加しております。 

 また、レポート件数は、令和元年が約1,700件、令和２年度が1,800件、令和３年度が2,500

件と順調に推移しておりまして、ＬＩＮＥでのレポート機能も追加した令和４年度以降は

3,000件を超えるレポートをいただいております。 

 自治体等からの問合せですけれども、その推移ですが、令和４年度は、デジタル庁や東京都

などその他の団体で計25回。令和５年度はＪＩＣＡを通じたルワンダ共和国ですとか、松江市

などから10回、令和６年度は５回となっております。減少傾向ではあるものの、現在Ｍｙ Ｃ

ｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔはコンソーシアムで運営して38の自治体と共同運用をしておりますが、

今は東京都とか神奈川県にも視察を受け入れていただいているので、分散している可能性も考

えられているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。 

 比較的予算が膨張することなく、そうやって成果が出ていることはいいことだと思っていま

すし、それよりも私は昔から使っていたんですけれども、でもＬＩＮＥの導入という状況が起

きているということはあまり認識していなかったので、なるほどと。そうやってどんどんこれ

自体がアップデートすることによって、より広く使われるということはいいことでないかと理

解いたしました。ありがとうございました。 

 続いて、防災アセスメント調査についてです。 

 認識が違ったら指摘してください。地震がもともとそのアセスメントの対象だったのが、風

水害被害認定調査みたいなのが入ってきて、それは当然今後の大規模災害のいろいろな計画を

つくるベースなので重要だと評価しているところなんですけれども、その一方で都市局の都市

安全課のほうでは延焼リスクの調査が今回新規事業で入っております。 

 そう考えると、地震とか風水害被害をもともと防災アセスメント調査でやってくださるんで

すけれども、阪神淡路とか能登半島の事例でも分かるように、延焼火災というのは物すごく重

要というところもあるので、そこはもう少し連携したりとか、一緒に取り組んだりとかという

ことをされたほうが、より災害の全体像に迫るのではないかと思います。何か半分意見のよう

な質問なのか、分かりにくい話かもしれませんけれども。質問として聞いてもいいんでしょう

か。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理課長。 
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○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 今回の地震被害想定調査の実施に当たりましては、調査結果をどのように活用するのかとか、

追加で調査を希望する項目等を全庁に確認しておりまして、都市局の延焼リスクのお話も聞い

ておりますので、今は確認しながら進めておるところでございますので、今後も引き続き全庁

で連携を図るとともに、過去の災害における経験も生かしながら、適切に調査を実施していき

たいと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 分かりました。地震と風水害と延焼が加わればかなりフォローできる

ところですので、ぜひともよろしくお願いいたします。もっと前もって一緒に出すのもいいの

ではないかと思います。 

 避難行動要支援者のことで先ほどお話がありました。先ほど、三瓶委員のほうから、管理す

る側の個人情報の管理がすごく大変だという御意見をいただいて、なるほどというところでご

ざいます。 

 その一方で、いろいろな困難者を支援する活動とかをしていると感じるのが、本当に対象者

本人に同意していただいているんだろうかと。我々としてはよかれと思ってやっていますけれ

ども、正直、現場を見ていると、そんな簡単なケースばかりではないという印象も受けるんで

す。実際にそういった不同意ケースというか、そういうのがあるのか。あれば、そういった課

題認識はどう思っているのか、教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 この名簿の不同意という理解でよろしいでしょうか。実際、千葉市の場合は、名簿につきま

しては基本的には条件に沿って自動的に抽出したものから不同意の方を除いているというもの

でございます。不同意の方につきましては、やはり個人情報を知られたくないとか、地域の

方々に自分の障害のあることを知られたくないとか、そういった理由で不同意であると認識し

ております。 

 不同意の数につきましては、全体の約16％が不同意になっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございます。数字で示していただいて、非常によかったで

す。どう考えても、能登の事例を見ても、間違いなくこれは進めなければいけない事業なんで

す。ただ、やはり現場で考えると、自分の家庭の中の見せたくないところも、しかも御近所の

人に知られるということに対して、やはりデリケートな面がかなりあるということも踏まえな

いといけないと思います。そこをもう少し何か専門的な、ケースワーカー的な機能の方、そう

いった専門的知見のある方々が協力しないとここは埋まっていかないと思いますので、今後一

緒に研究していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 個人情報の管理自体は、これはしようがないです。取決めを決めたらどんどんやるしかない

です。防犯カメラと同じですから。あれも最初に入れるときは、関係のない人を映してどうす

るという話で足踏みしていましたけれども、そういうことを言っていると行政の無謬性に取ら
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れて足が止まってしまうとしようがないので、これはどんどん進めなければしようがないとい

うところですので、よろしくお願いいたします。 

 次に、被害認定調査システムについてです。 

 先ほど60台の話を伺いました。では、一個だけ聞きます。これは国で示されているシステム

の中のほんの一部ではあるんですけれども、これだとコンビニで罹災証明書を受領できるそう

いう仕組みになるのではないかというところで、こういう仕組みの導入を代表質問でも求めた

経緯がございますので、それが実際にできるのかどうか、日程とかもあれば、それをお示しい

ただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 コンビニ発行につきましては、実は、本年度試験環境でコンビニでの発行を行いまして、実

際に発行できております。この結果を踏まえまして、ただ、データ項目が少しずれていたりと

か、そういうこともございましたので、そういう連携するデータ項目を見直したところでござ

います。 

 今後につきましては、住民基本台帳のデータの取り込みの方法だとか、証明書発行者の公印

の印字方法などを具体的に決めた上で、できる限り早期にコンビニ交付ができるように努めて

いきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。調査がタブレットで簡単にできるというの

は、市の職員にとってはいいことなんですけれども、最後はその住民の方にとって、やはり区

役所に並ばないと取れないという状況ではなく、コンビニで24時間取れるという状況になるの

がすごく重要ではないのかと思いますので、ぜひとも早期ということでしたので、よろしくお

願いいたします。 

 また、この導入に当たっては、今回は半分の1,400万円が国費ということで上がっていたと

思いますけれども、もともと緊急防災・減災事業債であるとか、証明書自動交付サービス特別

交付税措置とか、いろいろなのがありますと。また、地域デジタル社会推進費などが普通交付

税でも使えるんですということをお伝えしてきたというつもりなんですが、これはどのような

形で地方財政措置を活用しているのか、お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 今回のシステム導入に当たりましては、新しい地方経済生活環境創生交付金

のデジタル実装型を活用しまして、導入に係る経費の２分の１を充当する予定としております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。そういった取組は重要だと思います。ほか

の分野でもぜひとも防災に限らずできることなのでやっていただきたいと思います。 

 音声で災害リスクを読み上げるサービスは、先ほど黒澤委員のほうからお話がありましたの

で、代表市議団が求めたとおりでございますので、よろしくお願いします。 

 次に、防災備蓄についてです。令和２年度、３年度ぐらいからローリングストックをやって、
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それで防災イベントではどんどん出していますなどと言ってくれれば、その循環性については

説明できると思いますので、端的に教えてください。 

 まず、１個目は、マンホールトイレです。 

 県立高校などの取組を求めてきました。いろいろな質疑でも出しました。それで、取り組ん

でいただいているものと承知していますけれども、今後は一律確保に限らず、市民にとってい

ろいろアクセスしやすい社会資源が様々あると思います。例えば、千葉市であれば、私は稲毛

区に住んでいるのでなおさら文教のまちということで、大学であるとか、私立の学校もいろい

ろあるという印象があるんですけれども、そこら辺に設置するような考え方もあってもいいと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 マンホールトイレにつきましては、現在、避難所に指定しております県立高

校の整備を進めているところでございますが、今後はまず全ての避難所に整備が可能かどうか

というところを検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 分かりました。まずは全ての避難所というところで、そこがまだ確立

していないということですね。了解しました。 

 続いて、携帯トイレについて資料で書かれていましたので、確認します。 

 まず、これは一時滞在施設にということで、帰宅困難者用備蓄品としてということなんです

けれども、来年度、一時滞在施設の増加、増設などの検討はあるんでしょうか。お示しくださ

い。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 現在、具体的に２施設の指定に向けた協議をしているところでございます。引き続き、さら

なる確保に努めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 今回も２施設ですね。どんどん増やしていただいていますけれども、

よろしくお願いします。 

 その配布携帯トイレというのはどういうものなのか。例えば、いろいろなものがあるんです。

私が車に置いているものなんですが、小さくコンパクトに袋だけのもの。もしくは、台座もつ

くれるような段ボールの組立て式のものとか、いろいろなものがございますけれども、どのよ

うなものを検討されているのか、教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 携帯トイレにつきましては、ビニール袋と凝固剤とか凝固シートみたいなものがセットにな

ったものでございまして、既存の洋式トイレなどにかぶせていただくということを想定してい

るものでございます。 

 以上です。 
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○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。何でこういうことを聞いてきたかというと、

いわゆる今年は避難所も含めてトイレの話だったわけです。今回はこれを一時滞在施設にとい

うことなんですけれども、一時滞在施設というのは千葉市の方が使っている確率はそんなに高

いのかということもあって、千葉市民に対してもっと広く配布することを考えてもいいのでは

ないのかと。なぜならば、携帯トイレというのは、やはり啓発ですごく有効だと思うわけです。 

 例えば、防災イベントとかでそういうのを配っていくという考え方はあるんでしょうか、来

年度は。お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 市民の方にトイレを備蓄していただくというのは非常に重要なことでございますので、市民

向けの講座だとか、研修の際等に、入替えによって備蓄倉庫から引き揚げた古い携帯トイレ、

まだ使えるものでございますが、こちらを市民の方々に配布しております。こういったものを

活用しながら、備蓄品のローリングストックと併せて、こういうのを活用しながら啓発してい

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。マンホールトイレのときのさっきの話もご

ざいました。避難所にまずは、そのとおりなんです。でも、本当に避難所にそんなに集まるの

かどうか。私はやはり自助を育むアプローチが必要だろうと思っています。自分に運営した経

験があるので思いますけれども、本当にいろいろな今は分散避難の取組があるので、この後し

ますけれども、しっかり自助のレベルで携帯トイレとかをしっかり全員が確保して当たり前の

ように持つという、そういう流れをつくっていかないと、ニーズに対して絶対に追いつかない

と思います。ですので、そこら辺はよく検討していただけたらと思いますので、よろしくお願

いいたします。能登のこととか、もう考えられない事態が起きていますので、本当によろしく

お願いいたします。 

 あらましにはない話ですけれども、これまでも議会で議論のありました粉ミルクと液体ミル

クの備蓄について、来年度において、もしかしたら健康支援課に聞いてくれと思うかもしれま

せんけれども、一応そちらで把握している範囲で分かれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 ミルクにつきましては、健康支援課からも情報を得ているところでございまして、粉ミルク

につきましては市の保健所とか各区の保健福祉センターの７か所に合計で737人分備蓄してい

ると認識しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） それが精いっぱいの把握している範囲なんですね。分かりました。結

構でございます。 

 どんどん行きます。先ほど分散避難のことに触れました。分散避難で、特に９月に昨年パン
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フレットを作っていただいて、非常に内容は好評でございますけれども、分散避難というと、

大きくこれまでもペット同行避難と車中泊避難の２つについて議論をしていたところです。 

 ペット同行避難というのは先ほど三瓶委員のほうから話をしていただきましたので、車中泊

避難中心でもいいかと思いますけれども。例えば、来年、ペット同行避難訓練をまたやるとか、

車中泊避難先の確保を広げる予定があるとか、そういった来年度の取組について、あればお示

しください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 ペットにつきましては、昨年作成しましたパンフレットと併せまして、同じく昨年の８月に

ペット受入れについて避難所解説運営マニュアル例を修正しておりますので、こういったもの

の周知をしているところでございまして、今後も避難所委員会のその辺が進むように努めてい

きます。 

 あと、車中泊につきましては、引き続き民間事業者等へ車中泊避難場所の提供について働き

かけていきます。また、あわせて、その運営に必要な人材確保、これについても検討していき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。マニュアル例をいろいろやっていただいた

ということは非常にいいことなので、その周知をされているということで、しっかりそれを広

げていくと。あまり抽象的な議論をするよりも、そういったことをやっていくことが大事だろ

うと思っていますし、あと車中泊避難についても、おっしゃっていただいたように、具体的な

スキルを持っている人を育てていくというか、またそれを示していくということが重要である

と思います。台数自体は多分もう千数百台を確保していただいているので、いろいろと整って

きていると思いますので、その辺の中身を整備することをよろしくお願いいたします。 

 これもあらましにないことです。災害関係最後ですけれども、災害時協定についてです。 

 能登の教訓であまり表に出てきていないですけれども、災害時協定です。 

 民間のいろいろな団体との締結団体ですが、どれぐらいの数とされているのか、来年度も締

結予定はあるのか、お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 緊急対策室長。 

○緊急対策室長 緊急対策室でございます。 

 令和７年１月１日現在で、物資供給や災害復旧など12の分野で計235団体と締結をしており

ます。来年度の具体的な締結先は未定ですが、引き続き災害時などの迅速かつ的確な災害対策

のため、地方公共団体間や民間団体などとの連携強化を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。この災害時協定の流れも、かなりもう長く

期間が何十年とたってきました。そこで確認したいのは、更新の手続というか、そういったも

のがつながっているかどうかです。 

 というのも、能登で明らかになっているのが、要するにペーパー協定がいっぱいあったとい
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うのを現地で把握できています。要は協定を結んでいたけれども、実際には動いてもらえてい

ないというか、連絡先がもう連絡をしてもつかなかったとか、そういったのがいっぱいあった

という話を聞いております。 

 いろいろな訓練と同じように、いろいろなそういう手続を更新していくような作業は必要で

はないかという考えがあるんですけれども、そういった手続はあるんでしょうか。お示しくだ

さい。 

○主査（伊藤隆広君） 緊急対策室長。 

○緊急対策室長 緊急対策室でございます。 

 更新につきましては、原則協定書において毎年度の自動更新としておりまして、実効性を保

つため、毎年度相互の連絡先を確認し、発災時に備えております。 

 また、令和６年８月の台風第７号では、災害対策本部の事前設置を行った際に、改めて協定

締結先の連絡先及び対応の見込みなどの確認を行いました。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。能登の教訓をさらに言うと、半島の厳しさ

というのを、例えば、我々に置き換えてみても、首都圏で、東京のほうで大規模災害等が我々

のほうと同時に起きた場合に、団体の協定も東京のほうに引っ張られるということが見込まれ

ます。協力してくれるはずだったところが向こうのほうに引っ張られてしまうという可能性も

あるので、そこら辺も含めてぜひとも実効性のある協定をよろしくお願いいたします。 

 続いて、人口減少抑制について、先ほども黒澤委員のほうからお話をいただきました。ただ、

この問題は第３回定例会のときに、決算審査特別委員会でも、今のメンバーから指摘要望事項

として出てきたところでございます。人口減少は大事なので、しっかり増加に取り組むぐらい

の気概でというようなお話もほかの委員からあったと記憶しておりますけれども、そういう中

で、でもこのＰＲ動画が20万回も視聴されたと言われると、頑張っているのかという気持ちも

ございますけれども、そもそも非常に重要な事業で、個人的にはこれだけで大丈夫なのかとい

う気持ちもあるんですけれども、部として来年度、この人口減少抑制に向けた取組についてど

う考えていらっしゃるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 総合政策部でございます。 

 あらましに記載させていただいたものは、先ほど来御説明をさせていただいているとおり、

千葉市の魅力を発信するための経費として記載させていただきました。 

 人口減少に関しては、その魅力そのものを選んでいただける都市であることが重要であると

考えております。そのためには、誰一人取り残さないインクルーシブなまちづくりにつながる

子育て、教育、高齢者、障害者の福祉、それから都市基盤の整備、雇用の創出、市政全般に関

わってくるものだと認識しているところでございます。 

 総合政策局総合政策部としましては、基本計画あるいは実施計画を所管しておりますので、

全庁的にそれらの旗振りをしていきたいと考えています。 

 そういった中で、今年度新たな取組といたしまして、予算編成に先立ちまして、政策を重視

した事業立案を行うために、総合政策局が主催した形で各局から重要な事業の提案をしていた
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だき、各局と特別職との意見交換を行っております。その意見交換を踏まえた形で今年度の予

算が編成されたという流れになっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 分かりました。ありがとうございました。課の個別事業の予算の話だ

とこれだけになってしまうけれども、そうではなくて、いろいろな取りまとめからいろいろな

全体的な視野に立って、いろいろな取組をされているということだったと理解しております。

来年、そこが勝負どころになってくると思います。ぜひともよろしくお願いいたします。 

 続いて、開府900周年事業についてです。 

 ここで一個だけ、メンバーシップ登録制度運用ということが出ております。何かいろいろな

事業で市の事業のメンバーシップの登録制度みたいなのがあったように記憶していますけれど

も、ぽつぽつといろいろなものがあるのもいいんですけれども、それらの事業間に定型的な関

連性とか、そういうのがあるのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 まず、メンバーシップ登録制度というのは、市民、団体、企業等の皆様に、千葉開府900年

記念メンバーとして登録いただいて、2026年に迎える千葉開府900年を一緒に盛り上げていた

だくための仕組みで運用しております。 

 登録いただいたメンバーの皆様には、千葉開府900年の特設ホームページですとか、ＳＮＳ

でＰＲを行ったり、また、のぼり旗やポスターなどのグッズの貸出を行っております。 

 市の他部門における同様の制度としましては、例えば、環境局が取り組んでおります脱炭素

に積極的に取り組む市内事業者等を、市が脱炭素推進パートナーとして登録支援を行う、千葉

市脱炭素推進パートナー支援制度が上げられます。今のところ、この事業との定型的な関連性

というのはございません。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 団体にしても市民にしても、多分千葉市を応援しようという人たちで

取組に賛同してくださる方たちが、そうやって登録してくれていると思いますので、毎回いろ

いろなものを登録するよりかは、一旦登録した方にはいろいろなこういった事業にプッシュ型

で何か次もよろしくという感じで、協力者としてまとめてしまったほうがいいという気持ちが

ありますので、御検討を願いたいと思います。 

 続いて、スマートシティ推進ビジョンについてです。 

 実証補助事業メニューをこれまでもいろいろ示していただきました。ただ、一部立ち消えし

てきたような印象もあるので確認したいのですが、例えば、以前はＡＩカメラを使った防犯体

制、具体的には客引きの摘発に活用するみたいな、そういった議論もあったのではないかと思

いますけれども、そういったことをはじめとして、今はすごく防犯に対してのニーズが高いも

のですからお聞きしたいんですけれども、防犯へのスマートシティ実証補助の活用の検討状況

について、あればお聞かせ願いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 
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○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 御指摘のとおり、ＡＩカメラを活用して、客引き行為を検知して、指導員に通知する仕組み

につきましては、令和３年度から４年度にかけて市民局と共に検討をしてまいりました。検討

の結果、実装にかかる経費が期待される効果に対してあまりにも高額であったため、まず実証

実験の実施というのは見送るという判断になっております。 

 ただ、引き続き、テクノロジーを活用した犯罪の未然防止というのは進めていきたいという

ことで、他都市の先進事例を研究したり、またコネクテッドセンターちばのテーマ型で、こう

いった取組、アイデアはありませんかという募集を行ったりということで、今は進めていると

ころでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 残り10分です。桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 分かりました。先ほど言いましたように、やはりこういったものをや

りましたという情報は入ってくるんですけれども、立ち消えしてしまったような話というのは

なかなか見えないというところがあるので、何かこれからもうまく議会とコミュニケーション

を取りたいと思いましたし、あと防犯に限らずですが、効果が見えにくい、被害が出れば被害

が見えるんですけれども、被害が出るまではその効果は見えにくい事業なども、この検証とい

うのは査定するのが非常に難しいと思いますので、引き続き研究をよろしくお願いいたします。 

 続いて、ｅスポーツなどで活用されたデジタル人材確保で、先ほど三瓶委員も言われたよう

に、十分していただいたんですが、可能性の話とか希望とか、いろいろなことがごっちゃに交

じった答弁の印象を持っていて、端的にお願いします。デジタル人材についてｅスポーツを活

用したと今回おっしゃっているので、では、それはどういう人材像なのか、目的、対象、育成

方法を端的にお示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 未来都市戦略部長。 

○未来都市戦略部長 目的と、今、おっしゃっていたのは、対象と育成方法ということなんで

すけれども、本市としてやはり今はＤＸの進展がかなり進んでいまして、需要が増大になって

いまして、デジタル人材が足りないということで、これはやはり行政としても一部こちらの課

題に対してかかっていかなければいけないということで、これまで先ほど言っていますＩｎｔ

ｅｌとかと協力してやっています。さらに、ｅスポーツを今度は活用して、新たなデジタル人

材育成に取り組んでいくというところが一つの目的となっております。 

 それで、対象といたしましては、やはりｅスポーツとの親和性というところで、若年層を対

象にして行っていくということでございます。肝心の内容なんですけれども、ｅスポーツとい

うのはゲームをプレイするだけではなくて、実を言いますと、このゲームソフト製作に関わり

まして様々な技術が必要となっておりまして、プログラミングやデザイン、パソコン等の関係

機器、そしてネットワーク環境、動画の編集等様々なものがございますので、今回プログラム

を実施することによりまして、若年層の技術等と何か接点になるような、そういったようなプ

ログラムを設けたいと思っております。 

 実際にｅスポーツを体験しながら、そういったような技術にも触れながら、それぞれの技術

を身につけていくためにはどういったプロセスが必要なのか、そして身につけた技術がどうい

った場面で活用できるのか、そしてさらにどういった場面で活躍できるのか、これは職業とか、

そういうことになると思いますけれども、こういったことの理解を深めていただく。そして、
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将来的にですけれども、持続可能な社会に向けて、ＤＸによる業務改革、こういったようなと

ころに活躍できるような人材を育てていければと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。そうなんです。目的を聞いていると、今後

の社会を考える上でやはり重要なんです。断片的に聞いてしまうと、何か若年層のゲーマーで

も育てるのかという話になってしまうんですけれども、そうではないというところが十分分か

りましたんで、ありがとうございました。 

 最後に、幕張新都心まちづくりの連携促進についてです。 

 ドローンはいつになったら実用化するのかとか、いろいろなところがありますが、時間の関

係もありますので一個だけにしておきます。 

 自動運転車サービスの推進ですけれども、これは議会でも意見書で国に対してしっかりやっ

てくれと、もっと進めてくれというようなことを言いました。それで、市でも多分自治体とし

て初めてのデジタルツインの取組などもされてきたんですけれども、来年度以降のその取組、

また国の状況も教えてもらえたらとも思いますけれども。レベル４のところでいけるのか、い

けないのかという、少しどん詰まってしまっているような、それであっという間に中国とかい

ろいろなところに追い抜かれているような状況にあるものですから、そういったことも分かれ

ば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○主査（伊藤隆広君） 国家戦略特区推進課長。 

○国家戦略特区推進課長 国家戦略特区推進課でございます。 

 国のほうでは、2025年度をめどに全国で50か所程度、2027年度までに100か所以上で無人の

自動運転移動サービスの実現を目標として動いているところでございます。現在、福井県永平

寺町ですとか、あと愛媛県松山市などでは、レベル４での運航を実現しているところでござい

ます。 

 本市におきましては、都市部という特徴がございます。この都市部におけるレベル４の実現

に向けまして、現在デジタルツインによる仮想空間上での自動運転車の安全性検証を進めてい

るところでございまして、これと並行して、警察など自動運転に関係する関係機関との協議も

行って、実現に向けて取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。質問は以上でございますけれども、今、お

っしゃっていただいたように都市部でのレベル４をやるということが、これからの策を考える

上で物すごく全国的にも意味があるというか、重要というか、最初はこれを聞くと千葉市の中

でも幕張ばかりではないかとか、新都心ばかりではないかという話が出るかもしれませんけれ

ども、でもまずそこでしっかり確実に成功していただくというか、できる形にしていただくと。

それで、千葉市の中でも、ほかの地域でもやはり広げていただき、それは絶対に全国的にとて

もいい先進事例になるのではないかと思いますので、ぜひとも取組をよろしくお願いいたしま

す。 

 ありがとうございました。以上です。 
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○主査（伊藤隆広君） ありがとうございました。 

 それでは、審査の都合により暫時休憩といたします。 

 再開時間は13時ちょうどといたします。 

 

午後０時４分休憩 

 

午後１時０分開議 

 

○主査（伊藤隆広君） 休憩前に引き続き、分科会を開きます。 

 質疑をお願いいたします。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 一問一答形式でお願いします。 

 まず、広報の全般的な話なんですけれども、私は以前広報においてもＰＤＣＡサイクルを回

すような、徹底するようなことを一般質問で質問したんですけれども、その際に戦略的広報広

聴マニュアルというのがあるということを知って、すごくマニュアルはできてきたという形で、

それを全庁的に広げるのが課題だと当時は思ったんですけれども、現時点でどのぐらい全庁に

広がってきているか、現在の取組を教えていただけますか。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広聴広報課でございます。 

 広報公聴マニュアルも今は少し改定をしている最中でございますが、広報につきましては、

例えば、ホームページの作成の研修ですとかを庁内で実施したり、広聴につきましても市長と

語ろう会、市長への手紙ですとか、そういったものを、市民の皆様から意見を取り入れまして、

必要に応じて庁内にフィードバックするような形を今は実践しているところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 千葉市は先進的な事例も結構されているので、そういったもののＰＤ

ＣＡサイクルを政策的にはやられていますし、あと広報や広聴の分野においてもそういった取

組を、ＩＴが結構強い千葉市というような感じになってきていると思うので、その辺りをお願

いできればと思います。 

 個別の話に移っていくんですけれども、ちばレポの運用管理についてなんですが。これは桜

井委員とかも質問をされていましたけれども、もう少し細かく質問したくて。 

 過去３年ほどでよいんですが、ちばレポの市民からの報告件数だったり、職員が対応した解

決件数、そしてちばレポを活用する年代の傾向も分かれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 広報公聴課長。 

○広報広聴課長 広報公聴課でございます。 

 ちばレポのレポートには、困ったレポートとか解決レポート、テーマレポートというような

種類がございますが、それらの総レポート数としまして、今年度の令和６年度の見込みとしま

しては約5,000件、前年の令和５年度が約4,800件、令和４年度が約3,900件になってございま

す。 

 そのうち地域の課題をレポートする困ったレポートでいいますと、同じ順でいきますと、令

和６年度見込みで約3,600件、昨年度が約3,200件、令和４年度が約3,200件となっております。 
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 対応完了の件数ですけれども、累計でいきますと、今年度の12月末時点でございますが、約

２万件、対応完了の率でいくと約90％になってございます。 

 最後に、登録者の傾向でございますが、登録時において年代とか性別は必須項目としてはな

いんですけれども、取れるデータからいきますと、30代から50代の構成比が約70％となってご

ざいます。これは、これまで行政ですとか地域のコミュニティーと接点が少なかったと思われ

る現役世代の市民に対しまして、行政との新しいチャネルとして提供できているのでないかと

考えてございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 登録の世代として現役世代が多いのはすごく喜ばしいことだと私も思

いますし、あと欲を言えば、10代とか20代でスマホを使える世代で、例えば、中高生あたりに

登下校中の写真とかを撮ってもらったりとかして、その辺りの世代もやっていただけると、欲

を言うとですけれども、よりいくかと思いました。 

 件数については、年々増えているということで、困ったレポートに関しては令和６年度で

3,600件見込みということで、１日換算で10件ほど、土日もあるので平日はそれ以上だと思う

んです。 

 職員さんの負担の観点から質問させていただきたいんですけれども、これ以上報告件数が増

えた場合に、現在の職員配置で対応可能なのか、また、職員の負担は過度に増えないのか、そ

の辺りの現状を教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 現在、電話、ファクス、メールとか、いわゆる既存の報告ツールから一定数がちばレポでの

レポートに置き換わっていると考えております。また、ちばレポについては、位置情報、それ

と写真の添付によりまして、我々が事前に現場の状況がある程度詳細な部分も把握できるとい

うこと、さらには既存の報告ツールでの通報ですとか、資材に関する情報などもシステムに一

元的に管理することなどによりまして、業務プロセスの改善につなげていまして、維持管理業

務の効率化を図っているところです。 

 以上のことからも、今後も職員の負担増につながらないように有効に機能させていきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 業務効率化に寄与しているということで、その辺りは人件費も縮減で

きていると思いますし、いいと思う一方で、予算的な問題で、例えば、件数が増えて、レポー

トが増えて解決されるのは喜ばしいことだと思うんですけれども、実際にここの案件は予算的

に解決がすぐにはできないというものもどんどん増えていくと思うんですけれども。 

 その予算面と、実際に解決するとなったときのスケジュールだったり、現状を全部解決でき

ているのか、それとも予算の関係で何年後かにしますとか、そういう形になっているのか、そ

の辺りを教えていただけますか。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 
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○委員（桜井秀夫君） 広報広聴課でございます。 

 今、お話にありましたように、ものによっては即解決が９割ぐらいありますが、状況によっ

ては次年度の予算でとか、その予算の状況によるものもございますので、それは案件に応じて

所管課のほうでレポートの中で投稿していただいた方にお返しする形で対応しているという状

況です。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。すぐ回答はして、実際にそこの道路が直るとかは予算

次第で決まるということで、その辺りは順次優先度だったり、市民の声がより大きいところと

か、影響が大きいところを重視してやっていただければと思います。 

 こういったちばレポがどんどん件数も増えていって喜ばしいんですけれども、より一層市民

に普及していくために、現在の取組だったり、今後検討している施策とかがあれば教えてくだ

さい。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 午前中の質問に一部かぶるところもありますが、ちばレポ教室出前講座とかで行っていたり、

また啓発チラシの配布を行っています。今年度のちばレポ教室におきましては、千葉市と包括

連携協定を締結しました東京ガスですとか、千葉市の地域づくり大学校または敬愛学園高校な

どで延べ10回、約200人でちばレポ教室、いわゆる出前講座を実施してございます。 

 チラシにつきましては、転入者への配付ですとか、本市主催の市長と語ろう会ですとか、土

木の日などの主催イベントについて配布しています。また、先ほどの高校生、学校での語ろう

会の際にも配布をしている状況です。また、公共施設とか市内の郵便局などにチラシを配架し

ております。 

 今後も、毎年行っているちばレポアンケートにおきまして、千葉シティポイントを付与する

などの連携など、各市イベントなどでも周知していこうかと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 高校生へのＰＲもあるということだったので、それで言うと、できれ

ば中高生あたりを今後重視していただくというか、若い世代のほうがスマホですぐできてしま

うと思うので、その辺りを重視していただければと思いました。 

 あと、千葉シティポイントをアンケートで付与するという話なんですけれども、実際にちば

レポをやった方に付与してもいいかとも思ったりもしたので、その辺りの連携ができるのか分

からないんですが、何かあったほうが中高生も含めてやるモチベーションがより上がると思う

ので、そういった市政に問題意識を持つ方、そして報告してくださる方が増えるように、今後

も取り組んでいただければと思います。 

 続きまして、被災認定調査システムなんですけれども、これは三瓶委員も聞かれたので、重

ならない部分でお聞きしたいんですけれども、こちらは台数が60台ということで、現状は36台

あって、24台をプラスするということで聞いています。今後これ以上増やす必要がないかとい



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

 

－41－ 

うところと、更新時期を含めた維持費が毎年どのぐらいかかるのか、その辺りを教えてくださ

い。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 予定しております60台で、現在の被害認定調査の建物被害件数を１か月で調査できるという

想定でございますので、必要台数は足りているものと考えております。 

 このタブレット端末につきましては、５年間リースの賃借を想定しておりまして、毎年の維

持費につきましては、保守費や回線使用料などを合わせて毎年157万2,000円と見積もっており

ます。５年間リースですので、今後の更新につきましては、今後のシステム技術の進展などを

見ながら、また適切な時期に検討してまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 毎年の維持費が150万円ほどということなんですけれども、地震がな

い期間も当然長いと思うんですけれども、地震がないときだったり、ふだんの平常時にタブレ

ットをほかの用途で活用したり、そういったことはあるのか、今後考えているのか、教えてく

ださい。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 まずは、平常時の訓練等で使って慣れておかなければいけないと思っていますので、遊ばせ

ておくわけではなくて、まずこのシステムの訓練等で使います。それと併せて、タブレットは

これから導入するものによりますが、入れられるのであればほかの業務にも活用していただけ

ればと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。災害があったときにうまく活用できるように

職員の研修だったり、平常時の使用などを含めて、今後検討いただければと思います。 

 続きまして、人口減少抑制に向けた取組なんですけれども、私のほうは一般質問等でやった

内容なので、関心があるんですけれども、昨年度ＰＲ動画を作成して、今年の予算が70万円と

いうことなんですけれども、具体的に去年との違いだったり、具体的な内容、また１年経過し

た時点でのＰＲ動画の成果だったり、今後の抑制に向けた方針を教えていただけますでしょう

か。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 特にやり方を変えるということはないんですけれども、露出をターゲットにうまく届けるこ

とが必要だと考えておりまして、来年度の予算に関しましては70万円ですけれども、そこで主

に東京都の都区部の東部、あとは千葉県の北西部、こちらをターゲットにして30万回ほどの広

告を出したいと考えております。 

 これまでの成果としましては、先ほども答弁させていただきましたけれども、20万回ほど再

生ができている状況でして、ある程度多くのターゲットの方には届いていると考えております。 
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 効果として、転入してきた方に動画を見ているかというのを聞くのがなかなか難しいという

ところはありますけれども、転入者自体はかなり増えているというところですので、千葉市の

魅力の発出というのにつながっていると考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 転入者はかなり増えているというのは、すみません、勉強不足で知ら

なかったので。ＰＲ動画の効果があるのかは検証できないにしても、そういった人口減少抑制

の取組の成果は徐々に出てきていると思います。 

 具体的に、これは専門的な感じになるんですけれども、今、東京都23区とか北西部を中心に

やっているということなので、地域を限定してやっているということなんですけれども、例え

ば、いわゆる関係人口と言われる千葉市にゆかりのある人に向けたターゲッティング広告とい

うところまでやっているのか。あと、動画を私も見たんですけれども、20代、30代とかの子育

て世代を多分メインターゲットにしているという印象があったので、多分、特に新婚から幼児

ぐらいの世代向けなのかと思ったので、20代から30代とか、その辺りの、新婚から、幼児ぐら

いを育てている子育て世代の千葉市に関係がある方とか、そういったターゲッティングまでさ

れているのか、その辺りを教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 千葉市の今の転出、転入の関係でいきますと、千葉市の東部、南部から転入者が多いという

ことで、この方たちはある程度千葉市の魅力が分かっている、利便性というところが分かって

いるかというところで、人口増加がまだ続いていて、これから千葉市への転入が期待できるだ

ろうということで、千葉県の北西部の、東京まで行く間の自治体である習志野市だとか、船橋

市だとか、あとは、東京の都区部の東部のほうをターゲットにしているところでございます。 

 年代としては、先ほど委員がおっしゃったとおり、若年層の、大体20代、30代の方をターゲ

ットにしていまして、さらに属性として、転出とか住居の購買に関して関心のある層というこ

とで絞った上で広告を出しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） かなりターゲットを絞ってされて、予算が70万円ほどで30万回の広告

の予定ということなので、かなり費用対効果も高く、１回見て、それですぐに引っ越そうとは

思わないかもしれないですけれども、そこから千葉市に関心を持つ方が増えるとすると、低予

算でもかなり効果的なのかとは思いました。 

 これは最近出た、ライフルホームズという民間のアンケートなんですけれども、買って住み

たいまちランキングの最新のものがちょうどここ数日で出ていて、同じような規模感の埼玉県

の大宮市が３位で、千葉県でいうと、千葉市は上位に入っていなくて、７位に大網白里市の大

網駅で、10位に八街市が入っていて、30位で茂原市も入っているんですけれども、なぜか千葉

市が入っていないんです。多分、住宅が安いとか、そういった問題で、より千葉市より遠いと

ころ、東京都心から遠いところがアンケートでは上位に来ているんですけれども。千葉市は、
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こういった民間のアンケートでより上位に来たほうが多分広告効果というか、これを見て印象

がいいと思うんですけれども。その辺りは、今後どのように戦略的にというか。 

 多分、住宅が安いからなのかと私は思ったりしたんですが、その辺りの、東京よりも半額ぐ

らいで、今は都心だと新築物件は１億円以上かかるみたいなので、半額ぐらいで政令市の都心

にも住めるみたいなＰＲだったりとか、その辺りは今後どう考えていらっしゃるか。民間のア

ンケートの上位にできれば載っていくような、そのぐらいになるにはどういったことを今後検

討されるか、その辺りを今の段階でいいので教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 ライフルホームズのところで、私も実を言うと大網白里市が何で出てきたのかというところ

は見ていたところではあるんですけれども。民間のいろいろな統計、そういったランキングと

いうのがありますので、一概にそれが正しいのか、ある意味の評価ではいいとは思うんですけ

れども、そこは部分的に割り引いて見なければいけないところというのもあるんではないかと

考えております。 

 ただ、一方でそういうランキングが出ることによって、その露出で、千葉市の評価というの

がされることになるわけですから、そういったランキングについても見落とさないように、ど

こが評価されるというところを分析しつつ、魅力の発信につなげていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。大網白里市とか八街市が入っているのは、私

の見解だと住宅物件が安くてというところが結構大きいのかな。都心も１時間半以内ぐらいで

すか、●動画では価格が東京都心よりも半額ぐらいみたいなところは言っていなかったと思う

ので、その辺りも都心と比べれば全然安いというところの地方都市で、ある程度全部そろって

いますみたいなところも、千葉市はほかと比べるといいところだと思うので、その辺りもＰＲ

の一つに入れていただけるとより関心を持つ人が増えると思いました。 

 ユーチューブに関連してもう少しあるんですけれども、千葉市の公式チャンネルは、部署と

しては所管はどこになるんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課がアカウントを管理しております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 総合政策局で、特に広報広聴課でやられているというところで、これ

はいわゆる官僚系ユーチューブチャンネルといって、農林水産省が火つけ役で、自治体という

か、公的機関のユーチューブチャンネルは結構登録者が増えたりとかしているんですが、千葉

市だと、最新のだと67回再生とか、数百回再生ぐらいのが多い中で、登録者も１万人にいって

いないんですが、今日時点で9,470人なんですけれども、農林水産省だと17万人以上いて、数

千万とか万単位で見ている方がいらっしゃるので、そういった、特に若手職員が主体でユーチ

ューブチャンネルなり千葉市をＰＲするみたいな、そういった取組も検討してもいいと思った

んですが、その辺りはどのようにお考えですか。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 
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○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 ユーチューブによる千葉市の周知といいますか、ＰＲというのは、特別掲載に当たって費用

がかかるというものでもないんですが、一方で、見てもらうようなコンテンツをつくるという

ところではまだ千葉市としてもハードルが高いかと思いますので、今後どういう形でうまくユ

ーチューブを使っていけるかは研究していきたいとは思っております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 若手職員とかでそういうのに興味のある有志とかを最初に募ったりと

かして、ほかの自治体というか農林水産省とか、ほかの官僚系チャンネルも参考にしつつ、で

きれば見てくれる人が多くないと、あまりやっても、数十人だと効果が少ないので、そういっ

た、より見られるチャンネルづくりというのを意識して、できれば官僚系のチャンネルとか、

そういったものも研究していただければと思います。 

 続きまして、千葉開府900年に関してなんですけれども、こちらは、予算が準備期間を含め

た３年間で総額３億円弱になるかと思うんですが、そのうち千葉市が負担する費用はどのぐら

いになりそうか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 千葉開府900年関連予算は、総合政策局執行分として、準備機関である今年度分、それから

先行期間となる令和７年度に債務負担行為額を加えまして、およそ２億8,000万円を想定して

おります。国費の充当及び寄附金の状況にもよりますけれども、このうち千葉市の負担額は２

億円から２億5,000万円になるものと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 少なくない金額というか、それなりに負担されると思うんですけれど

も、千葉市負担だと２億円から２億5,000万円ということですけれども、千葉開府900年関連で、

経済効果とか広告効果とかが現時点でどのぐらいを想定しているか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 千葉開府900年記念事業は、千葉一族からの学びを生かし、未来へ向けた人づくり、文化づ

くりという基本理念の実現を目的としておるもので、経済効果や広告効果は現在想定しており

ません。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） できれば実際に２億円以上の金額を使うわけですから、しっかりと何

かしらの成果を出したいところなんですけれども、そうした基本理念の実現というので、そう

いった定性的な目標は分かったんですけれども、定量的な目標が何かあれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 
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 経済効果につきましては、個別の取組、例えば、千葉開府900年記念まつりですとかパレー

ド、そういったところは当然集客がございますので、その集客に応じてどの程度の経済的な効

果があったのかということは、事後には出されるとは思うんですけれども、なかなか事前に想

定することは難しいということで出してはおりません。 

 今回その基本理念の実現に関するところでいきますと、例えば、郷土への誇りや愛着がどの

程度醸成されたかどうかですとか、それから未来へ向けた人づくりということで、未来に向け

て考えるきっかけに、どの程度この開府900年の記念事業が寄与したかといったところは、毎

年度行っているウェブアンケート調査のほうで図っていくことを考えております。これにつき

ましては、当然半分以上、７割程度がそういった機会になったということを目指して取組を進

めていくことは考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 例えば、千葉氏の好意度とか、令和２年度ぐらいだと半分ぐらい、

50％ぐらいだったと思うんですが、今は認知度だったり、好意度も70％以上に上げるような取

組をされるということなので、そういったどのぐらい認知度とか好意度が上がったかというの

はアンケートで、データで分かると思うので、そういったものを成果に代えていただければな

と思います。 

 ちなみに、名古屋市だと、名古屋開府400年記念事業で、約５億円ぐらいの予算で、経済波

及効果は248億円という数字を事後に算出しているみたいなので、恐らく千葉市も半分ぐらい、

100億円以上はもしかしたら期待できるかもしれないんですけれども、千葉市は出さないとい

うことなので、そういった認知度、好意度といったもので評価していただければと思います。 

 続きまして、スマートシティの推進に関してなんですけれども、高齢者などのデジタル活用

に向けた取組として、スマートフォン講座を実施していますけれども、近年、買物難民とか、

そういった社会問題がある中で、オンラインショッピングを促すようなカリキュラムがあるか、

お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 実は昨年度から実施しております。生活協同組合コープみらいとの連携協定に基づきまして、

スマートフォン講座の中で、アプリを活用したお買物体験というものを実施していただいてお

ります。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） すばらしいと思います。昨年度から実施されたということで、これを

今後増やしていただければと思います。買物難民の方だと、そもそも講座に来るのも大変な方

もいらっしゃると思うので、例えば、そういったオンラインショッピングを学べる出張型のス

マートフォン講座に関して、見解をお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 買物に限らず、実は昨年度から自治会等へ出前型のスマートフォン講座というのをやってお

りまして、講座で取り上げる内容については各団体様の御希望を伺いながら決定しております。
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これまで、４団体から買物についての御希望がありましたので、買物アプリの体験を取り上げ

させていただいているところでございます。 

 引き続き、おっしゃるとおり、ニーズを確認しながら市民の皆様の御期待に応えるような講

座の内容を努力していきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 既にされているということで、私の先を行かれたので、さすが総合政

策局だと思いました。ちなみに、この４団体というのはどの辺りのエリアの団体なんでしょう

か。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課です。 

 昨年度４か所の場所は、村田町の老人クラブと、幕張本郷の辺りの自治会、そして若葉区の

自治会、あと真砂の自治会、この４団体に対して実施しております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 昨年から始めたということで、今後そういった出張型の研修も増えて

いくと思うので広げていただければと思うんですけれども、できれば買物難民が想定される地

域には積極的に営業というか、こういうのがあるのでというので積極的に講座を開催していた

だければと思います。 

 続きまして、公民共創の推進についてなんですけれども、本市は民間事業者の技術や経験、

資金などを活用して、地域課題の解決を目指すコネクテッドセンターちばを運営していて、令

和３年の提案受付から年々提案件数が増加していて、採用件数も毎年10件ほどになっておりま

すが、提案が採用されるに当たってどのような審査基準の下に選考を行っているのか、お聞か

せください。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 まず、コネクテッドセンターちばでは、そのアイデアがどういった課題解決に資するのか、

あるいは新たな価値の創造につながるのか、このような観点で、事業者、スマートシティ推進

課、そして所管課と共に丁寧に意見交換をした上で、採用については総合的な判断で行ってお

ります。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 件数も比較的多くなってきているので、しっかりと精査しながら決め

ていただければと思うんですけれども、今後提案件数はどのぐらい増加させたいかというのと、

現状の提案数であれば毎年今のままぐらいでも十分なのか、その辺りの件数の量に関しての見

解を教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 基本的には目標とする数そのものはありませんが、より多くの提案をいただければいただく

ほど多様な住民のニーズに応えられるすてきなアイデアがあると考えておりますので、多けれ

ば多いほど行政サービスとか課題解決の取組を推進することができるという判断になっていま

す。 
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○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（桜井秀夫君） 増えれば増えるほどいいということで、増えると追加の職員だったり、

予算だったりがあると思うんですけれども、提案数が増えてきた場合に、予算としては具体的

にどういった項目が追加で増えていくのか、その辺りの内訳とかも分かれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 基本的には、コネクテッドセンターちばの業務としては、企業の提案と所管課とのおつなぎ

でございますので、予算の増額がすぐに必要かというと、そうではないとは考えております。

ただ、初期費用を少し負担することで実現性が増えるという部分もございますので、一応テー

マ型において、今、実施しております民間提案事業の補助金について、今は２件分100万円の

予算化を図っておるんですが、これについては実績を見ながら増額を検討していきたいと考え

ております。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） あまり追加予算がかからないということなので、提案数は多いほどい

いということなので、ぜひしっかりとそういったものがあるというのを民間企業の方に知って

もらうような活動も含めて、今後より千葉市に効果的な政策の精査も含めてお願いします。 

 最後に、国家戦略特区に関してで、国家戦略特区の規制改革の取組で、予算的には２億352

万円ほど計上していて、このうち国の負担が１億7,567万円となっているので、予算だけ見る

と国が主導しているようにも受け止められるんですけれども、今、千葉市でやっているドロー

ン活用だったり、自動車運転サービスなどの施策の裁量は千葉市にあるのか、それとも国が主

導してやるようなものなのか、すみません、基本的なことですけれども教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 国家戦略特区推進課長。 

○国家戦略特区推進課長 国家戦略特区推進課でございます。 

 ドローンですとか、自動運転車サービスなどの取組についてでございますが、これは国の交

付金を活用して実施しているところでございます。この交付金なんですけれども、全国の自治

体への公募を国のほうで図る際に、本市から国のほうへ事業提案を行いまして、それについて

採択を受けて取り組んでいるところでございます。ですので、予算の範囲内での裁量というも

のは本市にあるというところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 残り10分です。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 裁量は千葉市ということで、それは分かりました。 

 予算的なものでいうと、国家戦略特区でドローンの実証実験が始まって10年近くになるかと

思うんですけれども、国家戦略特区関係で千葉市が実際に負担した金額の総額を教えてくださ

い。 

○主査（伊藤隆広君） 国家戦略特区推進課長。 

○国家戦略特区推進課長 国家戦略特区推進課でございます。 

 今、お話にありましたドローンですが、千葉市はドローン宅配にこれまで取り組んできたと

ころでございますが、このドローン宅配に関する実証実験の総支出額は、令和５年度までで約
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3,000万円となっております。そのうち本市の支出額につきましては、国の交付金ですとか民

間事業者の負担額を除き、約1,000万円となっているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 千葉市の負担がドローン関係だと大体1,000万円ということで、実際

は思ったよりかなり少額でやっているというのが分かりました。 

 こういった実証実験で千葉市が、まだかもしれないですけれども、実際に収益につながった

施策とか、もしつながっていれば金額とか、1,000万円の負担で今は効果がどのくらい出てい

るのか、その辺りを教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 国家戦略特区推進課長。 

○国家戦略特区推進課長 国家戦略特区推進課でございます。 

 本市のドローン宅配の取組でございますが、少子高齢化社会などを見据えまして、市民のよ

りよい暮らしなどにつなげることを目的としておりまして、市の歳入に直接つながるようなも

のではありませんが、ドローンでいいますと、これまでに東京湾上空の長距離飛行ですとか、

あるいは鉄道橋の横断飛行、こういったものを成功させるなどの実績がございまして、全国的

にも汎用性の高い技術的な進展といった大きな成果を上げてきたところでございます。 

 また、あわせまして、近隣住民の方へ実証実験の内容の説明を都度行って理解を深めてきた

ところでございまして、未来技術の社会受容性の向上にも寄与したものと、そういった点で成

果があったものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 今、ドローン宅配に限定してお答えいただいたと思います。 

 例えば、最近だと陸上と水上で利用可能な無人機の水陸両用走行型ドローンで雨水管点検の

実証実験とか、あと、いすみ市と共同で農薬の散布みたいなところもあると思うんですけれど

も、こういった事業も収益化というか、千葉市に何か金銭的に返ってくるものはあまりなく、

実際に公共の福祉のために千葉市が率先して実証実験をやっているような、そういった取組な

んですか。 

○主査（伊藤隆広君） 国家戦略特区推進課長。 

○国家戦略特区推進課長 国家戦略特区推進課でございます。 

 今、議員からお話がありましたのは、ドローンを活用した様々な社会課題に対する解決策の

手法の一つとして、実証実験というものを実施してきたというお話でございます。 

 千葉市は、そういった実証実験を各企業が行うに当たりまして、実証のフィールドを提供し

たり、あとは関係各機関に調整の仲立に入りまして、実証実験が円滑に進むようにというとこ

ろで支援をしているところでございます。 

 この取組の最終的なところというのは、新たな産業を創出するところでございまして、市に

それが直接歳入という形で還元されるところではないんですけれども、千葉市内に新たな産業

ができて、新たな産業が集積されるという点では地域振興という点でも寄与する面はあると考

えております。 

 以上でございます。 
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○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 最後に所感になるんですけれども、今、おっしゃっていた、実際には

収益というか、千葉市の金銭的なものは特に想定していないんですけれども、企業の集積化だ

ったり、そういったもので千葉市が大分ＩＴとか先進的な都市みたいなイメージをつくれてい

るのか。国家戦略特区だったり、ドローンとか、そういったイメージも、ちばレポとかも当然

あると思うんですけれども、そういったものもＩＴ系のイメージがあると思うので、そういっ

たＩＴ系のイメージを使って、産業の企業立地とか企業誘致にも多分貢献していると思います

し、そういった企業も集まってきやすいと思います。 

 あと、千葉市の教育に関しても、ＩＴが進んでいる千葉市みたいなところで、教育分野にも

何か生かしていただけると、千葉市の将来の子供たちが、ＩＴ系にもしかしたら強くなるとい

うか、興味が出てきたり、ドローンとか、千葉市が今力を入れている産業で何かしようとか、

そういった気持ちになるかもしれないので、企業誘致だとか教育分野というところにも広げて、

効果を最大化していただければと思いました。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますか。野本委員。 

○委員（野本信正君） 一問一答でお願いします。 

 最初に、防災・減災についてお伺いします。 

 まず、能登半島地震は大変なことでしたけれども、ここから何を学んで、何を生かそうとし

ているのかと、それから阪神淡路大震災からちょうど30年が過ぎたんですが、ここからも何を

学び、何を生かそうとしているのか、最初にお伺いします。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 危機管理部でございます。 

 能登半島地震では、本市から被災地地帯へ多くの職員を派遣しておりました。そこから得た

教訓を生かしていきたいと考えております。 

 具体的には、避難所の長期化、要配慮者の避難、断水などの対策について今後検討する必要

があると認識しております。 

 また、阪神淡路大震災等のような大規模災害については、その災害対応の経験等を継承する

ことが非常に重要と考えております。 

 今後も必要に応じて施策や計画等にこれらを反映することで、本市の災害対応力の強化につ

なげてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 阪神淡路大震災は30年前でしたけれども、夜明けにテレビをつけたら、

あの日本を代表する近代都市である神戸市が瞬く間に瓦礫の山となり、次々と火災が発生し、

直下地震の恐ろしさを本当に感じました。あれから懸命に復興は行われて、今は立派な都市に

なっております。 

 ああいう直下地震というのが、千葉直下地震とか、首都直下地震とか、今、想定されていま

すけれども、あの団体の想定では何十年間のうちに何十％の確率で千葉市に直下地震が来る可

能性があると言われているのか、分かったら答えてください。 
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○主査（伊藤隆広君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 国のほうでは、今後30年間でマグニチュード７クラスの地震が起こる可能性を70％と言って

おります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） たしかその70％が20年ぐらいの間に想定されると私は記憶しておりま

す。ですから千葉市の地震対策というのも相当緊張感を持って取り組む必要があると思います。 

 その上で質問しますが、防災アセスメントについて、事業内容と、先進市の事例があったら

御紹介いただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 まず、防災アセスメント調査の事業内容についてでございますが、今年度は、本市としては

初めてとなる風水害の被害想定調査を実施しておりまして、来年度は、平成28年度に実施いた

しました地震被害想定調査の見直しを行う予定となっております。 

 また、次に、先進事例につきましては、地震の被害想定調査につきましては、多くの自治体

で実施しておりますが、風水害の被害想定調査につきましては、政令市では岡山市、名古屋市

に次いで本市が３例目となっておりまして、今年度本市の調査の実施に当たりましては、例え

ば、浸水による避難者数の予測など、これらの先進事例の一部を参考に実施したところでござ

います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、被害認定調査システム、罹災証明の迅速な発行について、先ほ

どからタブレットが60台とかと言われておりましけれども、これは実際に何が一番必要なのか、

その辺についてもう一度お答えいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 この被害認定調査システムによりまして罹災証明書を迅速に発行しようとい

うものでございますが、大規模災害におきましては他の自治体からの応援を受けながら被害認

定調査を行うことが想定されますので、罹災証明書を迅速に発行するためには、まず現場でタ

ブレット端末を使って写真撮影や、そのタブレットに従って項目のチェックを行うといったシ

ステムにより、まず簡単に被害認定ができることが必要だと思います。 

 さらに、応援職員も含めて、調査員による差がなく迅速な調査を行うこと、これがタブレッ

トによってできると思っておりますので、そういったことも必要です。 

 さらに、このシステムを既に運用しているクラウド型被災者支援システムという罹災証明書

を発行するシステム、こちらと連携して迅速に発行するということが必要だと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 先ほどから、タブレットが60台では少ないのではないかという意見が

出ていました。危機管理が準備するのはそれでもいいと思うんですが、庁内ではいろいろなと
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ころでタブレットを使っている、だから全部集めれば相当数があるのではないかと思うんです。

ですから、緊急時にはそういう各署で使っているタブレットも活用できて、もっと台数が増や

せるような、そういうことを日頃から訓練しておく必要があるのではないかという意見を申し

上げておきたいと思います。 

 次に、マンホールトイレですけれども、本当に千葉市が全小中学校、支援学校に整備された

ことは高く評価します。 

 その上で、今度、上部について、風でも飛ばないようにということで考えられたようで、こ

れもいいことだと思うんです。たしかお聞きするところによると、重さが20キロぐらいあると

いうことですけれども、こういうものを本当に速やかに設置できるのかと。そのためには日頃

から訓練が必要ではないかと。大体地元の災害対策でも高齢者が多いから、20キロを持ち上げ

るのには高齢者が何人必要なのかとか、いろいろ考えますけれども、その辺についてはどうで

しょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 今後、新たに入れようとしていますトイレの上屋につきましては、実際にはカタログで、今、

参考にしているものは39.5キロという重いものでございます。現在整備しているテントと合わ

せて、やはりこういったものは、平常時に訓練等で経験をしておくことが災害時に慌てない行

動につながるということだと考えておりますので、現在は避難所開設運営訓練の重点会場など

で実際にマンホールトイレを組み立てていたり、あと避難所担当職員向けの研修を行っており

ます。 

 また、地域の防災リーダーを目指す方を対象とした講座でも、トイレの組立てや、今日何度

か出ておりますポンプの稼働なども実際に市民の方に体験していただき、その方々が地域で実

際に広めていただく、アドバイスをしていただける、そういう人材育成も図っているところで

ございますので、今後も実際に触れていく機会を増やしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） マンホールトイレの推進を我々も一所懸命議会で促してきたわけです

が、実際に活用することについて、やはりそれも協力しなければいけないと思っております。

いざというときに、さっと行って組み立てて上部も取り付ける、そういうことについて私など

も日頃から訓練していきたいと思っていますので、地元でそういう機会があるときは教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、今度は高等学校に設置するということは、本当にすばらしいことだと思います。

ただ、私の地元にある県立泉高校は、井戸水しかないんです。水道を引いていないんです。そ

うすると、停電になると使えなくなってしまうのではないかと。瞬間的には補強するような機

械もあるんでしょうけれども、そう長くは続かないと思うんです。だから、やはり泉高校に水

道を引くように県のほうに強く言うべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 まず、防災の観点から言いますと、避難所の飲料水につきましては、ペット

ボトルの備蓄や、受水槽から直接水を取り出せる蛇口を設置することで、飲料水については確
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保しております。また、今県立高校に整備を進めているマンホールトイレにつきましては、そ

れの水源が必要となりますので、水源を専用の貯水槽で整備するということで、水の確保を考

えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） それもいいんですけれども、新清掃工場が木更津に建設中で、そこに

向かって千葉市水道局が本管を泉高校の前に敷設したんです。だから、やる気になればすぐに

できるので、私どもも言いますが、ぜひ皆さんのほうからも県に要求していただきたいと思い

ます。 

 それから、次に、危険な樹木の事前伐採を何度も求めております。と申しますのは、令和元

年の台風直撃で最大２週間停電になりました。あれは倒木が主な原因だったんですけれども、

停電したら、普通の家では３日間ぐらいしか我慢できないですね。トイレは使えない、水は飲

めない、風呂も入れない。そういうことを考えると、事前伐採というのは危機管理として非常

に大事なことだと思うんですけれども、早急に、民間のところも含めてどうしたらできるのか、

進めてもらいたいと思いますが、いかがですか。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 令和元年の台風等の被害を踏まえまして、電力事業者等と協定を締結しておりまして、停電

の原因となり得る箇所の予防伐採を含め、平時から連携の強化を図っているところでございま

す。このほか、先進事例の把握にも努めておりまして、引き続き必要な措置について調査、研

究してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、家具転倒防止金具ですけれども、地震対策には非常に効果があ

ると言われておりますけれども、これがちっとも進まない原因は何なのか。危機管理がなぜ取

り組まないのか。私は毎議会ごとに言っておりますけれども、なぜなのかと。やる気がないん

ですか、あるんですか、率直に答えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 危機管理部でございます。 

 昨年２月の千葉市のウェブアンケートでは、家具類の転倒、落下、移動防止対策をしていな

い方が約２割いらっしゃいまして、つい先延ばしにしているや、手間がかかる、費用がかかる

などといった理由により取り組んでいないという結果が出ております。 

 このことを踏まえ、家具転倒防止対策は、自分や家族の命を守るために有効な対策であるこ

とを市民の皆様に説明しながら、様々な機会を捉え周知、啓発を図ってまいります。 

 また、危機管理部では、補助事業の対象とならない方も含めて、広く市民の方々への防災対

策が進むよう、啓発活動を行っているところでありまして、今後も関係部署と連携しながら市

民の防災力の向上に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 
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○委員（野本信正君） 答弁はいつも立派なんです。だけれども、実際進まないんです。新年

度予算を見たら、家具転倒防止用金具の予算というのは18万8,000円。高齢者世帯に20件分、

障害者世帯に７件分しか組んでいないんです。この高齢者65歳以上のみの世帯と障害者世帯に

は、千葉市が技術者を派遣して無料で５か所までつけてくれるという制度、熊谷前市長時代に

私が提案してつくって、それがあるから経費もかからないでできるんです。それを、高齢者の

ほうや障害者のほうの課のほうに任せきりで、危機管理がちっともかみ込まないというところ

が一番の問題なんです。 

 先ほど阪神淡路大震災のことを申し上げましたけれども、あそこの教訓の中で、阪神淡路大

震災でけがをしたり、亡くなった人の50％以上は、家具が倒れたり、家が潰れたりして被害に

遭って、亡くなったり、けがをしたという結論が出て、それから全国の自治体でも家具転倒防

止というのが地震対策、災害対策の大きな課題となって、静岡市などは千葉市の４分の１ぐら

いの自治体でも6,000件ぐらいつけている。千葉市はまだ300件ぐらいでしょう。あの制度を使

えば金がかからないでできるんです。そういうものをなぜつけないのか。それは、やはりＰＲ

が足りないんです。一軒一軒訪ねて声をかければ、これはもうやりますよ。今は危機管理の職

員は何人いますか。みんなで手分けして、１か月に１回でも訪問してみてください。必ずこれ

は一遍に100軒、200軒は増えますよ。そのことをぜひやるべきだと思いますけれども、もう一

度お答えいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 危機管理部でございます。 

 先ほど議員のおっしゃったとおり、やはりなかなかその対象者にアプローチできていないと

いうのが問題だとは考えております。私どもは、高齢福祉や自立支援の関係各課と協力しなが

ら、その職員がアプローチしやすい対象者に、こういう事業があるということをお知らせする

必要があると考えておりますが、私どもが全く何もしないというわけではございませんので、

何か一緒にできることを考えてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 阪神淡路大震災の教訓を真剣に学んで、家具転倒防止金具の取付制度

の普及を危機管理が責任を持って取組を。恐らく私はこの質問を30回ぐらいしているのではな

いですかね。もう本当に歯がゆいです。ぜひやってください。最初の頃は誰からも応援がなか

ったんですけれども、イの一番に応援してくれたのは米持議員で、そのうちみんなが応援して

くれるようになって進んできたんです。こういう簡単にできて、金具なんて何百円かで買える

んです。それをつけておけばけがをしないで済むという、本当に市民の命を救おうという気持

ちがあるならば、この普及は絶対に必要だということを重ねて申し上げておきたいと思います。

いかがですか。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理監。 

○危機管理監 再三、御質問、御指摘を受けているところでございます。我々は必死に取り組

んでいるところでございます。ウェブアンケート調査では、やはり２割というような数字も出

ているところ、それから、今回の能登半島ではトイレの問題も出ているところで、実は今回の

能登半島でもそうですが、直接亡くなった人よりも、その後、助かった方が、生活環境が悪い、
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避難所の環境が悪い、それこそトイレの環境が悪い等との原因により亡くなっている方が倍ぐ

らいになっていると。そういうことも含めて、総合的に我々は取り組んでまいっている次第で

ございます。当然、家具転倒防止対策は非常に重要でございますので、我々もこれからも必死

に取り組みながら、それ以外の対策も併せてやっているところも御理解いただきながら御支援

いただければと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 秋には決算委員会があるから、また同じ質問をするかもしれませんの

で、どのくらい進んでいるか、やはり見ておきたいと思います。 

 次に、人口減少抑制についてであります。 

 人口減少の抑制、転入の促進ということでありますけれども、どうすれば進むのか、いろい

ろな議員が質問をしていますけれども、率直にお答えいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 人口減少を抑制して、本市が将来にわたって活力ある都市であり続けるためには、将来を担

う若者、あとは子育て世帯、こういった方たちに住まう場所として選ばれる、あるいは住み続

けたいと思っていただけるような取組が重要かと考えております。 

 そのために、都市の基本的な魅力というのを挙げていく必要があると考えておりまして、例

えば、企業の立地の促進だとか、就労支援など、こういった雇用の場の創出です。あとは、産

後ケアの充実だとか、待機児童ゼロを５年連続達成していますけれども、保育の受皿の確保、

病児・病後児保育など、こういった仕事と子育ての両立が可能となるような子育て支援策とい

った取組を進めていきたいと考えております。 

 このほかに、特に転入の促進ということで言いますと、こういった市の魅力を伝えていくよ

うな取組というのも必要だと考えておりまして、昨年度に製作しましたＰＲ動画のほかに、本

年度はパンフレットも作っておりますので、こういった多様な媒体を組み合わせまして、本市

の魅力の発出に努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） この課題は総合政策局のトップ課題ですね。これは、本当に千葉市全

体の大事な課題だと思うんです。そういう中で、総合政策局だけで取り組んでもこれは進まな

い。しかし、ここでこれが大事なんだということを発声することは大事なことだと思います。

さっきも各局と協議していると言いましたけれども、各局部としっかり連携する、そしてこの

課題を進めるということが大事だと思いますが、いかがですか。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 総合政策局というのは、市政運営の基本的な指針である基本計画であるとか、あとは具体的

な取組を位置づけている実施計画、こういったものを策定している部署になりますので、将来

にわたって持続可能な都市運営が可能になるように、市の総合計画の所管局としまして、全庁

的な取組の推進と、あと所管局の取組を支援していきたいと考えております。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

 

－55－ 

 転入促進だとか転出抑制の取組につきましても、基本計画における未来のまちづくりに向け

た戦略的視点を踏まえながら、各局と連携して的確に取り組んでいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 千葉市内に職場があることや住まいが保証できることをどのように進

めていくのかという問題なんですけれども、今、企業立地などでは固定資産税、都市計画税を

全部まけてやって、新年度も二十何億円もかけて新しい企業を誘致している。確かに企業誘致

は進んでいるんだけれども、その企業は今までいた働く人をそこに連れてきているから、千葉

市で新たに雇用が増えているわけではないんです。企業立地が進んでも、千葉市の人口が増え

ているわけではないんです。 

 ここに問題点があるわけなんです。だから、千葉市で働いている人が千葉市に住んでもらう

とか、そういうようなことについてもっと真剣に考えていかなければいけないのではないか、

いかがですか。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 千葉市のほうで転入促進策を考える上で、アンケート調査等もやっておるんですけれども、

その中で、やはり住む場所の選考として選ぶ際に一番重要な項目の一つが、通勤通学の利便性

というところなんです。そういう意味では、雇用の確保、雇用のパイを増やしていくというこ

とが大変重要だと考えております。既に実施計画の中でも産業用地の整備だとか、企業の立地

の促進とかというのをやっていますし、あとは創業支援です。あと、既存の企業に対する支援

というのもやっていますので、こういったことで雇用の場の創出というのにつなげていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 雇用の確保というのはそう簡単なことではないですけれども、せっか

く固定資産税や都市計画税まで全部まけてやって呼んでいる企業が、その政策の中で新しく千

葉市から働く人を雇用しなさいという項目も入れないとおかしいのではないかと思うんです。

そういうこともちゃんと言ってほしいと思うんです。 

 それから、ほかの自治体に住んでいて千葉市で働いている人、それは、若い人なら住宅を千

葉市に移したいと願っている人はいると思うんですけれども、なかなか高くて移れないと。さ

っき八街市という話があったけれども、あそこは下水がなくて駄目です。みんな逃げ出してい

ますよ。 

 それで、例えば、私は建築部に、市営住宅も新しいのを建てて、若い人にも住んでもらいな

さいと言うんです。千葉市で人口が減っている原因には、市営住宅を何千戸も減らしたあなた

方にも責任があると言うんだけれども、ちっとも感じないんです。だから、総合政策が言って

いる人口減少を抑制するということは、建築部にはちっとも伝わっていないと思うんです。な

ぜかというと、例えば、千葉市に住んでいなくても、千葉市で働いていれば市営住宅には入れ

る権利があるんです。そういう制度なんです。それから、私がよく言う駅から１キロのところ

の調整区域は、今は家が建てられるようになった。安い住宅が結構建って、若い人がどんどん
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住んでくれている。これを1.5キロにしなさいと言っても、どうも都市局のほうもなかなかい

い顔をしない。でも、総合政策局が、やはり人口減少を抑制するためにそれは必要だと思うと

一言言ってくれれば、都市局も、野本議員が言っても聞かなかったことも、総合政策が言えば

聞くかもしれませんよ。そんなことで、本当に各局と連携して人口を増やすことを真剣に考え

たほうがいいと思います。 

 それから、子育ての環境を整えることが大切だと言いますけれども、では、子育てを担当し

ている局、部とはどのような相談をしているんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 子育てだとか教育というのを基本計画の中の柱の一つにしております。実際に子育てとか働

く場合の両立の支援をするような取組というのを進めておりますので、今後も引き続き実施計

画に位置づけた事業に限らず取組というのは進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私も人口減少を抑制ということは本当に大事なことだと思って、市議

会議員として真剣に対応をしております。やはり子育ての環境を整えると言いながら、神谷市

長は学校給食を無償化にしようとすると、金がないから国がやるべきだと、私はやらないと。

こんなことではやはり駄目です。頑張ってせめて中学生だけでも無償化にする。そうすれば千

葉市に来ようと。だって、千葉市から移っていく人口が一番多いのは四街道市でしょう。 

 四街道市は、住宅も安いということもあるけれども、子育て支援がもっと充実しているんで

す。私は、若葉区の隣が四街道市だから、四街道市にどんどん家が建って、どんどん人が住ん

でいるのがよく見えるんです。そういうことを考えると、やはり市長をはじめ、総合政策局が

一番最初の課題として出しているこの人口減少抑制というものを、本当に市長が分からなけれ

ばいけないのではないかと。もちろん、もっとも今度の選挙で当選するかどうか、私は知りま

せんけれども。そういうことをまた言うと、中島幹事長に議事進行と声をかけられそうですか

ら、もうここでやめておきます。 

 次に移ります。千葉開府900年についてです。900年記念行事は必要だけれども、それから先

について、50年前の教訓は、今回は何を獲得する目標なのか、お答えいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 都市アイデンティティ推進課長。 

○都市アイデンティティ推進課長 都市アイデンティティ推進課です。 

 千葉開府850年では、戦後の経済成長と急激な人口増加のただ中であった昭和51年に、郷土

の歴史を正しく受け止め、将来に向けた個性ある都市づくりを全ての市民の理解と参加によっ

て進めていくという目的の下、テーマを、知ろう、愛そう、つくろう、郷土千葉として様々な

記念事業が行われ、市民の郷土への愛着の醸成に寄与しました。 

 その後50年が経過し、本市は現在約98万人が暮らす成熟した大都市として成長した一方で、

少子高齢化やそれに伴う近い将来避けられない人口減少の局面など、先行きが不確かで将来の

予測が困難な状況になっております。 

 そのような中迎える千葉開府900年では、市民の皆様と共にまちの歴史を振り返り、将来を

考える契機とするとともに、不確かな時代に未来を切り開く人づくりの取組を進めます。 
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 千葉開府850年と千葉開府900年は、それぞれ直面している社会課題は異なりますが、歴史を

受け継ぎ未来につなげていくという大きな目的は変わらないものと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 去年だか、その前だか忘れましたけれども、総務委員会でこの開府

900年を年間の調査目標にしまして、周年事業について山口県や九州のほうをずっと視察した

んです。行ってみて、記念式典とか、そんなのをやっているけれども、多いのは冠事業です。

開府900年何とか事業といって、今の実際にやっている事業に冠をつけるだけ。だから、言っ

てみれば、冠だけで中身はないんです。そんなのでは、やはりこれは成功しないと、視察して

見てきました。あのとき米持委員も一緒でした。どう感じたか知りませんが。冠事業だけでは

駄目です。本当に開府900年と関連する事業をしっかりやって、市民がその意義をしっかりつ

かんで前進させていくことが大事だと。 

 開府850年というのを50年前にやったんです。そのとき、実際に記念式典や事業に参加した

議員は50名いる市議会議員の中で私だけなんです。あのとき感じたんですけれども、でもあれ

から親子三代夏祭りとか、いろいろそういうのが発展していって、残すものはある程度残した

のではないかと思うんです。だから、今回もちゃんと、開府900年事業を２億円も３億円も使

ってやったけれども、次にこういうものが残って千葉市の発展に寄与したということを残して、

総合政策局長には辞めていってほしい。あなたが勝手に辞めるわけではなくて、年が来たから

辞めるんだろうけれども、ちゃんと骨を残していってください。 

 それから、次に、デジタルデバイド、スマートフォン講座・相談会ということが書いてあり

ますけれども、この公共施設での開催状況はいかがでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 デジタルデバイドの解消に向けまして、スマートフォン講座等をいきいきプラザや公民館、

コミュニティセンターなど、高齢者が多く利用する施設を会場として実施しております。今年

度は、市全体で約440回、大体5,500人の方に御参加いただく見込みとなっております。来年度

も同様に実施してまいりますが、特に区民祭りやいきいきプラザなどで実施しているスマート

フォン相談会につきましては、回数を今年度の24回から36回に拡充して実施する予定となって

おります。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） ありがとうございます。やはりもっと広げる必要があると思うんです。

高齢者もみんなスマートフォンを持って頑張っているんですけれども、なかなか大変です。 

 自治会館などで自治会単位で開催することにもぜひ連携して取り組んでいただいて、講師や

アルバイトを派遣するということが大事ではないかと思うけれども、いかがですか。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 先ほどの山崎委員への回答と重複する部分がございますが、昨年度から区役所に御協力いた

だきまして自治会におつなぎいただき、各自治会等に出前のスマートフォン講座を開催してお
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ります。今年度は、自治会、老人会、また地域コミュニティー団体からも御応募いただきまし

て、計５団体で実施しております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 実は、講師の要請で、大学生にアルバイトや講師をお願いして、その

ことによって市政に参画をしていただくということは非常に大事なことだと思うんです。私も

特別委員会の視察で、東京の渋谷区と長野市のほうに行ってきまして、やはり大学生に来ても

らってやっているのを見てきました。新年度の予算の説明を聞いたときに、千葉市でもスマー

トフォン講座等ということで、東京情報大学が４回、大学生が合計９人参加していると。それ

から、あやめ台団地で取り組んだところには千葉大学の学生さんが来てくれているということ

があって、合計11人です。でも、千葉市に大学があって、何万人かの大学生がいらっしゃるわ

けです。こういう方たちの大いに能力がある人にアルバイトで参加してもらって、自治会単位

で開いていくということが大事だと思います。そのことによって、やはり大学生が市政にも参

加する。そして、市政も理解して若い力を発揮してもらうきっかけになると思うんです。そう

いうことをぜひやってもらいたいと思いますが、いかがですか。 

○主査（伊藤隆広君） スマートシティ推進課長。 

○スマートシティ推進課長 スマートシティ推進課でございます。 

 元気で活力のあるまちをつくっていくためにも、やはり大学生が市政に参画するというのは

極めて重要なことだと認識しております。 

 今年は、東京情報大学との連携協定などに基づきまして、多くの学生に御参加いただいたと

ころです。大学生の参加により、受講者に対するきめ細やかなサポートが実現しました。一人

一人が理解を深めることにつながっておりますので、旅費のかからない範囲内でしか行けない

とか、いろいろな条件がございまして、簡単にはいかないんですが、引き続き御協力いただけ

るように取り組んでいきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 残り10分となります。野本委員。 

○委員（野本信正君） あと10分、分かりました、その範囲でやります。 

 ぜひそういう方向で取り組んでもらいたいと思います。 

 次に、幕張新都心についてであります。 

 ＭＩＣＥについて、コロナで取組が相当後退したと思いますが、その後はどうでしょうか。

引き続き、感染症の対策が必要ですが、どのようにしているのか、お伺いします。 

○主査（伊藤隆広君） 未来都市戦略部長。 

○未来都市戦略部長 幕張メッセの国際展示場の延べ使用ホール数の実績の推移を御説明いた

しますと、令和２年度につきましては846件で、来場者数が67万人だったところ、令和５年度

では2,136件、465万人と順調に回復しているところでございます。 

 感染症対策につきましては、今後も関係者が連携しながら、国の示す行動計画などに基づき

まして、ＭＩＣＥの推進と安全・安心の取組の両輪で進めていくことによりまして、幕張新都

心のさらなる発展につなげていくことが重要であると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 
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○委員（野本信正君） メッセの建設当初から、千葉市がつぎ込んできた予算額は合計幾らに

なるのか、いろいろな形で出していると思いますが、お願いします。 

○主査（伊藤隆広君） 幕張新都心課長。 

○幕張新都心課長 幕張新都心課でございます。 

 ただいまの御質問でございますが、幕張メッセ建設事業に係る千葉市の負担金は、経済農政

局の予算ではございますけれども、平成３年度から平成27年度までの25年間で、合計134億

5,700万円となります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 市民の税金を134億5,700万円つぎ込んでいる幕張メッセ。それから、

千葉市が最大の株主の一人という、まさに公共的施設であります。この公共的施設で武器見本

市が開かれていることは、幕張新都心のイメージをダウンさせていると思います。中止を求め

るべきだと思いますが、いかがですか。 

○主査（伊藤隆広君） 未来都市戦略部長。 

○未来都市戦略部長 民間事業者が実施いたします展示会の開催そのもの、さらに当該施設の

指定管理者が健全条令等に基づきまして施設利用の可否を判断したものについて、その内容を

個別に評価いたしまして施設利用の是非を申し上げることは適当ではないと考えております。 

 また、法律等に反しない限り、民間や団体の活動に対しまして最大限に配慮すべきものと認

識しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 本会議で市長に聞いても、あれは株式会社幕張メッセがやっているこ

とだと逃げています。でも、やはり武器見本市なんていう戦争に貢献するような、そういう見

本市を公共的施設で、市民の税金をつぎ込んだところでやらせてはいけないと、あなたも心の

中では思っていると思いますが、市長が言わなかったことをここで言えるわけないですよね。

その辺は理解しますけれども、こういうことはよくないことです。幕張メッセのイメージをも

っと向上させていこうではありませんか。 

 それから、最後にお伺いしますけれども、熊谷市長時代にあそこにカジノを誘致すると一所

懸命になって、西さん、言ってましたよね、あなたも秘書課にいて知っているでしょう。こん

なギャンブルを誘致してはいけないと我々が一所懸命言って、今は大分しぼんだようですけれ

ども、率直に聞いて、カジノは断念したんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 幕張新都心課長。 

○幕張新都心課長 幕張新都心課でございます。 

 ただいまの御質問でございますが、現在、ＩＲ誘致の計画はございません。 

 なお、本市がグローバルレベルのＭＩＣＥ誘致力を有する都市であり続けるための方策につ

きましては、様々な観点から研究してまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 
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○委員（野本信正君） 以上で終わりますが、くれぐれも人口減少抑制ということには本当に

各局と連携して真剣に取り組んでいきましょう。お願いします。 

 終わります。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。米持委員。 

○委員（米持克彦君） 一問一答でお願いします。 

 まず、美浜区の住民の方は津波の心配があるんですけれども、津波は起きないということを

言っていいんですか。どうですか。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 津波につきましては、千葉県のほうで被害の予測をしておりまして、いろいろな規模感で、

例えば、想定最大規模で1,000年に１度というような津波が起きたとしても、千葉市には大き

な被害がないというような結果が出ております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 非常に心強い、1,000年に１度もないという感じでよろしいですね。

でも、私が話を聞くと、東京湾の奥の、東京寄りの人とか、中には登戸の関係の人で、津波は

実際に大昔あったということをよく言われるんですけれども、それは高潮の間違いですか。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 今の予測ですと、確かに津波のほうは東京湾、千葉市のエリアでは比較的大きなものが減衰

するというか、小さくなっていくと予想ができておりまして、逆に、高潮のほうは津波と比べ

ると大きなエリアで浸水被害が出るというような予測を県がしております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 1,000年に１度はいいんだけれども、たまたま今日が1,000年に１度だ

となったら、それはどのようにするんですか。能登半島は2,000年に１度だそうです。たまた

ま今日は千葉が1,000年に１度だったなんていうことにはならないんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 津波につきましては、例えば、1,000年に１度の大きな津波が起きたとして

も、千葉市への影響、浸水被害は限定的という形に考えております。 

 仮に高潮の場合、被害があるんですけれども、そういった場合はやはりハザードマップ等で

周知しておりますので、速やかに避難していただくというようなお願いをしていきたいと考え

ております。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 分かりました。では、私どもも住民に聞かれた場合は、そのように答

えていきたいと思っております。 

 次に、人口減少抑制に向けた取組という、私はこの言葉は気に入らないんです。人口減少と、

人口が減少するのが前提になっている、そういう政策ではないんですか。だって、人口が減少

していないじゃないですか。それはどう思われますか。 
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○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 全国的にやはり人口は減少してきているというところがあるのと、あと千葉市についてはか

なり高齢が進んでいて、自然減を社会増で埋めているというところがここ数年続いております。

もちろん、社会の活力を維持していく上では人口減少という形ではなくて、人口増加に努めて

いくべきではあるとは思うんですけれども、自然減がこれからどんどん増えていくという形の

中では、近い将来には人口減少というのもやむを得ないと考えております。なかなか人口100

万人とかというのを打ち出すのは難しいんですけれども、指標の一つとしては意識しつつ、人

口を維持するような取組というのは進めていきたいというように考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） もう最初から人口が減るというのを前提にして、人口は減ってはいな

いのに、人口減少抑制に向けた取組という、こういう言葉を使うのはまずいのではないですか。

どう思われますか。そういう現象があればいいですよ、人口が減少したという事実があればい

いけれども。 

○主査（伊藤隆広君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 総合政策部でございます。 

 幸いにして今のところ人口は減少しておりませんけれども、自然増減だけを見ていきますと、

千葉市の生まれてくる方と亡くなられる方の差ですと、昨年の場合は6,000人減になっており

ます。それを転入の１万1,000人で埋めていると。昨年は美浜区と中央区に大きな開発の転居

者がございましたので、１万1,000人が入った結果、結果的に5,000人の増という形になってお

りますので、亡くなられる方は毎年500人から1,000人のペースで増えております。それを常に

転入でいつまでも埋め続けるのはなかなか至難の業ではないかと、我々としては社会の状況と

して分析しているというところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 人口ですから、どういう手段であっても、増えたか、減ったかという

のが判断の基準になると思うんですけれども、自然増とか、社会増とか、そういう区別をなく

して、人口減少抑制です。もう最初から降参して、万歳して、それでそれに向けた取組という

のは、何か非常に消極的な感じがしないでもないです。 

 この間も議案研究で言いましたけれども、美浜区は確かに液状化で、私があそこに住んだと

きは、職員の人に言われました。あの杭を打ち込む姿を見たときは、こんなところへ住みたい

と思う人はいませんと市の職員に言われました。 

 私は先入観がないからあそこに住んだんですが、今やなんと新港の、液状化のどうにもなら

ない土地が坪100万円ですよ。考えられないでしょう。それと同時に、やはりまちが発展する

一つの条件は、道路の幅員、直線化、それから交通アクセスです。それと、東京圏に近いとい

うことです。これはもう絶対的な条件になってきていますので、もう少し、美浜区においては、

何か非常に人口が増えるという兆候が見えてきてはいるんです。そういうのがありますので、

あまり消極的にならずに、もっと積極的に取り組んで、人口減少抑制という、減少していたら

いいけれども、減少もしていないのに減少抑制に向けた取組というのは、少し消極的なのでは
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ないかという感じがしておりますから、総合政策局長、一つよく考えて、あなたはまだこれか

らずっと千葉市のために貢献すると思いますから、それを見込んでお願いしておきたいと思い

ます。 

 それと、もう一つですが、千葉市の都市としての目玉についてです。私どもは政令都市の議

員の会議というのが全国持ち回りであるんですが、そうすると政令都市の目玉というのが必ず

あるんです。千葉は何があるのかということになりますと、この前やりましたときは、いわゆ

る幕張メッセとか、あの辺をぐるぐる回ってごまかして帰ってもらったという経緯があるんで

すけれども。やはり千葉市としての目玉の文化施設だとか、スポーツ施設というのを、何でも

いいですから目玉はきちっと持つべきではないかという感じはしております。 

 だから、私は、せっかく東京湾があるんだから、海の活用、いわゆる東京湾を生かすような、

そういう活用をすべきではないかと思っています。 

 かつて、埼玉県が非常にうらやましがりました。なぜかというと、海を持っているというこ

とです。それと、当時は1,000万円以上の集積地を持っているということです。いわゆるディ

ズニーランド、幕張メッセ、それから成田空港、これを持っているということに対して非常に

うらやましがっていました。でも、埼玉県は負けないと頑張っていましたが。そういう意味で

は、千葉市というのは交通アクセスのいいところにありますから、十分生かしていったほうが

千葉の発展につながっていくのではないかと思っております。 

 それから、神奈川県から引っ越してきた人が、湘南より住みやすいと言うんです。全く歴史

はない。しかし、湘南より住みやすい。なぜ鎌倉幕府が発展したか。要害の地だからです。山、

谷、海と、非常に不便なところなんです。だから、都市を守るのには非常にいいところだから、

鎌倉幕府が発展したわけです。そういうことがありますから、やはり十分生かしたほうがいい

のではないかという感じはしております。 

 どなたかが大型開発反対と言っていますけれども、冗談ではないです。これから人口増強政

策をしていくなら、大型開発をしなければということで、要するに、それについてどう思って

いますか。 

 私はやはり、今のような人口減少抑制政策に向けた姿勢だとか、非常に消極的なものを持っ

ているのではなくて、やはり可能性があるんだったら、もっと積極的に取り組むべきではない

かと思っていますけれども、それについてはどういう考えを持っていますか。やはり千葉は駄

目だと、だんだん衰退していくんだという前提に立っているんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 総合政策部長。 

○総合政策部長 総合政策部ございます。 

 駄目だと思っているわけではなくて、増えざるを得ない自然減少を転入超過でカバーしてい

くというところで頑張っていきたいと思っています。そういう意味で、企業誘致ですとか、開

発ですとか、そういった形で結果的に１万1,000人の増というのは政令市の中でもトップクラ

ス、５位ぐらいに入っています。その中で、さらに言いますと、全世代転入超過、子育て世代

も、小さい子も入ってきているというところは、まだ魅力と望みがあると。なので、我々とし

てはそこの部分をどんどん伸ばしていかなければならないと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 
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○委員（米持克彦君） 私は、それでいいと思いますけれども、大型開発反対などととんでも

ないことを言う人がいます。それで人口増を目指すという、非常に矛盾していると私は思って

おります。無駄な大型開発は別ですが。 

 そういうことで、非常に私は発展の可能性がある千葉市だと見ていますから、ひとつその辺

を心して、また千葉市の発展のために尽くしていっていただきたいと思っております。 

 それと、ちばレポに関係あるのか知らないけれども、スマートフォンに町名ごとのイノシシ

の出没頭数が出るというのは、そっちのほうの関係なんですか。私は、この間あるところへ行

ったら、イノシシの出没頭数が出ていますということで、ある女性が見せてくれたら、町名ご

とに出没頭数が出ていたんです。 

○主査（伊藤隆広君） 広報広聴課長。 

○広報広聴課長 広報広聴課でございます。 

 環境局のほうが安全・安心メールを使って発信しております。町別で私も見たことがありま

す。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 分かりました。ちばレポ関係で発信しているのかと思ったものですか

ら、お尋ねしたんです。 

 それと、もう一つは、マンホールトイレの関係なんですけれども、公園の利用というのは、

井戸もしかり、どうなんでしょうか。地震災害になると、まず水とトイレの問題です。これが

二大難関になるわけですけれども、千葉市は非常に公園が多いということなんですけれども、

公園を利用しての井戸とかマンホールトイレの利用というのはどのようなものなんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 現在、マンホールトイレ等につきましては、避難者が生活する想定がある避難所の整備を優

先的に進めているところでございます。一方で、公園はオープンスペースとして、緊急的に、

一時的に非難する場所というところと定義しておりますので、避難場所という位置づけをして

いるところでございます。公園のほうから聞いている話といたしましては、公園を改修したり

新築したりする際に、地域から防災に関連する施設が欲しいという要望があったときには、協

議の上、対応していると聞いております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 美浜区の場合、タワーマンションが多いんです。そうしますと、タワ

ーマンションに住んでいる方は、避難所へ行くよりも自宅にいたほうが安心だと。それはいい

んですが、電気、ガス、それから水道が止まってしまったような場合、そういった文明の器具

が用を足さなくなった場合に、やはり非常に広い公園を確保している、公園の利用というのは

どうなのかという感じは持ったんです。それは住民の方がよく言われるんですが、その辺はど

う考えておられますか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 
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 議員おっしゃるとおり、特に堅牢なマンションにつきましては、御自宅で備えていただいて、

在宅避難と呼んでいますが、在宅避難をしていただくことが一番かと思います。その上で、食

料が尽きた、水が尽きたというときには、現状では272か所あります避難所で支援物資を在宅

避難の方に配ることとしておりますので、まず避難所が拠点であるというところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） では、ひとつ今後とも検討しておいていただきたいと思います。 

 次に、野本委員が言われたように、家具転倒防止金具というのがありますけれども、これは

高齢者と身障者に限っているから広がらないのではないんですか。どうですか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 福祉で行っております支援制度につきましては、あくまで高齢だとか障害を理由に取付けが

困難な方の取付け費用を補助するという制度でございます。ですので、お金を出して支援する

というところはそういったことに限らせていただいています。ただ、この対策は別に高齢者の

ためだけのものではございませんので、自ら対策をしていただけるよう、いろいろな機会で啓

発しているところでございます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） むしろ総合政策局が積極的にそういうのを福祉のほうへ働きかけるべ

きではないですか。予算の範囲内で少しずつ増やしていくということを働きかけるべきではな

いかということを考えています。某議員が言っているから全然増えないという、そういうわけ

ではないと思うんです。だから、やはり総合政策局としてそういう政策を打ち出していけば、

私は予算の範囲内で徐々に広がっていくのではないかと思っておりますけれども、その辺を検

討していただきたいと思っております。 

 私からの質問は以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） すみません。予算審査特別委員会の副委員長なので極力質問しない

ようにと言われておりますが、一問一答で、少し質問だけさせてください。 

 先ほど来から出ている被害認定調査システムなんですけれども、先ほど御答弁の中で、１か

月で調査ができる台数を確保しているということでした。調査そのものは迅速に行うことは必

要なんですけれども、やはり能登の経験を聞くと、１次調査で不服があって、再調査を行うと

いった方もいる一方で、判定が下がってしまって、半壊から準半壊とか一部損壊になってしま

うというケースもあるようで、そういった判定のことがやはり課題であるのではないかと思っ

ているんですけれども、その辺りの課題への対応というのは今後どのように考えているのか、

伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 
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 まず、今回システムを入れることによって、まずは外観を調査する１次調査を素早く行って、

罹災証明書をまず発行するというところが優先と考えておりますので、こういったタブレット

を使ったシステムを導入するものでございます。 

 その上で、確かに能登半島でも結果に理解しない方が２次調査をして、２次調査の結果、判

定が下がってしまったというケースも多くあるということを我々も経験しております。実際に

は、２次調査は所有者立会いの下で、中で調査をするわけですが、その際にはやはり下がる可

能性もあるということを丁寧に説明しながらやっていくべきだと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。そういった課題があるということなので、被災者の

ほうに不服があるからその方が悪いということではなくて、やはり被災者のほうに寄り添った

対応をしていただきたいと思っております。 

 次に、防災備蓄の整備です。 

 マンホールトイレの関連ですけれども、今回県立高校、これも先ほど来から出ていますけれ

ども、６か所整備をされるということなんですが、その学校名と、そこを選定した理由、あと

次年度についての設計をもう盛り込んでいると思いますが、その高校についても、同じく高校

名と選定理由をお願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 選定につきましては、これまで行ってきました一律の小中学校等と同様に、区を限定すると

いうものではなくて、収容人数だとか地域のバランスを踏まえて選定しているものでございま

す。その上で、来年度整備するのが６校でございますが、千葉工業高校、千葉南高校、生浜高

校、泉高校、千葉大宮高校、それと土気高校に整備予定でございます。 

 それと、来年度は実施設計も行うんですが、実施設計につきましては、千葉高校、千葉商業

高校、千葉東高校、千葉女子高校、京葉工業高校、千城台高校、若松高校、桜が丘特別支援学

校を予定しています。こちらにつきましては建設局のほうが設計を行いますので、そちらから

伺っているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） そうしたら、美浜区にも幾つか県立高校があると思うんですけれど

も、そちらは周辺の整備状況なども踏まえて後ろのほうにやるという理解でよろしいでしょう

か。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 県立高校につきましては、今後全て整備の対象としていきますので、その後

に検討を行うと理解しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 美浜区は、若葉住宅地区については新しい学校ができるということ

で、そちらが整備されるというのを伺っていますし、あとは磯辺高校とか千葉西高校などは、



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

 

－66－ 

どちらかというと、逆に海側のほうに避難する形になるので、今整備されているところをうま

く活用するのではないかと私は理解しているんですけれども、分かりました。 

 あと、昨年内閣府の防災担当から、国として災害用物資ですとか、資機材等の備蓄状況を公

表するということで、年明けにその結果が公表されたと思うんですけれども、千葉市として、

この公表をされたことによる今後の何かしらの新年度の取組だとかというのはあるんでしょう

か。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 千葉市につきましては、国から出る以前からホームページ等で備蓄については公表している

ところでございます。いろいろ研修とかで、備蓄品はここのホームページに載っているので見

てくださいというような啓発を図っているところでございます。 

 あわせて、市としてはこういう備蓄をしているので、それに足りない部分、例えば、アレル

ギーのある方とか、医薬品だとか、そういったものにつきましては各自で備蓄するようにとい

うような啓発の材料にもしているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） この結果の公表についてというペーパーがあるんですけれども、そ

の中に、今後内閣府の対応ということで、地方創生交付金だとかを使って様々な支援を進めて

いきますということなので、これに準じて千葉市のほうでも、例えば、トイレの問題だとか、

備蓄を拡充していくとか、そういった取組を進めていくということでよろしいでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 備蓄につきましては、そういった国の指針と合わせて、今後アセスメント調査での被害想定

の結果なども出てきますので、そういったことも総合的に踏まえて、必要な物資の備蓄を検討

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。 

 次に、市民の防災意識の向上に向けた取組について伺いたいと思っております。 

 地震も豪雨も、この間でいうと大雪もあって、災害という形の意識を高めるための様々なき

っかけにはなっていると思うんですけれども、例えば、今はどのような防災意識を高める取組、

発信をしているのかということと、あと、やはり毎回防災意識を高めていくための発信を、１

か月に１回でも何らかの対策の取組ができないかということを質問しておきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 防災の啓発については、しつこいぐらい繰り返すというのがいいと思っておりますので、こ

れまでの千葉市で起きた令和元年風水害のタイミングだとか、そのほか東日本大震災、阪神淡

路大震災などのタイミングに合わせて、災害の特徴的だったものの対策について、メールだと

か、各種ＳＮＳだとかで情報発信を繰り返し行っているところでございます。 
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 現状毎月２回以上のペースでやっているところでございまして、今後もこういった取組を強

化していきたいと思っております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 千葉市はやっているほうではないかと思いますけれども、さらに情

報をぜひ発信していただきたいと思います。 

 最後に、１点です。予算のあらましにはなくて、マリンスタジアムの再整備の問題です。 

 これは現状と新年度、今後その方針決定までどうするのかというのもあるんですけれども、

取組と決定までの流れみたいなものを示していただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） マリンスタジアム再整備推進課長。 

○マリンスタジアム再整備推進課長 マリンスタジアム再整備推進課でございます。 

 現状ですけれども、今のマリンスタジアムを建て替えるのか、改修するのか、そういった大

きな方向性を含めまして、規模だとか、機能だとか、そういったことがどうあるべきかという

基本構想を策定しておりまして、その中で取り組んでいるところでございます。 

 基本構想につきましては、今は委託発注を今年度末まで延ばしたところでございますけれど

も、基本構想案を策定した後、チームだとか、千葉県だとか、そういうステークホルダーの関

係者の方の御意見を踏まえ、今後基本構想の案を公表していきたいと思っております。その後

はパブリックコメントという形になるかは分かりませんけれども、市民の方からの御意見を踏

まえて基本構想を策定する予定でございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） パブリックコメントをやるのかどうかということもおっしゃられて

いたんですけれども、今の時点で市民からの意見というのは何かしら寄せられていますか。 

○主査（伊藤隆広君） マリンスタジアム再整備推進課長。 

○マリンスタジアム再整備推進課長 今まさに基本構想をつくっている段階でございますので、

その案を公表させていただいて、何かしらの形で市民の方から御意見を伺いたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 委託期間が延びたじゃないですか。公表する期間も延びたというこ

ともあって、それに対して何か市民からの意見は出ていないかということなんですけれども。 

○主査（伊藤隆広君） マリンスタジアム再整備推進課長。 

○マリンスタジアム再整備推進課長 大変失礼いたしました。現時点で市民の方から何か文書

で要望とか、そういったことは来ておりません。千葉市からも、市民の方に御意見を伺ってい

るようなことは今のところはしておりません。 

○主査（伊藤隆広君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。今後、試合なども始まるということもあって、関心

が高まっていくと思います。また進捗が分かりましたらお伝えいただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 
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 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） 一問一答で、幾つか短くお聞きします。 

 もう大分出ていますが、避難所運営のことで幾つかお聞きしたいです。 

 活動についてのアンケートを毎年取られていて、直近で教えていただきたいんですけれども、

活動の実施率みたいなものを、以前はホームページで見られたんですけれども、今は見つけら

れなかったんですが、以前私が見て、質問したときは、大体活動している、していないという

のと、その活動内容について発表されていたという認識なんですけれども、その辺りの現状把

握はどのようになっているのかを教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 アンケートの結果概要をホームページで公表していると思いますが、少し確認させていただ

きます。 

 まず、１問目で活動の有無を聞いておりまして、これは令和５年度の活動分について聞いて

いるんですが、活動したと答えたのが154か所、活動しなかったと答えたところが19か所とい

うような結果が出ております。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） 今、お答えいただいたのだと、ほとんどしているように聞こえるん

ですけれども、全部で270か所ぐらいありますので、相対的に見ると、答えていないところも

含めると、活動していないか、しているか分からないという状況も含めると、大分まだ活動が

できているところが十分とは言えないと思っています。せっかくハードとか、備品とかがそろ

ってきていても、それをどう分けるかとか、実際に起きたときに何が起きるかというところが

やはり心配でならないと私自身思っていて。ここを推奨していくために、避難訓練のお勧めは、

毎年テーマを決めてやって、今回はマンホールトイレをやろうとか、都度決めてやってくださ

っていると思っています。 

 その中で、情報として避難訓練はどこでやっているかを避難所運営委員会が公表できないか

もしれないんですけれども、公表して、例えば、どこでも参加できるようにするとか、各区、

９月の時点では皆さん主要なところは公表されていますけれども、そうでなくとも他の自治会

の人とかが参加できたり、どこかで目に触れる機会がないとやはり不安にならないというか、

トイレがこんな状況なんだとか、展示などもいろいろ様々取り組んでいただいていると認識し

ているんですけれども、その辺の今後の後押しというか、避難所運営委員会に向けた後押しに

ついて、お金を出せばやるかというと、実はあまりそこまで、同じところがどんどん充実して

いって、備品も増えていってきちんとしていくだけで、高齢化しているような地域とかに、何

か対策を打たないといけないのではないかというあたりはどのようにお考えでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 避難所運営委員会は、先ほど活動しなかった理由としても、委員が高齢で活動が負担になっ

ているというような意見も出ておりますので、まずできる範囲でどういうことができるのかと

いうのをお示しする必要があると考えております。 
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 訓練につきましては、各区の重点会場には誰でも来ていいということで公表していますので、

まずそういう案内とともに、あと今は避難所運営委員会の活動事例集を大分前につくったまま

でございましたので、今はこれの更新を予定しておりますので、こういったものでほかの運営

委員会ではこういうことをやっているというのを、知っていただく機会をつくっていきたいと

思っています。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） ありがとうございます。 

 区によって、しかも活動率が大分違うような印象を受けておりまして、稲毛区はボックスが

あってそれを貸与するとか、指導者もいるということで結構進んで、全体でいうと、古いデー

タになってしまうかもしれないんですけれども、半分以上、７割ぐらいは活動できているんで

すけれども、若葉区とかだと46件中６件ぐらいしか訓練していないという昔のデータがありま

すので、その辺のバランスも区役所と連動などが必要かという思いがあります。 

 次に、避難行動要配慮者、こちらの計画の進み具合について、数字を出していただいている

んですけれども、今年はすごく多く策定していただけるということになっていますが、これは

何か作成の仕方が変わったのか、事業者が増えたのかとか、その辺りを教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 まず、本年度につきましては400件の作成を目指してやっているところでございます。本年

度は事業を開始してから４年度目に当たりまして、大分つくり方というものが固まってきてい

るところでございますので、そういったところがまず進んで件数が増やせるようになったのか

というところと、あと特に、今は医療的ケア児・者と呼ばれる人たちと関わっている福祉の専

門職の方と緊密に連絡を取っているところでございますので、そういったことの連携が進んで

いるというのも大きいと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） ありがとうございます。ぜひ早急に進めていただきたいんですけれ

ども、先ほども桜井委員のほうでも言っていましたけれども、同意が取れていないケースも多

いんですが、以前最初に数を確定させるときに、最大限ここまでつくらなければいけないとい

うときに同意が取れなかった方たちというのは、再度取り直すというか、そういった見込みは

あるのか。どうしてかというと、当時は関係性がない中で同意するか、しないかを聞かれたた

めに嫌だと言われたケースが多かったようなんですけれども、今後、進んでいくに当たって、

再度取り直すことはするのかということをお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 現在は同意の方を先に進めているところではございますが、同意しなかったからといってそ

れをつくらなくていいというものではございませんので、引き続き重要性とか、こんなものが

できるという事例を紹介しながら、同意を取れるように頑張っていきます。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 
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○副主査（渡辺 忍君） 最後に１点、またこの言葉で申し訳ないんですけれども、人口減少

抑制についてのところで、今回は決算審査の回答のところでいただいていた、こども・若者条

例があるからということで、若者の声を聞いていきながら千葉市を盛り上げていくというよう

なことが書かれていたと思うんですけれども、これに向けての、全庁的に条例の普及を旗振り

する、こちらで答えていただいたので、総合政策局のほうでも何か対策を考えられているのか

という点を聞かせてください。 

○主査（伊藤隆広君） 政策企画課長。 

○政策企画課長 政策企画課でございます。 

 こども・若者会議に関しては、こども未来局が若者施策の取りまとめということでやってい

く形になります。 

 総合政策局の関与なんですけれども、当然全体の計画をつくっている部門でもあるので、そ

ういった関与、何か政策を立案する際の支援だとか、連携だとかというのは進めていきたいと

考えておりますけれども、特に人口増加策との関係でいいますと、特に自然増の部分で、若者

が地域で活動していただくような機会をつくる必要があるだろうということで考えております

ので、それも人口増加策の一つにつながるだろうということがありますので、そういった政策

を立案する上での連携というのは進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 渡辺副主査。 

○副主査（渡辺 忍君） どうもありがとうございます。以上で大丈夫です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（伊藤隆広君） ほかに御発言がなければ、以上で総合政策局所管の審査を終わります。 

 総合政策局の皆様は御退出願います。ありがとうございました。 

［総合政策局退室］ 

○主査（伊藤隆広君） それでは、審査の都合により暫時休憩いたします。 

 再開時間は15時15分といたします。 

 

午後３時２分休憩 

 

午後３時15分開議 

 

○主査（伊藤隆広君） 休憩前に引き続き、分科会を開きます。 

 

各行政委員会等所管審査 

○主査（伊藤隆広君） 次に、会計室、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員及び議会所管

については、一括して審査をいたします。 

 資料は、サイドブックスのしおり４番でございます。 

 それでは、まず、会計室所管について、説明をお願いいたします。会計管理者。 

○会計管理者 会計管理者、折原でございます。よろしくお願いいたします。座って説明させ
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ていただきます。 

 当初予算案の概要の11ページをお願いいたします。 

 初めに、１、基本的な考え方ですが、適正かつ効率的、安定的な会計事務の推進に努めてま

いります。 

 次に、２、予算額の概要ですが、令和７年度歳出予算額は３億6,500万円で、前年度に比べ

１億2,300万円、50.9％の増となっており、手数料の増によるものです。 

 次に、３、重点事務事業ですが、令和７年度からの施策として、インターネット専業銀行等

からの口座振替ができるよう、楽天銀行、ペイペイ銀行、イオン銀行の３行を収納代理金融機

関に指定します。また、公金支払いに係る銀行振込手数料について、総務省の通知に基づき、

地方公共団体が適正な経費負担を行うとともに、国の地方交付税措置の対象となったことから、

令和７年度から有償化するものです。 

 振込１件当たりの税込み単価は、自行宛ては55円、他行宛ては132円で、千葉県内同一の単

価となっております。 

 会計室の説明は、以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 次に、選挙管理委員会所管について、説明をお願いいたします。選挙

管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長の清水と申します。よろしくお願いいた

します。それでは、座って説明させていただきます。 

 令和７年度当初予算の概要について、御説明申し上げます。 

 当初予算案の概要の12ページをお願いいたします。 

 初めに、１の基本的な考え方ですが、任期満了による参議院議員通常選挙の管理執行に万全

を期すとともに、選挙が適正に執行されるよう政治意識の向上を図り、明るい選挙の推進に努

めてまいります。 

 次に、２の予算額の概要でございますが、令和７年度の予算額は５億3,445万6,000円で、前

年度予算より4,195万9,000円、7.3％の減額となっております。 

 減額となりました主な要因でございますが、前年度は千葉市長選挙及び千葉県知事選挙に係

る経費を計上いたしましたが、今年度は参議院議員選挙に係る経費のみを計上したことにより

減となったものでございます。 

 なお、収入の主なものでございますが、参議院議員通常選挙費収入３億8,477万3,000円でご

ざいます。 

 次に、３の重点事務事業でございますが、令和７年７月28日に任期満了となる参議院議員通

常選挙を執行するための費用といたしまして、３億8,477万3,000円でございます。改選数につ

きましては、記載のとおりでございます。 

 説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 次に、人事委員会所管について、説明をお願いいたします。人事委員

会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会事務局長の桑本でございます。よろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。 

 当初予算案の概要の13ページをお願いいたします。 
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 初めに、１の基本的な考え方ですが、１つに、市政の担い手となる優秀な人材の確保に努め

ること。２つに、市職員と民間企業従業員の給与の均衡を図るため、職員給与等の報告及び改

定についての勧告を行うこと。３つに、職員の身分上、経済上の権利利益を、公平審査等によ

り保護すること。これらの業務を通じまして、本職員の適正な人事行政の執行に努めるもので

ございます。 

 次に、２の予算額の概要でございますが、予算額は１億2,992万7,000円で、令和６年度と比

較いたしまして332万1,000円、2.5％の減となっております。 

 主な理由は、職員構成の変動等による事務局職員の人件費の減、また職員採用試験の面接試

験会場について、令和６年度は千葉中央コミュニティセンターを一部使用しておりましたが、

大規模改修による閉鎖に伴い、全て本庁舎内で行うこととしたため、会場使用料が減となった

ものでございます。 

 次に、３の重点事務事業ですが、１点目は職員採用試験で、予算額は1,304万9,000円です。

上級、中級、初級、民間企業等職務経験者の採用試験及び障害者選考等を実施するものでござ

います。 

 ２点目は、職員給与等の報告及び勧告で、予算額は100万円です。民間企業従業員と職員の

給与実態調査を行い、市議会及び市町に対しまして、公民給与格差についての分析結果を報告

し、必要に応じて是正措置の勧告を行うものでございます。 

 ３点目は、公平審査等で、予算額は10万1,000円です。勤務条件に関する措置要求及び不利

益処分に関する審査請求に係る審査並びに苦情相談の処理を行うものでございます。 

 説明は、以上でございます。よろしくお願いします。 

○主査（伊藤隆広君） 次に、監査委員所管について、説明をお願いいたします。監査委員事

務局長。 

○監査委員事務局長 監査委員事務局長の西本です。よろしくお願いします。失礼して、座っ

て説明させていただきます。 

 当初予算案の概要14ページをお願いいたします。 

 初めに、１の基本的な考え方ですが、本市の行財政運営の健全性及び透明性を確保するため、

実施方針及び年間計画に基づき、人員等の監査資源を重点的に配分することにより、監査を効

果的、効率的に執行するとともに、監査の結果につきましては、市民や職員に分かりやすく情

報提供を行うよう努めてまいります。 

 次に、２の予算額の概要ですが、令和７年度の予算額は２億1,693万8,000円で、前年度と比

較しますと988万円、4.8％の増となっておりますが、主な理由は、職員構成の変動や給与改定

等により人件費が987万4,000円増加したことによるものです。 

 なお、歳入はございません。 

 歳出の主なものは、監査委員及び事務局職員の人件費２億1,094万2,000円で、全体の97.2％

とほとんどを占めております。 

 次に、３の重点事務事業ですが、（１）の監査事務599万6,000円は、定期監査、決算審査等

の各種監査、審査等に係る事務経費で、6,000円の増となっております。 

 説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 最後に、議会所管について、説明をお願いいたします。議会事務局長。 
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○議会事務局長 議会事務局、久我でございます。よろしくお願いいたします。座って説明さ

せていただきます。 

 当初予算案の概要の15ページをお願いいたします。 

 １の基本的な考え方ですが、二元代表制の一翼を担う議会として、その役割が十分に発揮で

きるよう、さらなる機能強化に取り組んでまいります。 

 また、広報の充実を図り、議会への理解と関心を高めるとともに、市民に開かれた議会の実

現に取り組んでまいります。 

 次に、２の予算額の概要でございます。議会費の総額は13億2,772万1,000円で、前年度と比

較し139万1,000円、0.1％の減でございます。 

 増減の主な理由ですが、議員及び職員の期末手当の支給月数の変更による増があったものの、

議員共済費の減及び市議会ホームページのリニューアル完了による委託料の減があったことに

よるものでございます。 

 なお、議会費のうち、議員と議会事務局職員の人件費である給与費は、10億7,731万2,000円

であり、前年度と比較し392万5,000円、0.4％の減でございます。これは、先ほど申し上げま

したとおり、議員共済費の減などがあったことによるものでございます。 

 最後に、３の重点事務事業でございます。千葉市議会だより発行事業として1,290万4,000円

を計上するとともに、議会中継事業では本会議や常任委員会等の生中継及び録画中継の予算と

して240万2,000円を計上してございます。 

 説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございました。 

 それでは、これより御質疑等に入りたいと存じますが、答弁に当たっては各所管より簡潔明

瞭にお願いいたします。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） それでは、一問一答でお願いしいます。 

 まず、人事委員会についてです。 

 女性の局長は何人で、その割合は幾つでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務長 職員数の関係は総務局でございますけれども、把握している数字で御説

明いたします。 

 総合政策局がゼロ名、総務局がゼロ名、財政局がゼロ名、市民局がゼロ名、保健福祉局が１

名、こども未来局がゼロ名、環境局がゼロ名、経済農政局がゼロ名、都市局がゼロ名、建設局

がゼロ名、教育委員会がゼロ名、以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 局長の女性は１人という感じですか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会でございます。 

 失礼いたしました。議会事務局が１人ということでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 分かりました。局長もお２人だけということですね。 
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 管理職の割合については前に聞いて、一番割合が多いところで、こども未来局が70.1％、少

ないところでは選挙管理委員会がゼロ％、人事委員会がゼロ％、水道局がゼロ％、都市局が

1.5％、建設局が1.5％というように、局によって女性管理職の割合にかなりのばらつきがある

ようですが、この点についての人事委員会の見解についてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。所管の範囲で構いませんので、お願いします。 

○人事委員会事務局長 人事委員会事務局でございます。 

 女性管理職の割合が局ごとにばらつきがあることについてですけれども、例えば、こども未

来局では保育士が多く、それに比例して管理職が多い。また、都市局や建設局などでは技術職

が多いため、現状では女性職員の数が少ないなど、様々な要因があると思われます。 

 そのような状況の中で女性を管理職へ登用していくに当たっては、管理職手前の主査級ポス

トに占める女性職員の割合を増やしていくことが必要であり、そのためには数値目標を定めて、

進捗状況を把握しながら継続した取組が必要であると考えています。 

 女性職員は、出産等のライフイベントによるキャリアの中断などもありますので、早期に

様々な経験を積むことができるような職員配置ですとか、家庭事情により時間制約がある職員

でも安心してポストを担うことができるような相互理解、支援がある職場環境を整備していく

ことが必要であると考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。女性職員の数がそもそも多いところは女性の

管理職が多いということでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 一般的にはそういう考え方になると思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） そうなると、例えば、選挙管理委員会には管理職の方が誰もいらっし

ゃらない、人事委員会もどなたもいらっしゃらないというのは、これはどういうことなんでし

ょうか。（「所管ではないのではないのか」と呼ぶ者あり） 

○主査（伊藤隆広君） 所管の範囲内であればお答えいただきたいと思います。（「答えては

駄目ですよ」と呼ぶ者あり） 

○委員（黒澤和泉君） でも、人事委員会は、女性の……（「違います。職員を採用するのが

人事委員会の職務です」と呼ぶ者あり）それだけではないです。昇進とかも関わっています。

（「いや、昇進は総務局のほうです」と呼ぶ者あり） 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局の所掌事務の中に入っていれば御答弁をお願いした

いと思いますが、入っていなければその旨を御回答ください。人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会でございます。 

 男性を配置するのか、女性を配置するのかも含めて、どのような職員を配置するというのは

人事委員会の直接の所管ではございません。男性であろうと、女性であろうと、そのポストを

担える職員が配置されているものと考えております。 

 以上です。 
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○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 千葉市では昇進試験がどのように行われているのか、お聞かせくださ

い。また、行われていない場合には、そのことについて人事委員会はどのように評価している

のか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 千葉市では、法に基づく人事評価を基礎に昇任選考を行っておりまし

て、主任級や主査への昇格に試験を課すいわゆる昇任試験というものは行っておりません。他

団体では、昇任試験を受験しない職員が増える傾向にある、昇任試験があることにより受験を

しなければ昇任しないで済むと考える職員も現れるなど、問題があると聞いており、背景には

就業を通じた自己実現の在り方ですとか、働き方に関する意識の変化があると考えております。 

 一方で、能力、意欲のある人材が挑戦、活躍できる制度の運用ですとか、それが可能となる

職場環境の整備には継続して取り組んでいく必要があると考えておりまして、本市では現在昇

任試験に代えて主査職から部長職までの立候補型の公募制度を設けておりまして、人事委員会

としましても当該制度の運用状況や他市の動向等を注視していきたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） では、所感についてお伝えします。 

 まず、人事委員会ですが、先ほども言いましたけれども、人事委員会の女性管理職はゼロ名、

どなたもいらっしゃらないということで、人事委員会では、公平審査等のあらましにも書かれ

ていましたけれども、勤務条件に関する措置、要求及び不利益処分に関する審査請求に係る審

査を行っていらっしゃるということで、働き方が、先ほどおっしゃっていた出産や育児を女性

が担っているからというお話であるとすれば、男女共に余裕のある働き方をしなければ女性の

働き方がよくなっても、男性の働き方がよくならなければ、結局女性から男性にその負担が行

くだけだと思います。そこら辺も考えていただきたい。 

 また、人事委員会が、男女共に女性の管理職を増やしていきたいという方針であれば、人事

委員会のほうからやるべきではないのかと思います。 

 人事委員会については、以上です。 

 次は、選挙管理委員会についての質問をしたいと思います。 

 最初に、立候補予定者説明会の開催日時はどのように決定しているのでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 立候補予定者の事前の準備もあると考えられることから、大体告

示日のおおむね１か月半から２か月前までを目途に開催することとして、事務局のほうで決定

しております。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 立候補者の多様性を担保するためにも、選挙とか政治活動とかに今まで全く関わったことが

ない方も立候補できるように、もっと前に説明会を開催する、もしくは基本的な情報だけでも

常時オンライン、ホームページなどで公開してもいいのではないかと思うんですが、市の見解

をお聞かせください。 
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○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 投票日が当然決定する、あるいは法改正等を考えられることから、

基本的にはおおむね過去からもう大体このぐらいの、１か月半から２か月前までをめどに開催

をしております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 立候補予定者説明会に出席できなかった場合、配付される資料を受け

取る方法について教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 立候補予定者説明会に出席できなかったことにつきましても、説

明会終了後告示日までの期間につきましては、市の選挙管理委員会事務局のほうに御連絡いた

だいて、お越しいただいて配付する、あるいは当然のことながら書類についても説明を行って

いるところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。それは安心しました。ぜひそれの周知も図っ

ていただきたいと思います。 

 今回の予算の３億8,477万3,000円について、その内訳を教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 それでは、予算書のほうで説明をさせていただけるとありがたい

んですが。予算書の106ページになります。 

 そちらの右側のほうに説明とあるんですけれども、そちらを基に説明させていただきますと、

参議院議員選挙費の内訳といたしましては、まず選挙管理委員会の事務補助職員等の会計年度

任用職員の人件費として689万1,000円、開票管理者や立会人報酬のほか、開票所の設営、撤収

等の開票所経費といたしまして2,012万4,000円、ポスター掲示場の製作や選挙公報の折り込み

等の公営施設費として7,521万6,000円、投開票事務従事者の手当や投票所入場整理券の作成、

郵送のほか、選挙時啓発等の準備事務費といたしまして１億7,099万4,000円、投票管理者や立

会人の報酬のほか、投票事務に従事する人材派遣等の投票所経費といたしまして8,339万3,000

円、期日前投票の投票管理者や立会人報酬のほか、期日前投票事務に従事する人材派遣等の期

日前投票所経費といたしまして2,815万5,000円となっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。ポスター掲示板の製作に7,521万6,000円かか

っているということで、非常に選挙ポスター看板の費用が多いと思うんですけれども、これは

前に選挙をやるたびに設置して廃棄するということをお聞きしたんですけれども、選挙ポスタ

ー看板について、複数回使えるような看板にするなど、毎回新たに購入し廃棄するという流れ

からの脱却について、何か施策を考えられているか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 選挙のポスター掲示場につきましては、実際に設置する選挙の種

類や区画数等が毎回やはり異なるということで、区画数が、例えば、今回市長選挙を予定して
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おりますけれども、６区画から知事選12区画といった形で区画数にかなり差があるため、選挙

ごとに製作しているというところでございます。 

 さらにポスター掲示場につきましては、法令により設置数が定められており、今回の市長選

挙におきましては市内1,196か所です。掲示場所についても、投票所となる学校や保育所など

も含まれておりまして、こちらのほうに長期間設置するということは、やはり安全面ですとか、

あとは維持管理、構造上そんなに強いものではございませんので、そういったものの面から難

しいものと考えております。 

 また、設置費用につきましては、国政選挙につきましては国、あと県の選挙につきましては

県のほうから設置、撤去の費用が出るということで、選挙期間以外の維持管理等の費用という

ことについては措置されませんので、そうすると全て市費から出すというような形になってし

まいますものですから、ポスター掲示場については選挙ごとに国なら国のお金、あるいは県な

ら県のお金を使って設置するほうが市にとっては負担が少ないということになります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。では、所感についてお伝えします。 

 やはり毎回廃棄するというのはもったいないということと、廃棄の費用もかかっているので

あれば、予算的にも、国や県から出ているとは言いますけれども、結局市民の方の税金から出

ているということで、有効活用する方法も少し考えるべきなのではないかと思っています。 

 例えば、東京都の港区では、使用した掲示板の再利用を行っていて、希望があれば選挙管理

委員会に連絡するようにホームページで案内されているそうです。主な寄贈先としては、学校

や保育園などで、学園祭などの際に看板などに活用されているそうです。 

 また、宮崎市ではさらに大規模に譲渡を実施しているそうです。市内の小中学校や市役所の

各課に譲渡されていまして、前回の衆議院選では使えるものはほぼ全て譲渡されたようです。

例えば、ある小学校では選挙用ということで防水タイプのベニヤが多く使われていたというこ

とを生かしまして、植物のプランターを載せる台座として利用されているそうです。 

 千葉市は、脱炭素先行地域でもありますので、資源を無駄なく活用するためにも、そのよう

なやり方を他部局と調整するなどして考えていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。野本委員。 

○委員（野本信正君） それでは、少し質問をさせていただきます。 

 最初は会計室です。 

 収入証紙についてお伺いします。11種類あると聞いておりますが、証紙の利用状況について

お示しいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 会計管理者。 

○会計管理者 令和５年度に決算における千葉市収入証紙の売りさばき状況は、合計１万221

枚で、11種類ありますが、大きい金額から１万円が2,458枚、5,000円が1,080枚、3,000円が

1,183枚、1,000円から30円まで８種類ありますが、その合計で5,500枚でございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 
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○委員（野本信正君） 証紙については、使用性が問われていて、廃止する旨を聞いておりま

すが、いつまで続けるのか。証紙に代わるものは何か、お答えください。 

○主査（伊藤隆広君） 会計管理者。 

○会計管理者 証紙につきましては、現在検討を進めておりまして、令和７年、今年の秋に千

葉市収入証紙条例の廃止について議会にお諮りをして御審議いただくとともに、新たな徴収方

法への移行準備や市民への周知を行うこととしておりまして、令和７年度末を目途になるべく

早い時期で千葉市収入証紙を廃止できるよう検討準備を進めております。 

 証紙廃止後の徴収方法としては、キャッシュレス端末を活用したクレジットカード、スマホ

決済等、また現金での納付や電子申請でのペイジー納付、または納入通知書での納付を検討し

ております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、新庁舎の椅子についてであります。改めて価格について質問し

ますが、職員用、局部長用、市長・副市長用の、それぞれの価格について、いま一度お示しい

ただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 会計管理者。 

○会計管理者 令和４年度に購入しました椅子の１脚当たりの購入価格ですが、税込みで一般

職員用は６万2,480円、局部長用は11万6,380円です。また、市長・副市長用の椅子はともに、

秘書課で１脚当たり税込み18万9,750円で購入したと伺っております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 購入時に椅子の効果について説明がありました。私は局部長は高過ぎ

るし、市長や副市長は高過ぎると言ったんですけれども、職員の６万2,000円は効果が上がれ

ばそれでいいのではないかと申し上げたと思いますが、改めて効果について説明をお願いしま

す。 

○主査（伊藤隆広君） 会計管理者。 

○会計管理者 新庁舎の職員用の椅子ですが、令和３年10月に策定した新庁舎什器整備方針に

基づき、健康面や安全面を考えた機能を備える仕様のものを導入いたしまして、令和５年度に

新庁舎整備課が職員に行ったアンケートによりますと、姿勢が楽、座り心地がよい、長時間座

っても疲れないなど、職員から高評価を得ているところです。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 高評価をいただいている職員は新庁舎だけなんでしょうか。区役所等、

そのほかの施設での職員はこういう効果のある椅子に座れないんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 会計管理者。 

○会計管理者 本庁舎以外の一般職員の椅子につきましては、平成26年度以降の椅子は、背面

クッションや肘かけ、５本脚など、健康、安全面に配慮をされた椅子となっております。また、

25年度以前のものも含めまして、区役所等で実際使用されておりますが、椅子に不具合があれ

ば随時26年度以降の椅子と交換しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 椅子を交換もすると言っていますけれども、耐用年数といいますか、
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およそ何年ぐらいが使えるのかということと、古い椅子を使い健康によくない職場はあるのか、

ないのか、お伺いします。 

○主査（伊藤隆広君） 会計管理者。 

○会計管理者 椅子につきましてですけれども、耐用年数は８年と言われておりますが、実際

に不具合が発生しましたら交換していますが、耐用年数にかかわらず今は実際に使っていると

ころでございます。 

 また、職員の健康障害の防止等につきましては、区役所等の衛生管理者の職場巡視等を通じ

てチェックされ、不具合また安全かどうかについては措置されているところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 緑区役所を回った議員から報告を受けたんですけれども、緑区役所の

市民総合窓口の椅子は、36年使っているそうです。この古い椅子で、リサイクル店に行っても

買えそうもない骨董品です。これを使っている職員はかなり腰が痛くて困っているようです。

本庁舎だけではなくて、こういう古い椅子は直ちに換えてあげるべきだと思います。この写真

を帰りにあなたに差し上げますから、直ちに換えてやってください。どうですか。 

○主査（伊藤隆広君） 会計管理者。 

○会計管理者 区役所ですけれども、緑区では古い椅子の比率が64％、一方中央区では20％と

差がございます。古い椅子につきましては、区役所の現場と相談しながら適切に措置していき

たいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 政令市になって32年です。36年というと政令市の４年も前から使って

いる椅子にまだ座らせているというのはよくない。ぜひ急いでやってください。 

 次に、選挙管理委員会についてお伺いします。 

 投票所が遠くて歩いていけないというところがたくさんあります。若葉区などは若松小学校

とか、あるいは泉地区とか、それから加曽利中学校などです。もっと近くに投票所をつくって

くれれば行けるけれどもと、こういう人はたくさんいますが、それに答えるべきではないです

か。いかがですか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 投票所の増設につきましては、地元自治会などの要望を受け、各

選挙管理委員会におきまして有権者数、あるいは小中学校の通学区域等を含めた地域の実情、

それからあとは大きいですが、投票所として使用できる施設の有無、投票管理者、立会人等の

人員の確保及び税制負担などを考慮して、総合的に勘案した上で判断しているところでござい

ます。 

 今現在でも投票所として使用できる施設、こちらがなかなか厳しいというような形の中で今

現在に至っています。引き続き投票環境の改善のためにも研究してまいりたいと思っておりま

す。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私は、被選挙権を得てから54年、議員生活も54年になりますけれども、

その頃は市議会議員とか衆議院といえば、投票率は60％はいっていました。今は30％台でしょ

う。これはやはり民主主義の危機だと思うんです。そういう点で、やはり改善が必要です。 
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 郵便投票改善の見通しはどうでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 投票困難な方々の投票機会を確保するということは重要な課題だ

と思っておりまして、改善の必要性は認識しております。 

 郵便投票の改善につきましては、指定都市の選挙管理委員会連合会などを通じて国に法改正

を要望しているところでございます。令和６年度の法改正要望というのを実施いたしまして、

その中ではやはり障害者等の選挙権行使を容易にするための制度改正ということで、郵便投票

の適用対象者の範囲の拡大あるいは点字投票が可能となるような要望を本年もしたところでご

ざいます。 

 現状でございますけれども、平成29年に総務省が投票環境の向上方策等に関する研究会とい

うものを設置いたしまして、そちらの報告書で現行の要介護５から要介護３までの拡大を提言

されているということですとか、あるいは令和５年４月26日衆議院の政治倫理の確立及び公職

選挙法改正に関する特別委員会といったところで、こちらでも郵便投票の改善というところに

ついては取り上げられておるところですけれども、現状は法改正が必要な部分でございますの

で、法改正に至っていないというところが現状でございます。今後もその動向につきまして注

視してまいりたいと思っております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 今は要介護５だけですかね。ですから、これはやはり３以上というの

は緊急にやるべきだと思うので、千葉市の選挙管理委員会も積極的に発言していただきたいと

思います。 

 次に、病院とか高齢者施設などで、その施設の中で投票できる基準というのはどうなってい

ますか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 不在者投票のできる施設、病院の中あるいは老人ホームなどの高

齢者施設といったところで、施設の中で投票できるというような制度がございまして、そちら

につきましては各区の施設のほうから市区町村の選挙管理委員会に申請いたしまして、県の選

挙管理委員会のほうで現地調査を行った上、指定しているところでございます。 

 指定の基準につきましては、病院で病床数が50床以上、老人ホームで収容定員が50人以上と

なっております。 

 しかしながら、千葉県では50床未満であったとしても、適正な管理が行えるということで判

断されるものについては指定するというような形になっておりますので、それらを踏まえまし

て、指定の申請をこちらのほうでも受付をしているところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 可能施設が147ということですけれども、このうち施設内で投票でき

ている数は幾つですか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 市内の147施設のうち、入所者につきましては市外の選挙人名簿

に登録されている方もいらっしゃいますので、全ての数について把握はしておりません。 

 なお、千葉市の各区の選挙人名簿に登録されている者のうち、市外施設を含めた147施設プ
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ラス市外の病院等も含めた施設での投票者、市内の選挙人に関しましては、昨年の衆議院議員

選挙での不在者投票者数は2,019人となっております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 県との関係で市だけの責任ではないと思うんですが、こういう施設の

方々が不在者投票をきちっとされていけば、それだけ投票率も上がるし、やはり有権者の意思

を尊重する民主主義の根幹ですから、このことについても大いに努力して投票率を上げていた

だきたい、このようにお願い申し上げておきます。 

 次に、監査委員事務局ですけれども、監査の結果、改善された事務はあるのか、お伺いいた

します。 

○主査（伊藤隆広君） 監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長 監査では、不適切な事案を当該事案のみにとどまらせず、原因を究明し、

制度や体制に問題がある場合には、それ自体の改善を求め、全庁的な事務改善などにつなげる

よう努めております。 

 例としましては、通常一連で保存されている支出負担行為と支出命令の保存期間が異なって

おり、誤廃棄の事例が見受けられたことから、保存期間を統一するように求め、制度が見直さ

れたもの、また公有財産の管理につきまして、現地調査の必要性と併せて、管理に不慣れな所

管でも現況把握が可能となるように、制度所管課に対し現地調査のためのチェックリストの作

成を求め実現したものなどが挙げられます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 今、監査委員は４名ですか。それで、その中に議員が２名いるわけで

すけれども、どのような役割を果たしていますか。 

○主査（伊藤隆広君） 監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長 監査等を行うに当たっては、様々な観点からの知見が必要と考えており

ます。日頃から市民と身近に接し、幅広い市民感覚を持ち、議員活動により行政全般に通じて

いる議選の監査委員がいることで、市民感覚や議会で議論をしている論点等を踏まえた実効性

のある監査につながるものと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） さすがに実効性がないとは言えないでしょうね。それに、議員は議員

自体が、やはり二元代表制で市の行財政をチェックするというのが仕事なんです。 

 ところが、監査委員になると、議会での発言を控える慣習があって、一言も発言しない。そ

の間、やはり議員としてのチェック機能がそれだけ弱まってしまう、できないわけです。質問

もできませんから。そういう点で、監査委員に議員を選出するのはいかがなものかなと私はず

っと思っていました。 

 他自治体で、議員選出の監査委員がいない自治体はどの程度ありましょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長 全国の状況ですが、把握しているところで60ほどの自治体で廃止してお

ります。指定都市では該当がなく、都道府県では大阪府のみ、県内市町村では銚子市のみが該

当しております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 
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○委員（野本信正君） 銚子市だけということでありますが、こうことは改善されていかなけ

ればいけないことなんですけれども、監査委員事務局に言っても致し方のないことなのかもし

れませんが、こういう事実を議会の場で明らかにしていくことは大事だと思って主張しており

ます。耳障りな人もいるかもしれませんが。 

 次に、人事委員会事務局についてお伺いします。 

 職員給与の値上げの勧告をなさっておりますけれども、これは国から指示があるんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会で実施している職員の給与に関する報告及び勧告の内容に

ついて、国から指示を受けることはございません。 

 なお、地方公務員法の中で、職員の給与は民間給与だけでなく、国家公務員の給与について

も考慮しなければならないとされておりまして、国の制度等も踏まえながら勧告を行っている

ところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 神谷市政が４年になりますが、この間何回勧告したのか、お尋ねしま

す。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 神谷市長が就任した令和３年３月以降、毎年度、計４回の勧告を行っ

ております。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 民間との格差を是正するために公務員、千葉市職員の給与の引上げを

勧告するということですね。これは職員にとって大変よいことだし、今は実質賃金を下回る状

況がずっと続いている中で、大切なことだと思います。 

 勧告は職員について行っていると思いますが、いつも特別職も引上げをしている理由につい

て、私はどうも納得できないんですけれども、人事院の勧告は特別職まで引き上げてもいいと

いうことは言っていないですよね。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会でございます。 

 人事委員会の勧告の対象は、一般職の職員となります。特別職の期末手当は、従前より引き

上げるときも、引き下げるときも、一般職の職員の期末勤勉手当の支給月数に合わせて改定を

行っていると聞いているところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） ですから、言うならば、特別職や議員は一般職員の給与の引上げに便

乗して自分たちも上げてしまっているんですよ。だから、自分たちのことを考えて上げている。

市民のことを考えているかどうかというのは疑問に残るわけです。その分を市民の福祉向上の

ために使えばいいと我々はいつも主張し、それには反対しているんですが。そうすると、人事

委員会事務局は、特別職の値上げをしてくださいということは一度も言ったことはないと。あ

くまで便乗値上げだということですね。答弁は要らないです。 

 最後に、議会事務局にお伺いします。 

 先ほど質問があって、２名しかいない女性局長のお１人で、御苦労さまでございます。新議
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事堂についてでありますけれども、議員からの感想や改善提案はございますか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 議員の皆様から特にお声は伺っておりませんけれども、新庁舎への移転に伴いまして環境は

整ったものと認識してございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 傍聴に来られる市民が多数おります。その中で、傍聴に来られた市民

の方から、意見や改善提案等がありましたでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 旧議事堂棟では、傍聴席に移動する際、階段を上り下りする必要がございましたけれども、

新庁舎になりまして傍聴受付から傍聴席までがフラットな動線となってございまして、傍聴が

しやすくなったと伺っております。 

 また、令和６年第３回定例会から、傍聴席に設置されたモニターに議員、説明員の発言が表

示されるようになったことで、議事の内容が理解しやすくなったという御意見もいただいてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私も古い庁舎のときは、我々が執行部の答弁を聞くときも歯切れのい

い人と悪い人の発言によって聞こえづらい人があったけれども、最近は大分よくなりました。

傍聴席も大分聞こえやすくなった、ヒアリングループがついたということで喜んでおります。 

 最後ですけれども、事務局の事務室の使い勝手はいかがですか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 事務室についてでございますけれども、正副議長室や各委員会室、傍聴席との動線を考慮い

たしまして、同じフロアに事務室を配置したことによりまして、正副議長との連絡調整、本会

議や委員会開催時の傍聴手続などの対応が行いやすくなったと感じております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私も新庁舎になってから多少回ってみたんですけれども、事務室で窓

がないところは議会事務局と秘書課なんですね。 

 窓がないということは、やはり息苦しさがあるのではないかと。そこでずっと事務をすると

いうのは大変だなと同情しております。何か議会事務局は、議会がないときは議事堂のほうの

窓を開けて明かりを入れているようですけれども、私は正副議長室が窓際にあって、事務局が

中にある、これは反対にすればよかったと。正副議長などは中にいて窓がなくたっていいので

はないかと。事務局職員は毎日仕事をしているんだから、やはり窓があるところに、こうした

ほうがよかったのではないかという感想を持っているということだけ述べて、終わります。 

 以上です。 
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○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） お願いいたします。 

 １つは、人事委員会なんですけれども、市内企業で働いていらっしゃる方々の給料の平均は、

それぞれ企業からアンケート調査をいただいて、それで、市の職員の給与よりも低ければ市の

職員の給与を下げたり、あるいは調査によって民間の企業のほうが高ければ市の職員の給与も

上げると伺ってきていますが、実際、ここ５年間ぐらい、民間企業からのアンケート調査で全

体の何社ぐらいアンケートに答えていただいているのかというのを伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会でございます。 

 直近５年で申し上げます。母集団といいますか、全企業を調査するわけではなくて、標本事

業所というものを決めた上で、そこを幾つ調査したかということでございますけれども、令和

６年度につきましては、98の標本事業所が選ばれ、86を調査しております。令和５年度につき

ましては、99の標本に対し、83を調査しています。令和４年度については、100の標本に対し

て89を調査しております。令和３年度については、100の標本に対して、87を調査しておりま

す。令和２年については、103の標本に対して、88を調査しております。標本と調査の差とい

うのは、調査が調査期間内に完了しなかった、企業側から十分な協力が得られなかったような

例で差があるということでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。５年前から事業所の方にお願いしても少し

減りつつあるのかと。ここに来て割合的には同じぐらいの、あるいはまた令和２年と比べます

と、答えていただいている民間企業が若干割合的には増えているかというのがこれで見えてま

いりました。その中で、この５年間調査するに当たって、一般職員の方、あるいはその次の、

千葉市でいえば主査とかいろいろありますけれども、その次の課長とか、部長とか、局長とか、

あるいは社長、経営者ですね、そういった方々のお給料全体の平均と私は思っていたんですが、

その辺の調査の内容というのはどのようになっているのか、改めて伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会でございます。 

 まず、調査する企業の大きさというところから申し上げますけれども、正社員ベースで、企

業規模が50人以上かつ事業所規模50人以上の調査、そこから標本が選ばれて、その事業所を調

査することとなります。 

 その上で、１つの企業の中をどうやって調査するかと申しますと、この公民の給与の比較と

いうのが、役職、学歴、年齢の３つの要素に着目しまして、それぞれ、例えば、公務の課長に

該当するであろうという人がいれば、民間でもその人は課長として取るというような形で、デ

ータを一つ一つ組織を見ながらピックアップしていくという調査を行っているところでござい

ます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。そうしますと、今、いみじくも課長と挙げ
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ていただきましたけれども、役職でいうとどこまで調査しているのか、改めて伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会でございます。 

 まず、一般の係員から、主任、係長、課長補佐、課長、部次長、部長、支店長、事務職で申

し上げますと民間におけるこういった役職段階を調査しております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。ある程度細かく調査をしていただいているというのが

分かりました。 

 支店長というのがありますけれども、支店長は千葉市でいうとどの辺りの役職に当たるとお

考えなのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会でございます。 

 まず、企業規模で役職の段階、対応関係を分けているところでございます。支店長というの

は、企業規模が500人以上のところで、50人以上がいる支店というものを名乗っている長でご

ざいますけれども、その支店長を調べまして、それは千葉市でいう局長と対比させているとい

うところでございます。 

 また、100人以上500人未満の事業所につきましては、千葉市でいう参事、技官級、100人未

満の事業所におきましては、課長級として比較対応を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。いろいろな役職がありますけれども、それ

でも千葉市の役職と照らし合わせながらうまい具合に出していただいているのかと。その中で、

民間企業よりも低いとか、高いとかと毎年言っていただいて、それで出していただいていると

いうのが分かりました。 

 市長については、やはりこういった市長というのがほかでなかなか見当たらないのかもしれ

ませんけれども、先ほど言っていただいた500人以上、50人未満ですか、そういったところで

も局長とありますので、市長が局長よりも低いというわけにいかないと思いますので、その意

味でこれらが反映されて、かつ市長自らが上げる、下げるを考えていかなければいけないんで

すけれども、こうしたことが加味されて、世間一般で言われているような状況下に少しでも近

づけているのではないかと思いますが、人事委員会はどのようなお考えなんでしょうか、伺い

ます。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会でございます。 

 人事委員会の勧告としては、あくまでも一般職の職員ということになりまして、特別職につ

いて何か上げる、下げるについて述べる所管でないと申しますか、立場にないということにな

ります。申し訳ございません。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。今、いろいろ伺ってみて、やはり千葉市でいえば局長
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に当たるところまでは対応できていると思いますし、市長自らもいろいろ生活もしなければい

けないし、その給料の中から選挙の費用もためなければいけないしと、いろいろと私たちと同

じような立場にいらっしゃるということもありますので、この職員の皆さんの給料を上げる、

下げるの中で、御自分たちの給料もお決めになっていると。また、決めてもいいということに

位置している以上、それで私としては納得したいと思います。 

 あと、先ほど椅子の件で会計室のお話を私も聞いておりまして、椅子が何十年たったから、

壊れているんだったらやはり換えたほうがいいと思いますけれども、リクライニングに少し寄

っかかっただけで後ろに倒れてしまって、ひっくり返って頭でも打ったらそれこそ大変ですの

で、その意味でいいますと、壊れていないけれども使えるというのは物を大事にしたり、ある

いはまた廃棄物をそんなに出さないで済むということとか、廃棄するにもお金がかかりますの

で、その辺は勘弁していただきたいです。 

 でも、そうは言っても労働安全衛生上、やはりこの椅子が自分にはとても合わないとか、足

が長くて胴が短いので机にどうも収まり切れないとか、そういうパターンがあると思うんです。

働き方の中で、その人によって、がたいの大きい人、あるいは私みたいに小柄で足が短くて胴

が長いというのは反対にいるんですけれども、そういった人たちに対する対応策というのは、

その一つ一つの椅子で対応が取れるんだったらいいんですけれども、取れないようだったらば、

先ほど腰が痛いなどというお話もありましたから、そういった労働安全衛生委員会のほうから

椅子を買う、整えるということに関して、会計室に何か意見とか要望とかが来ていますでしょ

うか。 

○主査（伊藤隆広君） 会計管理者。 

○会計管理者 各所管から要望をいただきまして、それに対して払出しをしております。そう

いう意味で顕在化していないものがありまして、今回ありました緑区のほうにはぜひチェック

してくださいということでお願いをしております。あと、私が花見川区役所にいたときには、

巡視のときにそれぞれの現場を見てチェックするようにしておりましたので、職員の健康障害

の防止は大変重要なことですので、チェックされて措置されるように適正にしたいと思います。

ただ、一時的に需要が高まり過ぎても厳しいので、古くて、本当に不具合のあるものについて

は適正に措置していきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。いろいろと詳しく教えていただきましたの

で、それぞれ、その時々にきちんと会計室でも対応していただいているということと、今後そ

ういう声を聞きやすいと申しましょうか、労働安全衛生委員会と連携して、一人一人の働きや

すい椅子とか机、そういったものを配置していただければと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 一問一答でお願いします。人事委員会と議会事務局の２つに質問しま

す。 

 まず、人事委員会なんですけれども、採用倍率が数年前と比べて大分下がっているというの

を決算のときとかに、たしか話をしたと思うんですけれども、例えば、教養試験とか専門試験

がない行政Ｂだったり、社会人枠を増やすようなことを検討したらどうかみたいな話を、たし
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かした記憶があるんですけれども、現在の検討状況だったり、今後の方針について、現状をお

聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会でございます。 

 受験者数が基本的には減っていく傾向が見られている中で、どうやって人を確保するかとい

うことで、主に公務員になるための試験勉強の負担というのを軽減していくという取組を今は

進めています。 

 今年度につきましては、上級相当の技術、それから資格免許職につきまして、いわゆる教養

試験というのは廃止して、専門試験だけにしたりですとか、そういった取組をしてまいりまし

た。今、行政Ｂとおっしゃられたかと思いますけれども、教養試験のみということで、これも

簡易な形になっていますけれども、今後、来年度に向けては一部の職種について、民間で採用

されているような選考ツールを使った、民間企業と併願がしやすいような形での試験の実施に

ついて、今は準備調整をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） では、来年度以降の倍率がどう変わっていくか、注目してみたいと思

います。ぜひ取組をお願いします。 

 最後に、議会事務局なんですけれども、議会だよりについてなんですけれども、数年前か、

２～３年前ですか、市政だよりに折り込む形で一体型にしたと思うんですが、前後で問合せ状

況とか反応、影響、市民からの反響とかが、どのように変わってきたか、議会がより注目され

てきているのか、その辺りを分かる範囲で教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 調査課長。 

○調査課長 議会事務局調査課でございます。 

 紙面のリニューアルは令和２年12月号から行ったところなんですけれども、その後に市民に

対してアンケートを行っております。その際に、見やすくなったであるとか、あとは記事のレ

イアウトや分かりやすさに対する評価というのが高くなって、読者満足度が向上したというこ

とを確認しております。 

 あとは、読者の方の４割が市政だよりへの折り込み後から読み始めたと回答をいただいてお

りますので、折り込みをすることによって新たな読者の取り込みにも成功したと感じておると

ころです。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ４割が新規で読むようになったということで、このまま継続して議会

だよりを折り込みしていただきたいですし、あとレイアウトとか、さらなる改善を今後もして

いっていただいて、議会がより注目されるような広報をできればお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ぱっぱっぱとできるだけ簡潔に質問できるように努力していきます。

各課１個ずつぐらいで、一問一答で質問していきたいと思います。 
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 まず、会計室からです。 

 新庁舎の整備がございました。このように大きな形で新たな物品の取得管理が必要になると

いうことで、先ほどから話もありましたけれども、廃棄もしないといけない。また、状態確認

をしないといけない。廃棄をするためには、簡単に捨てるというわけではなく、内部承認の手

続も必要だったと理解していますし、先ほど少し出ていましたけれども、再活用という話もあ

りました。先ほど来から椅子の話がすごく出ていますけれども、私が見たときは、椅子とか机

は運び出されていたので、再活用されていたのではないかという印象を持っています。どれぐ

らい再活用したのかというのも気になっていますけれども、いずれにしろ、そういったことを

大がかりにやっていく上で、適正な運用が物すごく大変な作業だったのではないのかと思いま

す。 

 大変だったんですねと言ったら、そうでしたで終わってしまうと意味がないので、具体的に

は物品管理簿をしっかり運用するというか、適正にチェックする、管理するということが真っ

当になるのかと思いますので、その体制であるとか、新庁舎整備に伴ってそういう運用状況を

把握させていただきたいと思います。お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 会計管理者。 

○会見管理者 物品の管理、チェック体制ですけれども、千葉市では物品会計規則に基づきま

して、各所管課長を物品管理者、各課長補佐等を物品取扱員として、各所管における物品の出

納、保管、記録管理を行っています。 

 物品のうち、税込み２万円以上のものを備品として備品明細一覧表に掲載しております。財

務会計システムにより登録しております。物品管理者は毎年度１回以上記録内容と使用状況と

を照合し確認しておりまして、会計管理者は各所管の物品の出納保管に関する事務について検

査を行っております。 

 また、備品のうち職員の机、椅子とかは庁用備品として管理しておりまして、本庁舎は令和

５年度から新庁舎整備課が一括管理し、本庁舎以外は会計室が一括管理しています。 

 新庁舎整備に伴う運用状況についてですけれども、新庁舎移転に伴いまして旧庁舎等で使用

していました庁用備品は、状態確認を行った上で、机は400台、椅子は約1,400脚を再活用する

など、転用または廃棄しまして、備品出納簿を移転後の内容に更新いたしました。 

 また、一般備品については、かなり数がありましたので、令和５年度末に会計室が全庁調査

を行った上で、業務委託により一括して備品登録内容を移転後の内容に更新いたしました。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。業務委託して成功だと思います。これはま

ともにやらせたら本当に職員が潰れてしまいます。いつもと同じペースだったら本当にもたな

いだろうと思って外から眺めていましたけれども。再活用の状況もよく分かりました。ありが

とうございました。 

 続いて、選挙管理委員会事務局についてです。 

 まず、衆議院選挙、以前の話ですけれども、コロナ禍のときには期日前投票所の混雑状況を

ライブ配信してくださったりして、混雑状況が非常によく分かったというような記憶があるん

ですけれども、この間の衆院選のときにはそういった配信はなかったと理解しています。 
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 それに対して、市民からの要望の声であるとか、混雑が悪化したという状況の変化などはな

かったでしょうか。お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 新型コロナウイルス感染症の流行に伴いまして、分散投票といっ

たことが求められましたため、令和３年の衆議院選挙から、市のホームページ上で各期日前投

票所の当日の混雑状況を表示するサービスを導入いたしました。 

 これは非常に安かったものですから簡単に入ったんですけれども、その後、新型コロナウイ

ルス感染症が５類に移行したということで、業者が令和５年７月31日をもってそのサービス自

体をやめてしまったということがございました。同様のサービスも検討したんですけれども、

実態としては特に混雑するのはやはり最終日の投票日前日の土曜日がほとんどであるというこ

とで、あと実際に同様のサービスを導入した場合の費用が若干お高い状況ということもありま

して、また入場整理券の封筒、チラシ、ホームページ、あるいはＳＮＳにつきましては、要す

るに最終日が混雑するということで、期日前投票をされる方につきましては前倒しを御検討く

ださいというような案内をすることといたしました。したがいまして、令和６年の衆議院選挙

からは、過去の混雑実績から予測した混雑予測というものを市のホームページに公開すること

としたところでございます。 

 先日の衆議院議員選挙につきましては、中止したことによる市民からの苦情ですとか、ある

いは問合せということはなかったと聞いております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） そういった問題が起きなかったということなんですけれども、リアル

配信をしていただいたことを知る者としては、あれはすごくよかったです、あれは非常に混雑

状況がリアルに分かるということで、なので、引き続きノウハウはちゃんと残しておいたほう

がいいのかと。 

 というのも、今回はもう土曜日ぐらいしか混まないというお話もありましたけれども、実際

には、例えば、気候の状況、台風が週末に来ます、大雨が来ますというときには、そういう情

報が流れたとたんに、期日前投票所が水曜日も大混雑した記憶があります。そういった記憶も

ありますので、そういったノウハウの引き出しをたくさん持っていたほうがいいと思いますの

で、今後も投票環境の向上に努めていただきたいと思います。 

 続いて、ダブル首長選挙で３月16日に市長選、県知事選が行われる件です。 

 これは、令和６年度の予算内で確実に執行ができるんでしょうかという確認でございます。 

 あと、それに関連しますと、そもそもそんなことを聞いている私たちが、いつも自分たちの

選挙は４月９日ぐらいですかね、選挙期間がまたがったりしたような感覚もあって、年度で、

ああやっていると予算の執行とかでもすごく不合理ではないかと思いながら、候補者の立場で

は何とも言えなかったんですけれども。以前、県知事選は市長選と合わせてやるようになった

わけですから、そういう経緯もあるので、市議選もそういったことが可能なのかどうかも含め

てお示しいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 一応基本的には首長選、知事選挙ともに令和６年度予算内で執行
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するというようなことになっております。一部首長選後に予定しておりますアンケート調査と

いうのがありまして、そちらと、あと郵送料の関係が１件、そちらは７年度の、今回計上させ

ていただいている選挙費ではなく、選挙管理委員会費のほうで執行させていただくということ

で予算計上しております。それ以外の部分については年度内で執行できるということになって

おります。 

 なお、今回も千葉県からの歳入に関しては基本的に入るという状況で予算計上をしておりま

すけれども、過去に一部最終的に、交付というのが大体２段階に分かれておりまして、最初に

ある程度８割方交付される、残り２割ぐらいを精算した後に交付するという２段階の交付の方

法を取っておりまして、その関係で精算に時間がかかるという形で、歳入が一部県知事選挙の

翌年度となった事例がございます。その場合については、前年度の分につきましては、市費を

一時的に充てるというような形になっております。 

 市議選の日程の部分につきましては、まず任期満了日が統一地方選挙として執行される期間

内に入ってしまっているということで、これにつきましては国会のほうで地方公共団体の議会

の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律ということで、法律で投票日が定められて

しまっておりまして、従来からこの統一地方選挙につきましては４月第１週または第２週とい

うところになっておりまして、４年に１度ということでございますので、こちらについては基

本的に経験もございますので、予算執行についてはこれに伴い問題なく執行してきたと思って

おります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。市議選については、経験値で十分クリアさ

れたということですけれども、経験値でしんどいと思うのは、今年の選挙でしょうか。参議院

選挙のときは多分法律が改正されて整備されていると思いますけれども、このダブル首長選挙

のときには、これまでの去年の都知事選とか、衆院選とか、兵庫県知事選での経験値からいろ

いろなリスクを回避するような方策も必要なのかと思っています。二馬力の応援はしないとい

うように、ある特定の候補者はおっしゃっておりますけれども、あの独特のビジネスモデルを

やめるとは言っていないですから、掲示板にいっぱい貼る可能性もあると思っています。 

 そういったいろいろな特殊事案が昨年から起きている中で、特殊な行動を取る方ではなくて、

自治体の責任が問われたのが、自分もその現場を見たんですけれども、都知事選挙の掲示板不

足です。要はほかの方はちゃんと供託金を納めて適切な手続をしているのに、ラミネートでぺ

らぺらのところに貼られてしまったという、あれは多分訴訟まで行っているはずです。ですか

ら、そういったことについても対策を検討しておく必要があるのではないかなと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 まず、市の部分につきまして、市長選挙ですとか、あるいは市議

会議員選挙のポスター掲示場の区画数につきましては、やはり立候補予定者説明会の参加人員

数、あるいは過去の実績などと、それ以外にも様々ＳＮＳ等でも立候補するなどというところ

があって、それを基にある程度の余裕を見て決定しているというところでございます。 

 なお、県知事、県議会議員選挙、それから国政選挙につきましては、県選挙管理委員会の指
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示により設置しております。 

 今回、市長選挙については、立候補するという方が今のところそんなに多くないという形の

中で、今の区画数になっております。また、県知事選挙の部分につきましては、市長選より倍

の区画数に今はなっておりますけれども、これについても県知事のほうにつきましては、やは

り区画を増設する可能性もあるという指示がありましたので、増設指示があった場合につきま

しては、速やかに対応するように業者と調整しているところでございます。 

 なお、先ほどの都知事選でポスター掲示場の不足による選挙無効を訴える裁判というのがあ

りましたけれども、こちらにつきましては、今のところこちらで報道等を見ていますけれども、

昨年12月に高等裁判所の判決が出まして、一応訴えの請求は棄却されたと、選挙無効にはなら

ないという判決があったという報道がありまして、最高裁のほうについては上告までされたか

というところにつきましては、こちらでは確認できておりません。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。候補者は熱く語っていいんですけれども、

運営者はやはり粛々とできる体制を前もって整えておくということが大事なのかと思っていま

すので、やはり増設の体制は最低限必要になってくるというところです。あとはもう本当に候

補者のモラルと、いろいろ現在の刑法の中でできることをやっていくということになるのかと

思いました。ありがとうございました。 

 最後に、選挙について、変な話ではなくて王道の話ですけれども、今年の選挙で私たちがず

っと求めてきた高校生の事務従事者、これが主権者教育としてもすごく重要だということを訴

えてまいりましたけれども、これは何人ぐらい予定されているかです。今後の予算を含めて教

えていただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 高校生の選挙事務従事につきましては、やはり若者の投票率向上

を目指した啓発活動の一環として取り組んでおりまして、基本的には、急な解散総選挙を除き

まして、選挙の都度実施してきております。 

 知事、首長選挙につきましては、今のところ３校、市立千葉高校、稲毛高校、それから敬愛

学園高校の協力を得られまして、最大の60名を予定をしておるところでございます。 

 また、次期参議院選挙につきましても、今回計上してありますけれども、一応同じ60名で計

上いたしております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。それは引き続きぜひともやっていただきた

いと思いますけれども、特定時期の人員の確保というのは非常に難しいところでありますので、

恐らく市立高校であるとか、地元の高校は当然対象になりますので、コミュニケーションを取

ってやっていただきたいと思います。 

 続きまして、人事委員会事務局に伺います。違ったら所管外だと言ってください。 

 職員に対する不利益処分というのが、私のイメージですと、大きく取り上げられる職員不祥

事の件数が増えているのかもしれませんが、そうすると、昔に比べるとと言ったら失礼ですけ
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れども、処分が厳格化というか、昔だったらもしかしたら厳しい、ちゃんとした処分になって

いるのかとか、いろいろなことを思いながら、20年前とは違うとかと思いながら見ておるわけ

ですけれども、そうなると、当然その不利益処分に対しての審査請求みたいなものが出たりし

ます。それが近年どれぐらい受け付けて、どういう判断をされているかというのはそちらにな

りますでしょうか。では、お示しください。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 不利益処分に関する審査請求ですけれども、現在１件を審理しており

ます。また、それ以前は、令和元年度に１件、その前になりますと平成27年度に１件受理審理

しておりまして、これらはいずれの事案につきましても審査請求の基となった処分が違法また

は不当であるとは言えないとして請求を棄却しております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。これは、要は懲戒とか分限処分が対象にな

ると理解しているんですけれども、文書訓告であるとか、口頭注意は対象にならないですけれ

ども、前よりも懲戒とかそういうのが増えてきたという印象を持っていますから、確認させて

いただきましたし、前もこの関連では、関西のほうでこういった動きがすごく多いというお話

をしたかもしれませんけれども、関西のほうではこういったことにしても、市長への声でも上

がってくるような、そんな動きで、しっかり説明責任を求められているように聞いております

し、兵庫県でもいっぱいいろいろな問合せを受けているという話も聞いておりますので、説明

をいつでもできるように体制を整えていくということが大事だろうと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 続いて、先ほど山崎委員からも、新人の採用のことについて話題がございました。倍率もあ

るんですけれども、やはりその根っこにあるのは民間の初任給が急激に上がっているという状

況もあるかと思います。 

 そのような中で優秀な人材を確保するのは非常に難しいんですけれども、先ほど教養試験を

廃止するという話もありました。やはり確保するにはいろいろなタイミング、公立学校と私立

学校の受験発表ではないんですけれども、そのタイミングでいろいろ調整することも大事にな

りますし、募集活動の在り方にも工夫が必要かと思いますけれども、その点について、給与と

いうのは単純にすぐに上げられるものではないということは先ほど来の話から出ていますから、

そういった取組について考えていることがあったら教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 人事委員会でございます。 

 公務員人気の低下も相まって、人材確保は非常に困難性が増しております。 

 その中で、まず受験者確保が喫緊の課題ということで、令和６年度から受験者の試験準備の

負担軽減を図る観点から、上級の技術、資格免許職について、一部を除きまして教養試験を廃

止したところです。 

 また、令和７年度からは、上級の技術職につきまして、既存の６月試験に加えまして、２か

月半ほど合格発表の前倒しを行う、先行実施の試験を行う方向で今は最終的な調整準備を進め

ているところでございます。 
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 また、募集活動につきましては、例年３月に実施しております職員採用説明会につきまして、

就職活動で情報収集がインターネットの普及ですとか、参加者の利便性などを考慮しまして、

今年は全面オンラインで開催を試みるなど、社会情勢の変化に対応するとともに、毎年の給与

勧告ですけれども、民間の賃金情勢を適切に反映した初任給等の水準確保に努めることなどを

通じまして、引き続き一人でも多くの優秀な職員を採用できるよう取組を推進してまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） 新採用のことは、今、伺いました。あと、船橋市がこの４月１日から

職員再採用、いわゆる復職制度というのを導入するというニュースを見ました。 

 こういった取組も非常に興味深いと思いますけれども、こういった職員再採用といった制度

導入とか、要件、勤務経験３年以上とか、退職15年以内とか、59歳以下とか、いろいろなこと

が書いてありましたけれども、こういう選考方法自体は自治体独自でできることなのかという

のを確認させていただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 以前本市に勤めていて一度退職した職員を再度採用する制度について

は、令和７年度からの実施に向けて現在本市でも総務局において検討を進めていると聞いてお

ります。制度導入そのものや導入する場合の要件等は、自治体独自で設定することが可能でご

ざいます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。ということは、受けられるとか、そのよう

な感じなのかもしれませんけれども、私もぎりぎり範囲で、千葉市採用ではないですけれども。

メインは総務局で進められていることですね。でも、採用ということになると人事委員会も当

然絡んでくるかと思いますけれども、ただこの復職のことについては、やはり在職時の情報が

大事になってくるという気がしていますので、何かすみ分けが難しい話かと思うんですけれど

も、こういった復職の選考について、人事委員会はどういう役割を担うことになるのか、お示

しをいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 通常、職員採用は人事委員会の所管ということでございますけれども、

今、おっしゃられた制度については、即戦力となり得る人材の確保を目的としているものでご

ざいまして、退職時の状況や在職時の勤務状況等を踏まえた中で、書類及び面接による選考が

検討されるとは聞いております。 

 そうした場合は、こうした在職時の事情を最もよく把握している立場にある任命権者におい

て選考を実施することが適当であると考えております。 

 人事委員会としましては、選考の実施に当たって必要となる人事委員会規則等の規定の整備

や、募集活動の支援などを行うことを想定しております。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。来年度からいろいろそういう検討をされて
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いるということなので、具体的な関心を持って注視していきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 続いて、監査委員事務局についてです。 

 こういった取組については、私どもはあまり詳しくないんですけれども、内部統制というの

がそもそもちゃんとあるので、市役所の中には、それとはどういう兼ね合いになるのかという

か。 

 先ほど、野本委員のほうからどういった成果があったんですか、実績があるんですかという

話があって、制度上こういったことができましたという話があったんですけれども、内部統制

との関係の中ではどういった、例えば、こういう関わりの中で実績があるということがあれば

お示しいただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長 監査では、自治法に基づき市長が作成した内部統制評価報告書の審査を

実施しておりますが、国のガイドラインによりますと、内部統制に対する監査委員の役割は、

監査の中で内部統制の整備・運用状況を監視し、不備を把握した場合にはその改善や是正を求

めることとされていることから、それらに注力しております。 

 例えば、令和３年度の定期監査の中で、内部統制で報告されていない支払い遅延が多く確認

されたことから、リスク報告や日常的モニタリングの重要性について意見を述べ、その後、全

庁的な一斉調査が行われたもの。また、リスクを予防するための対応策につきまして、それぞ

れの課で考えていたことに対しまして、有効性、効率性を高めるため、制度所管課が推奨する

対応策の提示を求め、実現したものなどが上げられます。 

 これからも内部統制の有効性を高めるため、監査等で顕在化した課題等の解決に向け、内部

統制担当部局と連携し、改善を促してまいりたいと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。いろいろな意味でお互いに、相互にチェッ

クできるような機能が必要ということも改めて感じましたので、来年度もどうぞよろしくお願

いいたします。 

 最後に、議会事務局です。 

 最初に、今議会で避難訓練の企画をしていただけるということなので、ありがとうございま

す。大変だと思いますけれども、本当に必要なことだと思いますので、市民の避難計画も大事

ですけれども、我々もちゃんと足元からやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 しょっぱい話から言います。前回、第３回定例会のときだったですか、請願についての文書

の問題が大きく取り上げられたということがあります。ああいった文書を偽造してしまったの

ではないかというようなお話が出ていたわけですけれども、こういったことの再発防止という

のは可能なのかどうか、それを教えていただきたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 議事課長。 

○議事課長 議事課でございます。 

 議会事務局の窓口におきまして、請願書や陳情書を受付する際の口頭確認を、より一層徹底

してまいりたいと考えております。 
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○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。何か仕組みをつくってハードルを高くして

防ぐというよりも、そうやって窓口での対応で、しっかり基本を徹底して確認をやっていくと

いうことだと思います。すみません。そもそも議員のモラルの問題というところもあるので、

そこは強く言いづらいところもありますので、いずれにせよ、それで市民の方がアクセスしに

くい議会になってはもうしようがないというところもありますので、慎重に検討していきたい

と思います。 

 続いて、デジタル化についてですけれども、タブレット導入、これは私たちも議会運営活性

化推進協議会を通じていろいろ取り組んできたんですけれども、549万円ということなんです

が、その一方でタブレットを導入したことによってなのか分からないんですけれども、ペーパ

ーレスの効果はどの程度出るのかということを、年間当たりでお示しいただけたらなと思いま

す。 

○主査（伊藤隆広君） 調査課長。 

○調査課長 調査課でございます。 

 タブレット導入によりということですが、サイドブックス、ラインワークス、こちらのソフ

トウエアを活用することで、全ての議員への資料提供をデータ化した場合、その効果額につき

まして、それらソフトウエアの試行期間中に試算したところ、１年当たりの効果額ですが、約

230万円となっております。 

 なお、タブレットの導入につきましては、蓄積された多くの電子資料を活用することにより

まして、審議や調査の一層の充実を図ることも目的としたものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。金額だけを見ると、タブレットで549万円

かかるのに、230万円しかペーパーレスで返ってこないと思うと、何か残念な気がしなくはな

いんですけれども、それだけではないということも理解しました。 

 前期のときから、視察に行くときも議会事務局から紙をもらわないということを心がけてき

たつもりではあります。視察のときも全部これでやるということで。もちろん、いろいろ苦労

はしています。慣れないアナログ世代でございます。 

 それでも慣れるしかないというところでございますので、そこはコミュニケーションを取り

ながらしっかりと協力してやっていきたいと思いますし、おっしゃっていただいたように、充

実した審議のためにということを言ってくださったので、ペーパーレスだけではなくて、やは

り内容、その情報にすぐにアクセスできる検索が紙よりも容易なはずですから、そういったと

ころも今後我々のほうで生かすような考え方を持ちたいと思います。ありがとうございました。 

 最後に、そういったデジタル化でタブレットも入りました。その一方で、私たちは常に、例

えば、通告も含めてですけれども、何か紙を持って、体を持って、事務局に行かないと手続が

できないというのをずっと何十年もやっているのではないかということで、もう少し、例えば、

市民の方とか議員が提出、申請する書類が電子ファイルの送信で済ませられるような手続はな

いものかということも、来年度以降考えられないかと思ったりするんですけれども、可能性も

含めてどのようなことを考えられるのか、お示しいただきたいと思います。 
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○主査（伊藤隆広君） 議事課長。 

○議事課長 議事課でございます。 

 議員が議会事務局に提出していただく書類につきましては、アカウントやパスワードが議員

ごとに設定されておりますラインワークスに添付いただくことで、議員本人から送付されたこ

とが特定しやすいものと考えております。 

 今後のオンライン提出に向けた検討でございますが、例えば、会議の欠席届の提出などは比

較的容易に導入できるかと思いますが、書面の中には議員の身分に関するものや、議会政令の

見直しと併せて検討を要するものもございますので、運用に当たりましては議員の中で御協議

いただきながら進めていく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） ありがとうございました。電子ファイルのほうが、もしかしたらアカ

ウントとかパスワードでちゃんと本人特定がしやすい、そういった面があるかもしれないとい

うことも分かりましたし、欠席届などは簡単にできるという話ですね。その一方で、恐らく通

告とか、そういうのはいろいろ厳しいということも思いましたけれども、そういった議論を来

年度私のほうでもいろいろと展開していきたいと思いました。大変参考になりました。ありが

とうございました。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。米持委員。 

○委員（米持克彦君） 一問一答でお願いします。簡単にどんどんやります。 

 選挙管理委員会にお願いしたいんですけれども、現在、不在者投票という制度はまだあるん

でしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 不在者投票は、例えば、選挙期間に千葉市外にいる方で、千葉市

の選挙人名簿に載っておられる方が滞在地でやる不在者投票、先ほどもありましたけれども、

障害ですとか要介護５の方がやる郵便投票、あるいは病院とか高齢者施設に入所されている方

が行う不在者投票といったものがございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 期日前投票と不在者投票の違いはどういうことでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 期日前投票と不在者投票の違いですが、期日前投票につきまして

は期日前投票所に来場されまして直接投票箱に投函するという形にものになります。不在者投

票につきましては、以前ありましたけれども、二重封筒に投票用紙を入れまして、それを投票

日当日に投票所のほうに持ち込んで開けて投票函の中に入れるといったところで、期日前投票

につきましては投票日の前に直接投票箱に投函するというところが違うということになります。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 郵便投票はどういうことになりますか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 郵便投票につきましても、今、言ったとおり、二重封筒の中で御
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自宅のほうに郵送で投票用紙を送りまして、御自宅等で書いていただきまして、それを二重封

筒の中に入れて、こちらのほうに返送していただく。受け取った選挙管理委員会は投票日当日

に投票所にそれを送りまして、当日の投票所の投票箱の中に入れるというような形の制度にな

っております。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 郵便投票をできるという要件というのはどういうことですか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 郵便投票の要件でございますけれども、まず介護保険の被保険者

証の要介護５の方、身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹、移動機能の障害が１級ま

たは２級の方、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害というような内臓の障害の方の

１級から３級、免疫の障害の方が１級から３級、肝臓の障害を持たれている方が１級から３級、

それからあと戦傷病者手帳、戦争で傷を負った方も同じように両下肢 

体幹等の障害があれば、そういったところで郵便投票をすることが可能となります。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） そうすると、日本では郵便投票という制度はあると認識してよろしい

んですか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 そうです。郵便投票は制度として存在しているという状況です。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 期日前投票のいわゆる全体の投票率の中に占める割合は、現在どのぐ

らいあるんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 昨年の衆議院議員選挙を例に取りますと、期日前投票者数は全投

票者数のうち、市全体としては約34.61％の方が期日前投票を利用しているという状況でござ

います。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） そうすると、期日前投票でもう決まりということはあり得ますね。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長 期日前投票で選挙結果が決まるかどうかにつきましては、期日前

投票所の中の開票結果というのは、開票所におきましては期日前投票も当日の投票の投票函も

一応投票用紙を混ぜてから開票するという形になっておりますので、結果については分からな

いというのがお答えでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） いずれにしても、34％というのが非常に重要なことを占めているとい

うのは事実ですね。分かりました。 

 それと、18歳から二十歳までの投票率はどのぐらいですか。大体よく言われているのは、年

齢でその投票率が分かると。投票率が、40代だと40％、50代だと50％ということをよく言われ

ているんですけれども。 

○主査（伊藤隆広君） 選挙管理委員会事務局長。 
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○選挙管理委員会事務局長 投票率に関しましては、例えば、昨年の10月の衆議院議員選挙で

の全体の投票率につきましては、市全体としては51.88％でございました。年齢別の18歳～19

歳の投票率に関しましては、46.95％となっております。うち18歳につきましては、53.85％と

いうことで、18歳につきましては平均の投票率よりも若干高いというような形です。 

 なお、19歳の投票率につきましては、41.35％と、若干下がるという傾向になっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） ありがとうございました。 

 次に、人事委員会にお尋ねしますけれども、経験者の採用というのは、全体の職員数の採用

のどのぐらいの割合でやっていますか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 行政で申し上げますと、募集人数は令和６年度ですと５人を出してい

まして、合格者を17出しているというところでございます。行政職Ａという一般的なものです

と、募集数65に対して合格者110を出しているということで、経験者の割合は少なめに設定は

されているというところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） いろいろな人材を採用されるのは非常にいいことだと思いますけれど

も、たまたま私が聞いたところでは、補佐と、係長クラスか、そうするといずれも経験者採用

の方で、企業名を上げては悪いんですけれども、東京電力だとか、中央の環境省だとか、その

課の補佐の地位でそういういわゆる経験者採用が多いんですね。こういう課もあるのかという

ことで、非常に驚きましたけれども。経験者というのは何歳までなら入れるんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 行政職事務で申し上げますと、上級採用が28歳までの受験制限があり

ますので、29歳以降、現在は60歳まで受験が可能というところとなっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） そうすると、60歳までなら、ほかの会社とかいろいろな官庁に勤めて

いても、千葉市は受験できるということで、それでいいんですね。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 はい。応募に当たって、民間企業経験という特徴がありますので、直

近10年以内に６年以上は週30時間以上勤務した実績がある方と、いわゆる勤務実績がある方を

募集要件としているところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） そうすると、次にラスパイレス指数でいきますけれども、いわゆる千

葉市の職員と千葉県の職員のラスパイレス指数は、今はどのぐらいですか。 

○主査（伊藤隆広君） 人事委員会事務局長。 

○人事委員会事務局長 千葉市のラスパイレス指数は、今は100.5でございます。千葉県につ

きましては、申し訳ございません。今は数字がございません。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 
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○委員（米持克彦君） 分かりました。 

 次に行きます。議会事務局にお尋ねしますけれども、県の政務活動費の額は分かりますか。 

○主査（伊藤隆広君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 申し訳ございません。今は手元に資料がございません。 

○主査（伊藤隆広君） 米持委員。 

○委員（米持克彦君） 分かりました。 

 では、以上で終わります。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（伊藤隆広君） ほかに御発言がなければ、以上で各所管の審査を終わります。 

 説明員の皆様は御退室願います。ありがとうございました。 

［行政委員会等退室］ 

 

指摘要望事項の協議 

○主査（伊藤隆広君） それでは、総合政策局及び行政委員会等所管について、指摘要望事項

の有無、またある場合はその項目、内容について御意見をお願いいたします。 

 初めに、総合政策局についていかがでしょうか。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） やはり新規で始まったｅスポーツの取組をさらに推進していただくと

同時に、もう一つは減災・防災の観点から様々な避難所運営委員会での課題が見えてきました

ので、避難所運営委員会の訓練をしながら、併せて課題の解決に向けてなお一層取り組んでい

ただきたいということを申し上げさせていただきたいと存じます。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。米持委員。 

○委員（米持克彦君） 人口をある程度、100万人を目指すような積極的な総合政策をやって

もらいたいということです。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。ほかはございますでしょうか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 私も100万人都市を目指してほしいんですけれども、決算のときに人

口減少抑制をやっているので、同じものでよければそれで。あと、個人的には、スマートシテ

ィ、ｅスポーツの関連で、私の場合はスマートフォン講座に関しても質問したので、買物難民

とかそういったものも質問したので、そういったスマートシティの内容について今回は指摘す

るのもいいと思いました。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。ほかはございますでしょうか。野本委員。 

○委員（野本信正君） やはり防災・減災について様々な課題がありますけれども、避難所だ

けではなくて、積極的な地震対策とか、そういうものが必要だろうと思います。 

 それから、人口減少抑制という言葉についてこだわる人もいますけれども、先を見ると確か

に減少の方向へ進むんです。だから、先を見た言葉だと思うんです。これが消極的かどうかと

いう問題はありますけれども、やはりこれはしっかりと全局で取り組まなければいけない千葉

市の大切な課題であると思います。 
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 よろしくお願いします。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。桜井委員。 

○委員（桜井秀夫君） どれも重要なことだと思いながら聞いておりますけれども、我々の所

管事務で今回は防災・減災をやっていないんですね。珍しくと言ったら失礼ですけれども、総

務委員会らしい事務調査みたいなことを事業調査みたいな形でやっていただいているので、こ

こで一つ何か防災・減災についてきちんとやはり言っておきたいという気持ちはありますし、

実際に防災アセスメント調査から、被害認定調査システムから、避難行動要支援者の個別アン

ケート作成とか、そこら辺は結構ほかの委員からもいろいろ質問が飛び交っていたような気が

しますので、そこがいいのかという印象を持ちました。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 私も防災・減災について一言。やはり冬季とか夏季、非常に過酷な環

境の中で災害が起こった場合について、実際にどのようにやればいいのかというのは、開設訓

練をしてみないと分からないということを、自分の実体験でも感じたので、そこで得た情報を

ぜひ広く周知したり、各運営委員会のほうに備蓄品についてとか、マニュアルについても改善

とか改革とか、そういうことを行っていってほしいというのが希望です。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。 

 次に、行政委員会等についてはいかがでしょうか。野本委員。 

○委員（野本信正君） やはり選挙の投票率向上に関して、投票所を増やすとか、様々な課題

が議論されましたけれども、その辺をぜひ取り入れてもらえればありがたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 私は人事委員会について一言あります。先ほど人事委員会のほうから

職員の配置の根拠について私が質問したところ、それは総務委員会が行っているので、根拠に

ついては発言する立場にないという発言がありましたが、これは看過できないと思いました。 

 というのは、人事委員会というのは、地方公務員法に基づいて職員の採用、給与、勤務状態

の適正化を監督し公正な人事管理を確保する独立機関ということですので、その根拠について

知らないとか、もしくは発言する立場にないというのは、その責務を放棄しているというとこ

ろなのではないのかというのは気になったところです。 

 あと、もう一つ、女性管理職についての是正について、女性が育児とか出産に当たってキャ

リア形成、経験を積むことができないということなので、そこをずらした形で経験を積ませる

というのがいいのではないかというお話がありましたけれども、働き方がつらいというところ

で経験を積めないということで、それを前倒ししてもっとキャリアを積む、もっと激務を早い

段階でやらせるというのは、働き方改革からは少し離れているのではないかと思いました。 

 これは、男性も女性も余裕のある働き方ができるからこそ、育児、子育てが両方できるとい

うことで、より一層子育てがしやすいという市になると思うので、ここの考え方を変えていた

だきたいと。働き方改革をもっと推進する形で人事委員会のほうから勧告とかを出していただ

きたいと思いました。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかはございますか。桜井委員。 
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○委員（桜井秀夫君） 先ほど野本委員から投票環境の整備の話がございました。私も選挙管

理委員会に対して、従来から、さっき野本委員がおっしゃったような投票環境の整備を進めて

いただきたいのと併せて、先ほど質問させていただきましたけれども、今年は大きな選挙は３

月と、また７月にも完全に予定されていて、しかも法改正も国会で具体的に審議されているの

で、やはり適正な選挙体制の運用、投票状況をしっかり確保していただきたいというか、そう

いった取組をしっかりするということを求めていきたいと思いました。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかはございますでしょうか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 私も、選挙は近いので、それに関して指摘するのはタイムリーかなと

いうのと、あと人事委員会で採用倍率を私は指摘したんですけれども、その辺りが中長期的に

問題になる可能性もあるので、早めに何かしらのタイミングで言うというのはしていきたいと

思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。ほかはございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。 

 前回の分科会で、総務局、また財政局でも、たくさん御意見をいただきました。本日は、総

合政策局でも、行政委員会でも、たくさん御意見をいただきました。２つにまとめないといけ

ないということでございますので、今までいただいた御意見を踏まえて、正副に一任いただく

形でよろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。 

 それでは、これまでいただいた御意見を踏まえて、正副主査にて分科会の指摘要望事項の案

文につきまして作成させていただき、２月19日水曜日の総務委員会散会後に開催をされます分

科会におきまして、御検討をお願いしたいと思います。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回は、２月19日水曜日の総務委員会の散会後に総務分科会を開きます。 

 本日は、これをもって散会といたします。長時間にわたりお疲れさまでした。 

 

午後５時15分散会 

 


